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平成25年12月22日平成25年12月22日平成25年12月22日 

 

 

◆予算額 

（2５年度予算額）     （2６年度予算案）   （対前年度増▲減額、伸率） 

１兆３，982億円 → １兆５，019億円（＋１，037億円、＋ ７．４％） 

 

◆障害福祉サービス関係費（自立支援給付＋地域生活支援事業） 

（2５年度予算額）     （2６年度予算案）  （対前年度増▲減額、伸率） 

８，６８９億円  →   ９，５３４億円 （＋ ８４４億円、＋９．７％） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （復興）と記載のあるものは、「東日本大震災復興特別会計」計上項目 

 

 

 

平成２６年度 
障害保健福祉部予算案の概要 

【主な施策】 

                    （対前年度予算増▲減額） 

 
■ 良質な障害福祉サービス等の確保 
  ・障害福祉サービス 
  ・地域生活支援事業 
 
■ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 
 
■ 障害福祉サービス提供体制の整備 

（参考）平成２５年度補正予算案 

○障害者施設等の防火対策等の推進 

 

■ 地域における障害児支援の推進 
 
■ 重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援事業 
 
■  認知行動療法の普及の推進 
 
■  自殺対策に取組む民間団体への支援 
 
■ 障害福祉サービス事業所などの災害復旧経費（復興） 
 
■ 被災地心のケア支援体制の整備（復興） 
   

厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 

厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 

厚生労働省 障害保健福祉部 

９，０７２億円（＋８４２億円） 

 

 ８億円（▲１．６億円） 

２，２１７億円（＋ ３１億円） 

 

 ３０億円（▲ ２２億円） 

 

897億円（＋２26億円） 

 

 １８億円（±  ０億円） 

 

     １億円（±  ０億円） 

１．３億円（＋０．３億円） 

 

９，５３４億円（＋８４４億円） 

 

   ４６２億円（＋   ２億円） 

 

２２億円（±   ０億円） 

 

１４８億円 
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○ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援等 

（１）良質な障害福祉サービス等の確保            ９，０７２億円 

   障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要なホームヘルプ、グルー

プホーム、就労移行支援等の障害福祉サービスを総合的に確保する。 

また、サービス等利用計画の作成及び地域生活への移行が着実に進むよう、相談支援

に必要な経費を確保する。 

さらに、消費税引上げに伴う増分について、必要な経費（５７億円）を計上する。 

（消費税引上げによる障害福祉サービス等報酬改定率０．６９％） 

 

 

 

 

 

 

（２）障害児の発達を支援するための給付費などの確保       ８９７億円 

障害のある児童が、できるだけ身近な地域で、障害の特性に応じた療育等の支援を受

けられるよう、必要な経費を確保するとともに、障害児通所支援の利用者負担について、

多子軽減措置を導入する。 

また、消費税引上げに伴う増分について、必要な経費（５．４億円）を計上する。 

（消費税引上げによる障害福祉サービス等報酬改定率０．６９％） 

 

（３）地域生活支援事業の着実な実施                ４６２億円 

移動支援や意思疎通支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業について、市

町村等での事業を着実に実施する。 

 

 

 

 

 

１ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の

推進                    １兆４，７３９億円 

障害児・障害者の社会参加の機会の確保及び地域社会における共生を支援するため、

障害福祉サービスの充実や地域生活支援事業の着実な実施や就労支援、精神障害者や発

達障害者などへの支援施策を推進する。 

（参考） 
【平成2５年度補正予算案】                    
○自立支援給付支払システムの改修等                 ３０億円 
 自立支援給付支払システムの改修・機能向上により、障害者のサービス等利用計画

作成の充実・迅速化を図る。 
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（４）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備      ３０億円 

障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、就労移行支援、就労継続

支援事業所等の日中活動系サービス事業所やグループホーム等の整備促進を図る。 

また、障害児支援の充実を図るため、地域の障害児支援の拠点となる児童発達支援セ

ンター等の整備や小規模な形態によるきめ細やかな支援体制の整備を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供       ２，２１７億円 

   心身の障害の状態の軽減を図る自立支援医療（精神通院医療、身体障害者のための更

生医療、身体障害児のための育成医療）を提供する。 

   また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 

 

（６）特別児童扶養手当、特別障害者手当等          １，５０２億円 

   特別児童扶養手当（１，１２２億円）、特別障害者手当等（３７９億円）。 

   

（７）障害児・障害者虐待防止などに関する総合的な施策の推進    

① 障害者虐待防止の推進       地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

   都道府県や市町村で障害児・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後

の適切な支援を行うため、地域の関係機関の協力体制の整備、家庭訪問、関係機関職員

への研修等を実施するとともに、障害児・障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図る

ことにより、支援体制の強化を図る。 

   

② 障害児・障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進       ４百万円 

   国において、障害児・障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割

を担う者を養成するための研修を実施する。 

 

（８）重度訪問介護などの利用促進に係る市町村支援事業       ２２億円 

重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等により

訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対し、人口規模等を踏ま

えた重点的な財政支援を行う。 

 

 

 

－２－ 
（参考） 
【平成2５年度補正予算案】                   
○障害者施設等の防災対策等の推進                 １４８億円 
 障害者施設等の防災対策等を推進するため、耐震化やスプリンクラーの設置等に要
する費用に対して補助を行う。 
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（９）強度行動障害を有する者への職員の育成【一部新規】 

 地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

強度行動障害を有する者に対応する職員の研修に専門研修を設け、適切な個別支援計

画を作成可能な職員の育成を図る。 

 

○ 障害児・障害者の自立及び社会参加の支援等 

（１）障害者自立支援機器の開発の促進【新規】          １．５億円 

ロボット技術を利用した機器が、障害者の自立や生活支援に活かされるよう、企業が

行う開発を更に促進するためのシーズとニーズのマッチング等を行う。 

 

（２）芸術活動の支援の推進【一部新規】             １．３億円 

芸術活動に取り組む障害者への支援として、出展機会や著作権等の権利保護等に関す

る相談支援などを行うモデル事業等を実施する。 

 

（３）障害児・障害者の社会参加の促進               ２６億円 

   視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、盲ろう者向け通訳者養

成等を支援し、障害児・障害者の社会参加の促進を図る。 

 

 

 

（１） 高齢・長期入院の精神障害者の地域移行・地域定着支援の推進【一部新規】 

１．２億円及び地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念に基づき、都道府県等において、

精神障害者の地域移行支援に係る体制整備のための広域調整及び関係機関との連携等

を図る。（地域生活支援事業（４６２億円）の内数） 

さらに、入院患者の約半数を占める高齢入院患者に対して、退院に向けた包括的な地

域支援プログラムによる治療や支援等を行い、精神障害者の退院促進や地域定着を支援

する。 

また、難治性患者に対して専門的な治療を実施するために、医療機関間のネットワー

クの構築等による支援体制のモデル事業を行う。 

 

（２）精神科救急医療体制の整備                  １９億円 

   精神疾患のある救急患者が地域で適切に救急医療を受けられるよう体制の充実に取

り組むとともに、身体疾患を合併している患者に対応できる病床の確保や救急搬送受入

体制の強化等により、精神科救急医療体制の整備を推進する。 

 

２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進  ２３２億円          

（※地域生活支援事業計上分を除く） 

 

－３－ 
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（３）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援） 

体制の整備            地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、保健所等において、ひきこもり

等の精神障害者を医療へつなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウト

リーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実施するための支援体制を確保する。 

 

（４）認知行動療法の普及の推進                   １億円 

うつ病の治療で有効性が認められている認知行動療法（※）の普及を図るため、従事

者の養成を実施するとともに、平成26年度から新たに心理職等の医療関連職種に対す

る研修事業を追加する。 

  ※認知行動療法：うつ病になりやすい考え方の偏りを、面接を通じて修正していく療法。 

 

（５）摂食障害治療体制の整備【新規】              ０．２億円 

「摂食障害治療支援センター」を設置して、急性期の摂食障害患者への適切な対応、

医療機関等との連携を図るなど摂食障害治療の体制整備を支援する。 

 

（６）災害時心のケア支援体制の整備                

０．５億円及び地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

近年必要性が高まっている心的外傷後ストレス障害（PTSD）対策を中心とした事 

故・災害等の被害者への心のケアの対策を推進するため、各都道府県で災害派遣精神医

療チーム（DPAT）や緊急危機対応チームの定期的連絡会議を開催するなど、日常的な

相談体制の強化や事故・災害等発生時の緊急対応体制の強化を図る。（地域生活支援事

業（４６２億円）の内数） 

また、大規模自然災害発生時の心のケア対応として、平成23年に国立精神・神経医

療研究センターに設置された「災害時こころの情報支援センター」で、DPAT派遣に係

る迅速かつ適切な連絡調整業務や、各都道府県等で実施される心のケア活動への技術的

指導を行い、東日本大震災被災者への継続的な対応や、今後の災害発生に備えた都道府

県等の体制整備を支援する。 

 

（７）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備

の推進                           ２０８億円 

心神喪失者等医療観察法を円滑に運用し、対象者の社会復帰の促進を図るため、指定

入院医療機関の確保及び通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備に努める。 

あわせて、指定医療機関の医療従事者を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交

流等により、医療の質の向上を図る。 

 

 

－７－ 

－６－ 
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（８）相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保【新規】 

地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

医療保護入院者の地域生活への移行を促進する観点から、相談支援事業所等における

退院支援の体制整備を支援する。 

 

 

 

 

（１）発達障害児・発達障害者の地域支援機能の強化【一部新規】               

地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

発達障害の乳幼児期から成人期までの一貫した支援体制の整備及び発達障害児・発達

障害者の社会参加を促す観点から、地域の中核である発達障害者支援センターに「発達

障害者地域支援マネジャー」を配置し、市町村や事業所等への支援、医療機関との連携

や困難ケースへの対応等の機能の強化を図る。 

また、都道府県等で、ペアレント・メンター（※1）の養成や健診等でのアセスメン

トツール（※2）の導入を促進する研修会等を実施する。 

加えて、これまでに実施されたモデル事業において成果のあった、家族の対応力向上

を支援するペアレント・トレーニング（※３）及び当事者の適応力向上を支援するソー

シャル・スキル・トレーニング（ＳＳＴ）（※４）をメニューに追加し、全国的な普及

を図る。 

※１ ペアレント・メンター：発達障害者の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが 

発達障害の診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のこと。 

※２ アセスメントツール：発達障害を早期発見し、その後の経過を評価するための確認票のこと。 

※３ ペアレント・トレーニング：親が、自分の子どもの行動を観察して発達障害の特性を理解したり、適 

切な対応をするための知識や方法を学ぶこと。 

※４ ソーシャル・スキル・トレーニング（ＳＳＴ）：子ども自身が、状況に応じてどのように行動したら 

よいかを、日常生活場面とは別の場所で練習すること。 

 

（２） 発達障害児・発達障害者の支援手法の開発や支援に携わる人材の育成など 

２億円 

①支援手法の開発、人材の育成                   １．５億円 

発達障害児・発達障害者等を支援するための支援手法の開発を行うとともに、関係

する分野との協働による支援や切れ目のない支援等を推進するためのモデル事業を実

施する。 

また、国立障害者リハビリテーションセンターで、発達障害者の就労支援に関する

支援手法の開発に取り組むとともに、発達障害児・発達障害者支援に携わる人に対す

る研修を行い、人材の専門性の向上に取り組む。 

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進       ２．１億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 

－８－ 

－６－ 
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②発達障害に関する理解の促進                  ０．５億円 

全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハビ

リテーションセンターに設置された「発達障害情報・支援センター」において、発達

障害に関する各種情報を発信し、支援手法の普及や国民の理解の促進を図る。 

また、「世界自閉症啓発デー」(４月２日)など、自閉症をはじめとする発達障害に

関する正しい知識の浸透を図るための普及啓発を行う。 

 

（３）発達障害の早期支援        地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

市町村において、発達障害等に関して知識を有する専門員が保育所等を巡回し、施設

のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。     

 

 

 

 

（１）工賃向上のための取り組みの推進                          ３．１億円 

一般就労が困難な障害者の地域での自立した生活を支援する観点から、経営改善や商

品開発、市場開拓等に対する支援を行うことにより、就労継続支援Ｂ型事業所の利用者

の工賃向上を図る。 

また、平成２５年度に開催された厚生労働省行政事業レビューの公開プロセスの結果

等を踏まえ、特に支援効果が高く、さらに障害者優先調達推進法の促進にも資する共同

受注窓口の体制整備を重点的に実施する。 

 

（２）障害者就業・生活支援センター事業の推進           

７．９億円及び地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

①センター設置による就労支援の強化推進 

     就業に伴う日常生活面の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家 

庭訪問等による生活面の支援などを実施する。（332箇所） 

 

  ②就労系サービスの利用に関するモデル事業の推進 

    就労系障害福祉サービスの利用にあたってのアセスメントについて、精神障害や発

達障害にも対応できるアセスメントツール等を作成するほか、障害福祉サービス事業

所における就労後の定着支援（フォローアップ）を検証するため、自立訓練（生活訓

練）による就労定着支援の実証研究などの支援モデルを検証する。（４箇所） 

   また、加齢や重度化による一般就労から就労継続事業の利用への移行なども想定した、

関係機関の連携による就労支援モデルの検証を行う。 

４ 障害者に対する就労支援の推進                １１億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 
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（３）就労支援の充実強化       地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

   就労支援を行う事業所のノウハウの充実を図り、企業等での就労を希望する障害者へ

の支援を強化するとともに、企業等で働く障害者のための交流や生活面の相談支援の

場の提供等により障害者の就労支援を推進する。 

 

 

 

 

（１）地域での効果的な自殺対策の推進と民間団体の取組支援、普及啓発の推進             

３億円 

都道府県・指定都市に設置されている「地域自殺予防情報センター」での専門相談の

実施のほか、関係機関のネットワーク化等により、うつ病対策、依存症対策等の精神保

健的な取組を行うとともに、地域の保健所と職域の産業医、産業保健師等との連携の強

化による自殺対策の向上を図る。 

また、自殺未遂者等へのケアに当たる人材を育成するための研修を行うとともに、全

国的または先進的な自殺対策を行っている民間団体に対し支援を行う。 

 

① 自殺対策に取組む民間団体への支援                １．３億円 

全国的または先進的な自殺の防止等に関する活動を行っている民間団体に対し、   

支援を行う。 

② 薬物などの依存症対策の推進【一部新規】             ０．４億円 

地域での薬物・アルコールを中心とした依存症対策を推進するため、実施自治体で

毎年度当初に「地域依存症対策支援計画」を策定し、この計画に基づく事業を実施す

る。 

また、依存症者の社会復帰支援を強化するため、家族支援員による相談支援のほか、

関係者や依存症家族に対しての研修を行う。 

さらに、依存症治療を専門的に行っている医療機関を「依存症治療拠点機関」に指

定し、依存症者及びその家族への医療支援の充実を図るとともに、当該機関で得られ

た知見の評価・検討を行い、支援体制モデルの確立を行う。 

 

（２）自殺予防に向けた相談体制の充実と人材育成 

地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

  うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、一般内科医、小児科医、ケースワーカー

等の地域で活動する方々に対するうつ病の基礎知識、診断、治療等に関する研修や、地域

におけるメンタルヘルスを担う従事者に対する精神保健等に関する研修を行うこと等に

より、地域における各種相談機関と精神保健医療体制の連携強化を図る。 

５ 自殺・うつ病対策の推進                   ４．４億円 

（※地域生活支援事業計上分を除く） 

－１０－ 

－８－ 

－12－



（３）認知行動療法の普及の推進（再掲）               １億円 

 うつ病の治療で有効性が認められている認知行動療法（※）の普及を図るため、従事

者の養成を実施するとともに、平成26年度から新たに心理職等の医療関連職種に対す

る研修事業を追加する。 

※認知行動療法：うつ病になりやすい考え方の偏りを、面接を通じて修正していく療法。 

 

（４）地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チームによる訪問支援）

体制の整備（再掲）         地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

精神障害者の地域移行・地域生活支援の一環として、保健所等においてひきこもり等

の精神障害者を医療へつなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリ

ーチ（多職種チームによる訪問支援）を円滑に実施するための支援体制を確保する。 

 

（５）災害時心のケア支援体制の整備（再掲） 

 ０．５億円及び地域生活支援事業（４６２億円）の内数 

近年必要性が高まっている心的外傷後ストレス障害（PTSD）対策を中心とした事

故・災害等の被害者への心のケアの対策を推進するため、各都道府県で災害派遣精神医

療チーム（DPAT）や緊急危機対応チームの定期的連絡会議を開催するなど、日常的な

相談体制の強化や事故・災害等発生時の緊急対応体制の強化を図る。（地域生活支援事

業（４６２億円）の内数） 

また、大規模自然災害発生時の心のケア対応として、平成23年に独立行政法人国立

精神・神経医療研究センターに設置された「災害時こころの情報支援センター」で、

DPAT派遣に係る迅速かつ適切な連絡調整業務や、各都道府県等で実施される心のケア

活動への技術的指導を行い、東日本大震災被災者への継続的な対応や、今後の災害発生

に備えた都道府県等の体制整備を支援する。 

 

 

 

（１） 障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援（復興）    ８億円                

東日本大震災で被災した障害福祉サービス事業所等のうち、各自治体の復興計画で、

平成 2６年度に復旧が予定されている施設等の復旧に要する経費について、財政支援を

行う。 

 

（２）障害福祉サービスの再構築支援（復興）           ６．４億円 

被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福祉

サービス事業所等の事業再開に向けた体制整備等に必要な経費について、財政支援を行

う。 

６ 東日本大震災からの復興への支援            ３２億円 

－９－ 
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（３） 避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置（復興）     ０．２億円                               

東京電力福島第一原発の事故により設定された避難指示区域の住民及び一部上位所

得層を除く旧緊急時避難準備区域等の住民について、引き続き障害福祉サービス等の利

用者負担の免除の措置を講じた市町村に対する財政支援を行う。 

 

（４）被災地心のケア支援体制の整備（復興）            １８億円 

東日本大震災による被災者の心のケア等を継続的に実施するため、被災３県（岩手、

宮城、福島）に設置した｢心のケアセンター｣において、精神保健福祉士等の専門職種に

よる自宅及び仮設住宅等への訪問相談、アウトリーチによる医療の提供支援等を行うた

めの体制整備を支援する。 

 

－１２－ 

－１０－ 
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２ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について 

 

 平成 25 年 12 月 20 日に、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」

が閣議決定され、国から地方公共団体への事務・権限の移譲（政府全体で 48

事項）、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲（政府全体で 29 事項）が

盛り込まれている。その内容については、今後、第４次分権一括法案として通

常国会に提出される等の見込みである（平成 25 年 12 月 20 日、事務連絡にて

情報提供）。 

 障害保健福祉関係施策については、以下の事務・権限が対象となっている。 

 【国から都道府県への事務・権限の移譲】 

  ・ 身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・精神保健福祉士に係る養成施

設の指定等 

  ・ 精神保健及び精神障害者福祉法に基づく精神保健指定医に係る指定医

証の交付等 

 【都道府県から指定都市への事務・権限の移譲】  

  ・ 児童福祉法上の指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法上の指

定事業者等（いずれも全ての事業所が一の指定都市の区域内にあるもの

に限る。）の業務管理体制の届出の受理等  

  ・ 特別児童扶養手当の受給の認定等 

  今後、法案提出の動きや詳細等、随時情報提供していくこととしているが、

これらの事務・権限の移譲の施行日は平成 27 年４月１日を予定しており、法

案が成立した際には、関係都道府県等に施行の準備をお願いすることとなるの

で、御了知願いたい。 
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○
 
各
種
資
格
に
係
る
養
成
施
設
の
指
定
等

 

 
・
 
身
体
障
害
者
福
祉
司
【
身
体
障
害
者
福
祉
法
】 

 
・
 
知
的
障
害
者
福
祉
司
【
知
的
障
害
者
福
祉
法
】 

 
・
 
精
神
保
健
福
祉
士
【
精
神
保
健
福
祉
士
法
】 

 ○
 
精
神
保
健
指
定
医
に
係
る
指
定
医
証
の
交
付
等

 

 
・
 
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
の
申
請

 

 
・
 
精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付

 
等

 

 
 
【
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
】 

障
害
保
健
福
祉
行
政
分
野
に
お
け
る
地
方
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
【
概
要
】
 

    
○

 
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
（
全
て
の
事
業
所

 
 

 
 
等
が
一
の
指
定
都
市
の
区
域
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）の
業

 
 

 
 
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
届
出
等

 

 
 
・
 
業
務
管
理
体
制
の
届
出
の
受
理

 

 
 
・
 
勧
告
、
命
令

 
等

 

 
 

 
 
【
児
童
福
祉
法
、
障
害
者
総
合
支
援
法
】
  
 

 
 

○
 
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
の
認
定

 

 
 
・
 
受
給
資
格
の
認
定

 

 
 
・
 
認
定
に
関
す
る
調
査

 
等

 

 
 

 
 
【
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
】
 

  

－
 
施
行
日
等

 
－

 

○
 
第
４
次
一
括
法
案
の
閣
議
決
定
・
国
会
提
出
予
定
（
平
成

2
6
年
３
月
）
 

○
 
施
行
日
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
7
年
４
月
１
日
を
予
定

 
 

 

○
 
平
成
２
５
年
１
２
月
２
０
日
に
「事

務
・
権
限
の
移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
」
が
閣
議
決
定

 
 

 
 
（
障
害
保
健
福
祉
行
政
分
野
に
お
け
る
項
目
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
。
）
 

■
 
国
か
ら
都
道
府
県
へ
の
権
限
移
譲

 
■

 
都
道
府
県
か
ら
指
定
都
市
へ
の
権
限
移
譲
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○
個

性
を
活

か
し
自

立
し
た
地

方
を
つ
く
る
た
め
に
は

、
地

方
分

権
改

革
を
推

進
す
る
こ
と
が

重
要

。

○
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
の

う
ち
、
残

さ
れ

た
課

題
で
あ
る
国

か
ら
地

方
公

共
団

体
へ

の
事

務
・
権

限
の

移
譲

等
を
推

進
。

○
第
3
0
次

地
方

制
度

調
査

会
答

申
（
平

成
2
5
年

6
月

2
5
日

）
で
示

さ
れ

た
都

道
府

県
か

ら
指

定
都

市
へ

の
事

務
・
権

限
の

移
譲

等
を
推

進
。

１
．
基

本
的

考
え

方

○
移

譲
す
る
事

務
・
権

限
【
４
８
事

項
】

例
：

①
看

護
師

な
ど

各
種

資
格

者
の

養
成

施
設

等
の

指
定

・
監

督
等

、
②

商
工

会
議

所
の

定
款

変
更

の
認
可
、

③
自

家
用

有
償

旅
客

運
送

の
登

録
・

監
査

等
、

④
直

轄
道

路
・

河
川

に
係

る
整

備
等

に
関

す
る

計
画
、
工
事
及
び
管
理
の
実
施
等

○
移

譲
以

外
の

見
直

し
を
行

う
事

務
・
権

限
【
１
８
事

項
】

例
：

①
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

求
人

情
報

の
地

方
公

共
団

体
へ

の
提

供
、

②
農

地
転

用
の

許
可

等

２
．
国

か
ら
地

方
公

共
団

体
へ

の
移

譲
等

○
法

律
改

正
事

項
に
つ
い
て
は

、
一

括
法

案
等

を
平

成
2
6
年

通
常

国
会

に
提

出
す
る
こ
と
を
基

本
。

５
．
一

括
法

案
等

の
提

出

○
移

譲
さ
れ

た
事

務
・
権

限
が

円
滑

に
執

行
で
き
る
よ
う
、
地

方
税

、
地

方
交

付
税

や
国

庫
補

助
負

担
金

等
に
よ
り
、
確

実
な
財

源
措

置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
整

備
や

技
術

的
助

言
、
研

修
や

職
員

の
派

遣
な
ど
の

必
要

な
支

援
を
実

施
す
る
。

４
．
移

譲
に
伴

う
財

源
措

置
そ
の

他
必

要
な
支

援

○
移

譲
す
る
事

務
・
権

限
【
２
９
事

項
】

例
：

①
県

費
負

担
教

職
員

の
給

与
等

の
負

担
、

県
費

負
担

教
職

員
の

定
数

の
決

定
、

市
町

村
立

小
中

学
校
等
の
学
級
編
制
基
準
の
決
定
、

②
病

院
の

開
設

許
可

、
③

都
市

計
画

区
域

の
整

備
、

開
発

及
び

保
全

の
方

針
（

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
）
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定

○
移

譲
以

外
の

見
直

し
を
行

う
事

務
・
権

限
【
４
事

項
】

例
：

①
パ

ス
ポ

ー
ト

の
発

給
申

請
受

理
・

交
付

、
②

農
地

転
用

の
許

可
等

３
．
都

道
府

県
か

ら
指

定
都

市
へ

の
移

譲
等

※
上
記
の
他
に
、
現
行
法
に
よ
り
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
・
権
限
が
８
事
項
あ
る
。

事
務

・
権
限
の

移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
【
概
要
】

＜
平

成
2
5
年

1
2
月

2
0
日

閣
議

決
定

＞

1
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都
道

府
県

か
ら

指
定

都
市

2
.移

譲
以
外
の
見
直
し
を
行
う
事
務
・
権
限

1
.移

譲
す

る
事

務
・

権
限

（
2
9
事

項
）

2
.移

譲
以
外
の
見
直
し
を
行
う
事
務
・
権
限
（
4
事
項

）

〔
学

校
教

育
法

〕
○
市
町
村
立
高
等
学
校
等
の
設
置
認
可

〔
市

町
村

立
学

校
職

員
給
与

負
担
法

〕
〔
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
〕

〔
公

立
義

務
教

育
諸

学
校

の
学

級
編

制
及

び
教

職
員

定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
〕

○
市

町
村

立
小

中
学

校
等

の
職

員
の
給

与
等

の
負

担
、

県
費

負
担

教
職

員
定

数
の
決

定
、
市

町
村

立
小

中
学
校
等
の
学
級
編
制
基
準
の
決
定

〔
文

化
財

保
護

法
〕

○
史

跡
名

勝
天

然
記

念
物

の
仮

指
定

、
重

要
文

化
財

等
の
管
理
に
係
る
技
術
的
指
導
等

〔
博

物
館

法
〕

○
博
物
館
の
登
録

(
1
)
文
部
科
学
省

〔
児

童
福

祉
法

〕
〔
障

害
者

総
合

支
援

法
〕

○
指

定
障

害
福

祉
サ
－

ビ
ス
事

業
者

等
の
業

務
管

理
体
制
の
報
告
の
受
理
・
命
令
等

〔
医

療
法

〕
○
病
院
の
開
設
許
可

〔
毒

物
及

び
劇

物
取

締
法

〕
○
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可

〔
社

会
福

祉
法

〕
○

社
会

福
祉

法
人

（
一

部
）
の
定

款
認

可
及
び

監
督

〔
売

春
防

止
法

〕
○
婦
人
相
談
所
を
指
定
都
市
も
設
置
可
能
に

〔
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
〕

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
の
認
定

〔
職

業
能

力
開

発
促

進
法
〕

○
職

業
能

力
開

発
大

学
校

等
を
指

定
都

市
も
設

置
可

能
に

〔
介

護
保

険
法

〕
○

介
護

サ
－

ビ
ス
事

業
者

の
業

務
管

理
体

制
の
報

告
の
受

理
・
命

令
等

、
介

護
サ
－

ビ
ス
情

報
の
公

表
〔
感

染
症

法
〕

○
結
核
に
係
る
定
期
の
健
康
診
断
の
実
施
の
指
示

〔
農

林
物

資
の

規
格

化
及

び
品

質
表
示

の
適

正
化

に
関
す
る
法
律
及
び
食
品
表
示
法
〕

○
農
林
物
資
製
造
業
者
等
へ
の
立
入
検
査
等

〔
農

地
法

〕
○

農
地

又
は

採
草

放
牧

地
の
賃

貸
借

の
解

約
等

の
許
可

(
4
)
経
済
産
業
省

〔
公

有
水

面
埋

立
法

〕
○
公
有
水
面
の
埋
立
免
許

〔
都

市
計

画
法

〕
○

都
市

計
画

区
域

の
整

備
、
開

発
及

び
保

全
の
方

針
に
関

す
る
都

市
計

画
の
決

定
等

〔
国

土
利

用
計

画
法

〕
○
土
地
取
引
の
規
制
区
域
の
指
定

〔
密

集
市

街
地

整
備

法
〕

○
防
災
街
区
整
備
事
業
（
一
部
）
の
施
行
等
の
認
可

〔
火

薬
類

取
締

法
〕

○
火
薬
類
の
製
造
・
販
売
・
消
費
等
の
許
可

〔
採

石
法

〕
○
岩
石
採
取
計
画
の
認
可

〔
高

圧
ガ
ス
保

安
法

〕
○
高
圧
ガ
ス
の
製
造
・
貯
蔵
等
の
許
可

〔
商

工
会

議
所

法
〕

○
商

工
会

議
所

の
定

款
変

更
の
認

可
（
一

部
）
、
事

業
状

況
等

の
報

告
の
受

理
・
警
告

等
〔
工

業
用

水
法

〕
○
工
業
用
水
の
採
取
許
可

〔
砂

利
採

取
法

〕
○
砂
利
採
取
計
画
の
認
可

〔
商

工
会

及
び
商

工
会

議
所

に
よ
る
小

規
模

事
業

者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
〕

○
全

国
団

体
以

外
の
商

工
会

・
商

工
会

議
所

等
の

基
盤

施
設

計
画

・
連

携
計
画

の
認

定

(
5
)
国
土
交
通
省

(
2
)
厚
生
労
働
省

(
3
)
農
林
水
産
省

〔
災

害
対

策
基

本
法

〕
○

指
定

都
市

等
の
都

道
府

県
防

災
会

議
委

員
へ

の
位

置
付

け
に
関

し
て
通

知

(
1
)
内
閣
府

〔
旅

券
法

〕
○

事
務

処
理

特
例

制
度

の
活

用
の
周

知
・
情

報
提

供
等

(
2
)
外
務
省

〔
農
地
法
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
〕

○
農
地
転
用
の
許
可
等
【
別
紙
参
照
】

(
5
)
農
林
水
産
省

事
務
・
権
限
の
移
譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
（
事
項
一
覧
） (
3
)
文
部
科
学
省

〔
認
定
こ
ど
も
園
法
〕

○
幼
保
連
携
型
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
に
関
し

事
務
処
理
特
例
制
度
を
活
用
可
能
に
す
る
等

(
4
)
厚
生
労
働
省

〔
認
定
こ
ど
も
園
法
〕
（
再
掲
）

国
か

ら
地

方
公

共
団

体

1
.移

譲
す

る
事

務
・

権
限

（
4
8
事

項
）

2
.移

譲
以
外
の
見
直
し
を
行
う
事
務
・
権
限
（
1
8
事
項
）

〔
放

送
法

〕
○
小
規
模
共
聴
施
設
放
送
の
業
務

開
始
届
出
等

〔
児

童
福

祉
法

〕

〔
あ
ん

摩
マ
ツ
サ

ー
ジ
指

圧
師

、
は

り

師
、
き
ゆ
う
師

等
に
関

す
る
法
律

〕

〔
食

品
衛

生
法

〕

〔
理

容
師

法
〕

〔
保

健
師

助
産

師
看

護
師
法

〕

〔
歯

科
衛

生
士

法
〕

〔
身

体
障

害
者

福
祉

法
〕

〔
社

会
福

祉
法

〕

〔
診

療
放

射
線

技
師

法
〕

〔
歯

科
技

工
士

法
〕

〔
美

容
師

法
〕

〔
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
〕

〔
調

理
師

法
〕

〔
知

的
障

害
者

福
祉

法
〕

〔
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
〕

〔
製

菓
衛

生
師

法
〕

〔
柔

道
整

復
師

法
〕

〔
視

能
訓

練
士

法
〕

〔
社

会
福

祉
士

・
介

護
福

祉
士
法

〕

〔
臨

床
工

学
技

師
法

〕

〔
義

肢
装

具
士

法
〕

〔
食

鳥
処

理
法

〕

〔
救

急
救

命
士

法
〕

〔
職

業
安

定
法

等
〕

○
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
人
情
報
の

提
供

等
【
別
紙
参
照
】

〔
食

品
衛

生
法

〕
(再

掲
)

○
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承

認
等

〔
栄

養
士

法
〕

○
養
成
施
設
の
配
置
状
況
を
踏
ま

え
検
討

〔
医

療
法

〕
(再

掲
)

○
国
開
設
病
院
等
の
開
設
承
認
・

監
督

(
2
)
厚
生
労
働
省

〔
児

童
福

祉
法

〕
(再

掲
)

〔
戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
〕

〔
母

子
保

健
法

〕

〔
原

爆
被

爆
者

援
護

法
〕

○
指
定
医
療
機
関
等
の
指
定
・
監
督

〔
消

費
生

活
協

同
組

合
法
〕

○
消
費
生
活
協
同
組
合

(
一
部
)
の
設

立
認
可
・
監
督

〔
医

療
法

〕

○
医
療
法
人
(
一
部
)の

設
立
認
可
・

監
督

〔
中

小
企

業
等

協
同

組
合
法

〕

○
事
業
協
同
組
合
等
(
一
部
)
の
設
立

認
可
・
監
督

〔
社

会
福

祉
法

〕
(再

掲
)

○
社
会
福
祉
法
人
(
一
部

)
の
定
款
認

可
・
監
督

〔
生

活
衛
生

関
係

営
業
適

正
化

・
振

興

法
〕

○
生
活
衛
生
同
業
組
合
振
興
計
画
の

認
定

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕

○
協
業
組
合
等
(
一
部
)
の
設
立
認
可

・
監
督

〔
介

護
保

険
法

〕

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
(
一
部
)
の

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る

監
督
等

〔
戦

没
者

等
の

妻
に

対
す

る
特

別
給

付
金
支
給
法
〕

〔
戦

没
者

等
の

遺
族

に
対

す
る
特

別

弔
慰
金
支
給
法
〕

〔
戦

傷
病

者
等

の
妻

に
対

す
る
特

別

給
付
金
支
給
法
〕

〔
戦

没
者

の
父

母
等

に
対

す
る
特

別

給
付
金
支
給
法
〕

○
特
別
給
付
金
又
は
特
別
弔
慰
金
の

特
別
買
上
償
還
に
関
す
る
証
明
書

の
発
行

〔
精

神
保

健
福

祉
法

〕

○
精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
等

(
3
)
農
林
水
産
省

〔
農

産
物

検
査

法
〕

○
登
録
検
査
機
関
(
一
部

)
の
登
録
・

監
督

(
5
)
国
土
交
通
省

〔
中

小
企

業
等

協
同

組
合
法

〕
(再

掲
)

〔
道

路
運

送
法

〕

○
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
・

監
査
等
【
別
紙
参
照
】

○
自
動
車
道
事
業
(
一
部

)
に
係
る
供

用
約
款
の
認
可
等

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕
(再

掲
)

〔
自

動
車

運
転

代
行

業
適
正

化
法
〕

○
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
等
に

係
る
同
意
・
監
督

〔
直

轄
道

路
・
河

川
に
係

る
整

備
等

に

関
す

る
計

画
、
工

事
及

び
管

理
の

実

施
等
〕

○
国

と
地

方
公

共
団

体
の

協
議

が

整
っ
た
も
の
に
つ
い
て
移
譲

関
係

す
る

市
町

村
の

意
見

を
十

分

に
聴
取
し
、
反
映
す
る
よ
う
調
整

○
併

せ
て

、
地

方
管

理
道

路
河

川
の

直
轄
編
入
を
含
め
必
要
な
見
直
し

【
別
紙
参
照
】

(
6
)
環
境
省

〔
土

壌
汚

染
対

策
法

〕

○
指
定
調
査
機
関
(
一
部

)
の
指
定
・

監
督

(
3
)
農
林
水
産
省

(
1
)
法
務
省

(
4
)
経
済
産
業
省

(
6
)
環
境
省

(
5
)
国
土
交
通
省

〔
人

権
啓

発
活

動
地

方
委
託

事
業
〕

○
移
譲
方
策
の
検
討

〔
下

請
代

金
支

払
遅

延
等
防

止
法
〕

〔
中
小
も
の
づ
く
り
高
度
化
法
〕

〔
地

域
商

店
街

活
性

化
法
〕

〔
産

業
競

争
力

強
化

法
〕

○
国
と
地
方
公
共
団
体
の
連
携
等

〔
土

地
改

良
法

〕
(再

掲
)

〔
地

域
公

共
交

通
活

性
化
法

等
〕

○
持
続
可
能
な
公
共
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
実
現
す
る
た
め
の
実
効

性
あ
る
枠
組
み
を
整
備

〔
石

綿
健

康
被

害
救

済
法
〕

○
指

定
を
希

望
す

る
地
方

公
共
団

体
を

積
極
的
に
指
定

〔
特

定
特

殊
自

動
車

排
出
ガ
ス
規

制
法

〕
○
使
用
者
へ
の
技
術
適
合
命
令
等

(
1
)
総
務
省

(
2
)
厚
生
労
働
省

〔
食

鳥
処

理
法

〕
(再

掲
)

○
指
定
検
査
機
関
の
指
定
・
監
督

〔
雇

用
保

険
法

〕
○
一
体
的
実
施
施
設
に
お
い
て
、
利
用

者
か
ら
十
分
な
ニ
ー
ズ
が
見
込
め
る

場
合
に
積
極
的
に
取
り
組
む

〔
感

染
症

法
〕

〇
特

定
感

染
症
指

定
医

療
機

関
へ
の

費
用
負
担
適
正
化
に
係
る
報
告
請
求
等

を
都
道
府
県
が
主
体
的
に
実
施

〔
個

別
労

働
紛

争
解

決
促
進

法
〕

○
労

働
相

談
・

紛
争

解
決

関
係

機
関

間
の
連
携
を
促
進

〔
健

康
増

進
法

〕
○

誇
大

表
示

の
禁

止
に

係
る

勧
告

・
命
令

〔
土

地
改

良
法

〕
○

移
譲

の
発

意
が

あ
っ

た
場

合
、

施
設

管
理

者
を

含
め

三
者

協
議

を
実
施

〔
農

地
法

及
び
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関
す
る
法
律
〕

○
農
地
転
用
の
許
可
等
【
別
紙
参
照
】

〔
食

の
安

全
、

食
育

の
推

進
等

に
関

す
る
事
務
〕

〔
園

芸
農

産
物

、
畜

産
物

等
の

生
産

等
に
関
す
る
事
務
〕

○
政

策
目

標
の

達
成

等
に

向
け

、
地
方
の
意
見
も
踏
ま
え
て
対
応

(
4
)
経
済
産
業
省

〔
商

工
会

議
所

法
〕

○
商
工
会
議
所
の
定
款
変
更
の
認
可

(
一
部
)

〔
中

小
企

業
団

体
法

〕
(再

掲
)

〔
中

小
企

業
新

事
業

活
動
促

進
法
〕

○
特
定
新
規
中
小
企
業
者
の
確
認

〔
中

小
企

業
経

営
承

継
円
滑

化
法
〕

○
支
援
措
置
に
係
る
認
定

〔
精

神
保

健
福

祉
士

法
〕

〔
言

語
聴

覚
士

法
〕

○
養
成
施
設
の
指
定
・
監
督
等

5
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３ 消費税率引上げに伴う適正な転嫁について 

 

 本年４月から消費税率が５％から８％に引き上げられる予定であるが、中小

企業・小規模事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されてい

ること等を受け、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の

円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に

関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」

という。）が、平成 25 年 10 月１日から施行されている。 

 消費税転嫁対策特別措置法において、消費税の転嫁に係る様々な特別措置を

講じていることから、その内容を解説したガイドライン等が公正取引委員会、

消費者庁、財務省から公表されており、同法の遵守と併せ、ガイドライン等の

周知について、平成 26 年１月 16 日に障害保健福祉部企画課からも各地方自治

体宛に依頼したところである。 

 なお、障害福祉サービスに係る費用については、厚生労働大臣の定める障害

報酬により支払われるものであり、転嫁しづらい等の事情は生じないと考えら

れるが、事業所の運営に当たっての仕入れ等の場面において、供給事業者から

の価格転嫁を拒む等の行為は消費税転嫁対策特別措置法において禁止されて

いるところである。ついては、各地方自治体におかれては、管内事業者等に対

して周知・指導を行うとともに、違反被疑情報や相談があった場合には、税務

主管部局と連携の上、適宜の対応をお願いしたい。  
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消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
①

 

○
 
消
費
税
は
、
価
格
へ
の
転
嫁
を
通
じ
て
最
終
的
に
消
費
者
が
負
担
す
る
税
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
・小
規
模
事
業
者
を
中
心
に
消
費
税
の
価
格

へ
の
転
嫁
に
つ
い
て
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
○

 
こ
の
た
め
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
て
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
「消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁

の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
平
成

2
5
年
法
律
第

4
1
号
）が
、
平
成

2
5
年

1
0
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

 
 
 
○

 
国
・
地
方
自
治
体
は
、
こ
の
法
律
等
に
基
づ
き
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
。
 

           

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
の
概
要

 

１
 
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
是
正
に
関
す
る
特
別
措
置

 
 
 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
に
共
有
す
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
消
費
税
の
転
嫁
を
拒
む
行
為
等
が
禁
止
さ
れ
る
。
 

 
 
違
反
行
為
を
防
止
又
は
是
正
す
る
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長
官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う
。
ま
た
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公

正
取
引
委
員
会
が
勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。
 

 
 
 

２
 
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正
に
関
す
る
特
別
措
置

 
 
 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
に
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、
消
費
税
分
を
値
引
き
す
る
等
の
宣
伝
や
広
告
が
禁
止
さ
れ
る
。
 

 
 
違
反
行
為
を
防
止
又
は
是
正
す
る
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長
官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う
。
ま
た
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消

費
者
庁
が
勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。
 

 
 

３
 
価
格
の
表
示
に
関
す
る
特
別
措
置

  
 
 
平
成
２
５
年
１
０
月
１
日
以
降
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
や
事
業
者
の
値
札
の
貼
り
替
え
な
ど
の
事
務
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
表
示
価
格
が
税
込
価
格
で

あ
る
と
誤
認
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
「
税
込
価
格
」
を
表
示
し
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
特
例
を
設
け
る
。
 

 
 
ま
た
、
事
業
者
が
、
税
込
価
格
に
併
せ
て
、
税
込
価
格
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
景
品
表
示
法
第
４
条
第
１
項
（
不
当
表

示
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

 
 

４
 
消
費
税
の
転
嫁
及
び
価
格
の
表
示
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
に
関
す
る
特
別
措
置
 

  
 
平
成
２
６
年
度
４
月
１
日
以
降
に
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
を
対
象
に
し
た
事
業
者
又
は
事
業
団
体
が
行
う
転
嫁
カ
ル
テ
ル
・
表
示
カ
ル
テ
ル
を
、
届
出
等
を
条
件
と
し
て
独
占
禁

止
法
の
適
用
対
象
外
と
す
る
。
 

 （
国
等
の
講
ず
る
措
置
）

  
第
十
四
条
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

  
３
 
国
及
び
都
道
府
県
は
、
今
次
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
際
し
、
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
行
為
の
防
止
及
び
是
正
を
徹
底
す
る
た
め
、
国
民
に
対
す
る
広
報
、
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
行
為
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
事

業
者
に
対
す
る
指
導
又
は
助
言
等
を
行
う
た
め
の
万
全
の
態
勢
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 

（
公
正
取
引
委
員
会
等
へ
の
通
知
）

  
第
十
七
条
  
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
三
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣

又
は
中
小
企
業
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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厚
生
労
働
省
に
お
け
る
主
な
取
組

 


 
転
嫁
対
策
特
措
法
に
係
る
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
る
「
情
報
受
付
窓
口
」
を
省
内
に
６
箇
所
設
置
。
（
医
政
局
総
務
課
・
指
導
課
・
経
済
課
、
健
康
局
総
務
課
、

社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
消
費
生
活
協
同
組
合
業
務
室
、
政
策
統
括
官
付
社
会
保
障
担
当
参
事
官
室
）
 

 
 


 
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
た
際
に
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
報
告
徴
収
・
立
入
検
査
、
指
導
・
助
言
等
を
実
施
。
（
厚
生
労
働
省
は
、
医
療
・
介
護
・
障
害
福

祉
・
児
童
福
祉
・
生
活
衛
生
・
上
水
道
・
生
活
協
同
組
合
・
労
働
関
係
等
に
係
る
事
案
を
担
当
。
）
 

 
 
所
管
業
界
団
体
に
対
し
て
、
法
の
周
知
や
法
の
遵
守
の
要
請
等
に
よ
り
、
適
正
か
つ
円
滑
な
転
嫁
の
実
施
を
求
め
て
い
る
。
 

 


 
ま
た
、
都
道
府
県
の
厚
生
労
働
関
係
部
局
に
対
し
て
も
、
所
管
の
関
係
機
関
・
事
業
者
へ
の
転
嫁
対
策
特
措
法
の
理
解
及
び
遵
守
に
つ
い
て
の
適
切
な
周

知
・
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
通
知
を
発
出
。

 

           

都
道
府
県
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
主
な
事
項

 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
②

 

 
 
 
 

  ・
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
防
止
及
び
是
正
に
係
る
広
報
 
 
 
 
・
転
嫁
対
策
特
措
法
の
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
る
「
情
報
受
付
窓
口
」
の
設
置
 

・
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
た
際
の
主
務
大
臣
等
へ
の
通
知

 
・
市
町
村
に
対
し
て
の
同
様
の
体
制
の
確
保
等
の
要
請
 

 
 
 
 


 
所
管
の
関
係
機
関
・
事
業
者
へ
の
転
嫁
対
策
特
措
法
の
理
解
及
び
遵
守
に
つ
い
て
の
適
切
な
周
知
・
指
導

 


 
都
道
府
県
に
お
け
る
税
務
主
管
部
局
と
の
連
携
に
よ
る
違
反
被
疑
情
報
・
相
談
へ
の
対
応
 

  

税
務
主
管
部
局
に
対
し
て
総
務
省
よ
り
依
頼
し
て
い
る
主
な
事
項
 

厚
生
労
働
関
係
部
局
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
主
な
事
項
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（
参
考
）
 
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
に
対
す
る
処
理
ス
キ
ー
ム
（
法
第
３
条
関
係
）
 

 

◆
 措
置
請
求

 

地
方
公
共

団
体
等

 

◆
 勧
告

 

公
正
取
引
委
員
会

 

◆
 報
告
徴
収
・
立
入
検
査

 
 

 （
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
 

◆
 指
導

 

公
正
取
引
委
員
会

 
中
小
企
業
庁
長
官

 
主
務
大
臣

 

特
定
事
業
者

 
（転
嫁
拒
否
等
を
す
る
側
）
 

情
報
提
供

 

指
導
に
よ
り

 

迅
速
か
つ
効
果
的
な
是
正

 

◆
 報
告
徴
収
・
立
入
検
査

 
 

 （
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
 

情
報
共
有

 

転
嫁
拒
否
等
の
行
為

 

勧
告
と
同
時
に
公
表

 

特
定
供
給
事
業
者

 
（
転
嫁
拒
否
等
を
さ
れ
る
側
）
 

①
大
規
模
小
売
事
業
者
に
継
続
し
て
商
品
又

は
役
務
を
供
給
す
る
事
業
者
 

②
資
本
金
等
の
額
が
３
億
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
 

③
個
人
事
業
者
等

 

①
大
規
模
小
売
事
業
者
 

②
特
定
供
給
事
業
者
か
ら

継
続
し
て
商
品
又
は
役
務

の
供
給
を
受
け
る
法
人
で

あ
る
事
業
者

 


減
額

 

買
い
た
た
き

 

商
品
購
入
，
役
務
利
用
又
は

 
 

 利
益
提
供
の
要
請

 

本
体
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否

 
※
報
復
行
為
の
禁
止

 

違
反
行
為
が

 
①
多
数
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合

 
②
不
利
益
の
程
度
が
大
き
い
場
合

 
③
繰
り
返
し
行
う
蓋
然
性
が
高
い
場
合

 
な
ど
に
は
必
ず
措
置
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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４ 臨時福祉給付金（簡素な給付措置）等について 

 

  平成 25 年 10 月１日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げ

とそれに伴う対応について」において、消費税率の引上げに際し、低所得者ほ

ど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、低所得者

対策として消費税率が８％の段階で、暫定的・臨時的な措置として、総額約

3,000 億円の給付措置を行うこととしている。 

  具体的には、市町村民税（均等割）が課税されていない者から、  

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等  

② 生活保護制度内で対応される被保護者等 

 を除いた者に対して、１万円を支給することとしている。  

  また、平成 26 年４月の消費税率引上げに加え、同月の年金の特例水準解消

を考慮し、老齢基礎年金（特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手

当を含む。）の受給者等については、臨時福祉給付金に、一人につき５千円を

加算することとしている。 

  臨時福祉給付金の支給については、平成 26 年１月１日が基準日となり、そ

の時点の課税状況等を基に支給対象が決定される。 

臨時福祉給付金の支給事務については、特例水準解消に伴う加算措置がある

ほか、施設（障害児入所施設等）に入所等している児童、虐待を受けた者（障

害者虐待防止法第９条第２項に基づく措置により障害者支援施設に入所して

いる者等）については特例的な取扱いをすることとされており、障害福祉担当

課におかれては、臨時福祉給付金の支給事務担当部署と連携の上、対象者リス

トの作成等について、特段の配慮をお願いする。 

  また、このほか、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和する

とともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時福祉給付金との併

給調整をした上で子育て世帯臨時特例給付金も支給することとされているの

で、併せてご了知願いたい。 
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）

 

○
 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、
低
所
得
者
に
与
え
る
負
担
の
影
響
に
鑑
み
、
一
体
改
革
の
枠
組
み
の
中
で
講
じ
る
社
会
保
障
の
充
実

の
た
め
の
措
置
と
併
せ
、
低
所
得
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
た
め
、
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
総
額
約

3
,0

0
0
億
円
の
給

付
措
置
を
行
う
（
「
消
費
税
率
及
び
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
と
そ
れ
に
伴
う
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
5
年

10
月

1日
閣
議
決
定
）
）。

 

＜
内
容
＞

 

＜
目
的
＞

 

（
１
）
支
給
対
象
者

 

○
 
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
（
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）が

課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
を
除
く
）
 

 
 
・
・
・
２
，
４
０
０
万
人

 
（注

）生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者
等
は
対
象
と
し
な
い
。

 

○
 
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、

2
6
年

4
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、
一
人
に
つ
き

 

 
 

5
,0

0
0
円
を
加
算
・
・
・１
，
２
０
０
万
人

 

 
 
・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
等

 

 
 
・
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

9
号
）
の
対
象
と
な
る
手
当

 

 
 

 
（
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
等
）
の
受
給
者
等

 
 （
２
）
実
施
主
体

 

○
 
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 

 （
３
）
基
準
日

 

○
 
平
成

2
6
年

1
月

1
日
（
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と
同
日
）

 
 （
４
）
支
給
額
（
１
回
の
手
続
で
支
給
）
 

○
 
支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
、

1
0
,0

0
0
円

 

○
 
加
算
対
象
者
一
人
に
つ
き
、

 5
,0

0
0
円
を
加
算

 
 （
５
）
事
業
費
・
事
務
費

 
○

 
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
、
市
町
村
）
に
お
い
て
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
を
国
が
補
助
（
1
0
/1

0）
 

給
付
金
の
支
給

 

（
市
町
村
）
 

給
付
金
の
申
請
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）

 

○
 
臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
低
所
得
者
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消
費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を

踏
ま
え
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
消
費
税
率
が
８
％
の
段
階
で
、
暫
定
的
・
臨
時
的
に
実
施
す
る
も
の
。

 

①
 趣
旨
 

（
平
成

2
5
年

1
0
月

1
日
閣
議
決
定
）

(抄
）

 

○
 
実
務
上
の
対
応
可
能
性
や
社
会
保
障
各
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
の
範
囲
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
、
市
町
村

民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
、

 

 
①

 市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

 

 
②

 生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者
等

 

 
を
除
い
た
者
を
支
給
対
象
と
す
る
。

 

○
 
所
得
の
少
な
い
家
計
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消
費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
消

費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る

1
年
半
分
の
食
料
品
の
支
出
額
の
増
加
分
を
参
考
に
、
支
給
額
を

1
万
円
と
す
る
。

 

○
 

2
6
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
加
え
、

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
者
等
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き
５
千
円
を
加
算
す
る
。

 

②
 内
容
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
対
象
者
〕
 

○
 
実
務
上
の
対
応
可
能
性
や
社
会
保
障
各
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
の
範
囲
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
、

市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
、

 

 
①

 市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

 

 
②

 生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者

(
※
)
等

 

 
を
除
い
た
者
を
支
給
対
象
と
す
る
。

 

(※
)
 
生
活
保
護
の
被
保
護
者
に
つ
い
て
は
、

2
6
年

4
月
に
消
費
増
税
に
よ
る
負
担
増
の
影
響
分
を
織
り
込
ん
で
生
活
扶
助
基
準
の
改

定
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
た
め
対
象
外
と
し
て
い
る
。
 

①
 対
象
者
の
概
要
 

◯
 
生
活
保
護
の
被
保
護
者
の
ほ
か
、
生
活
保
護
の
基
準
の
例
に
よ
る
給
付
を
行
っ
て
い
る
国
立
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
等
入
所
者
家
族
生
活
援
護
費
の
受
給
者
等
を
支
給
対
象
外
と
す
る
。

 

（
参
考
）
支
給
対
象
外
と
す
る
者

 

・
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
の
受
給
者

 

・
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
入
所
者
家
族
生
活
援
護
費
の
受
給
者

 

・
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金

(援
護
加
算
分

)の
受
給
者

 

②
 対
象
外
の
者
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○
 
今
回
の
給
付
措
置
は
、
消
費
税
率
が
８
％
で
あ
る
期
間
を
対
象
に
暫
定
的
・
臨
時
的
措
置
と
し
て
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
・
費
用
の
両
面
で
で
き
る
限
り
簡
素
で
効
率
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、

1
回
の
手
続
き
で
支
給
す
る
。

 

○
 
１
万
円
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
少
な
い
家
計
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消

費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る

1
年
半
分
の
食
料
品
の
支
出
額
の

増
加
分
を
参
考
に
設
定
し
た
も
の
。

 

臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
支
給
額
〕
 

①
 金
額
 

②
 回
数
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
加
算
〕
 

○
 

2
6
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
加
え
、

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
等
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き
５
千
円

(
※
)を

加
算
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
。

 
(※

) 
平
成

26
年
４
月
の
特
例
水
準
解
消
に
つ
い
て
、
基
礎
年
金
の
平
均
受
給
額
が
概
ね
５
千
円
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
設
定
。

 

①
 加
算
措
置
の
概
要
 

○
 

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
て
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
の
受
給
者
等
に
加
え
、
年
金
と
同
様
に
特
例
水
準
解
消
の
対
象
と
な
る
手
当
の
受
給
者
等
を
加

算
措
置
の
対
象
と
し
て
い
る
。

 

（
参
考
）
上
記
の
他
、
加
算
措
置
の
対
象
者
一
覧

 

・
 児

童
扶
養
手
当
の
受
給
者

 

・
 特

別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

 

・
 特

別
障
害
者
手
当
の
受
給
者

 

・
 障

害
児
福
祉
手
当
の
受
給
者

 

・
 福

祉
手
当
（
経
過
措
置
分
）
の
受
給
者

 

・
 原

爆
被
爆
者
諸
手
当
の
受
給
者

 

・
 毒

ガ
ス
障
害
者
対
策
手
当
及
び
ガ
ス
障
害
者
対
策
手
当
の
受
給
者

 

・
 予

防
接
種
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
給
付
金
の
受
給
者

 

・
 新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
給
付
金
の
受
給
者

 

・
 独

立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
に
基
づ
く
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
又
は
生
物
由
来
製
品
感
染
等
被
害
救
済
制
度
の
受
給
者

 

②
 加
算
措
置
の
対
象
者
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
そ
の
ほ
か
〕
 

○
 
臨
時
福
祉
給
付
金
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
補
正
予
算
に
３
，
４
２
０
億
円
を

計
上
し
て
い
る
。

 
 
（
内
訳
）

 

 
 
・
事
業
費

 
3
,0

0
0
億
円
（
本
体
部
分
：

2
,4

0
0
億
円
（

2
,4

0
0
万
人
×

1
万
円
）
、
加
算
部
分
：

6
0
0
億
円
（

1
,2

0
0
万
人
×

5
千
円
）

) 

 
 
・
事
務
費

 
  
4
2
0
億
円
（
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
分

 
4
1
0
億
円
）

 

①
 所
要
額
 

○
 
支
給
申
請
受
付
開
始
日
は
、
各
市
町
村
の
規
模
、
実
情
等
に
応
じ
て
、
市
町
村
に
お
い
て
決
定
す
る

（
市
町
村
に
対
し
て
は
、
平
成

2
6
年
度
分
の
市
町
村
民
税
に
係
る
所
得
情
報
の
把
握
な
ど
、
支
給
を
開

始
す
る
体
制
が
整
い
次
第
、
可
能
な
限
り
早
期
に
開
始
し
て
頂
く
こ
と
を
お
願
い
し
て
い
る
。
）
。

 

○
 
支
給
申
請
期
限
は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
支
給
申
請
受
付
開
始
日
か
ら
３
か
月
と
す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
、
実
情
等
に
よ
っ
て
こ
の
期
限
で
対
応
し
が
た
い
場
合

に
は
、
支
給
申
請
受
付
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
上
６
か
月
以
内
の
範
囲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

②
 支
給
時
期
 

○
 
支
給
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
、
基
準
日
（
平
成

2
6
年

1
月

1
日
）
時
点
の
住
所
地
の
市
町
村
に
対
し

て
、
支
給
の
申
請
を
行
う
。

 

○
 
申
請
・
支
給
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
中
で
あ
る
。

 

③
 申
請
手
続
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子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

 

 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
世
帯
の
消
費
の
下
支
え
を

図
る
観
点
か
ら
、
臨
時
的
な
給
付
措
置
を
行
う
も
の
。
児
童
手
当
の
上
乗
せ
で
は
な
く
、
臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な

給
付
措
置
）
と
類
似
の
給
付
金
と
し
て
、
こ
れ
と
併
給
調
整
を
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

  
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

 
 

（
２
）
実
施
主
体

 

  
基
準
日
に
お
け
る
平
成

2
6
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
。
）
の
受
給
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
平
成

2
5
年

の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
に
満
た
な
い
も
の
。

 
 

 （
３
）
支
給
対
象
者

 

  
支
給
対
象
者
の
平
成

2
6
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
児
童
。

 
  

 
※
１

 
基
準
日
に
生
ま
れ
た
児
童
も
対
象
に
含
め
る
。

 
 

 
※
２

 
基
準
日
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
児
童
や
基
準
日
以
後
に
死
亡
し
た
児
童
は
対
象
外
。

 
 

 
 
※
３
 
基
準
日
時
点
で
中
学
生
で
あ
る
児
童
は
、
実
際
の
申
請
・
支
給
時
に
中
学
校
を
修
了
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
対
象
。
 

  
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
の
対
象
者
及
び
生
活
保
護
の
被
保
護
者
等
は
除
く
。

 
 

（
４
）
対
象
児
童

 

 
平
成

2
6
年
１
月
１
日

 
（
臨
時
福
祉
給
付
金
と
同
日
）

 

（
５
）
基
準
日

 

 
対
象
児
童
一
人
に
つ
き

1
万
円

 

（
６
）
給
付
額

 

 
全
額
国
庫
負
担
（

1
0
／

1
0
）

 
 

 
 
※

 
実
施
に
か
か
る
事
務
費
に
つ
い
て
も
、
全
額
国
庫
負
担

 

（
７
）
費
用

 

 
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

 

（
１
）
名
称
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５ 障害者差別解消法について  

 

 

  平成 25 年６月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25

年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。）が成立し、平成 28 年４

月に施行される予定である。 

  障害者差別解消法においては、地方自治体等には差別的取扱いの禁止、合理

的配慮の不提供の禁止の法的義務に加え、具体的な対応として、それぞれの地

方公共団体における取組に関する要領を策定する努力義務が課せられている。

さらに、差別を解消するための支援措置として、相談・紛争解決の体制整備や、

障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携、普及啓発活動等が

定められている。 

  （注）民間事業者に対しては、差別的取扱いの禁止の法的義務及び合理的配

慮の不提供の禁止の努力義務が課せられている。  

  現在、内閣府の障害者政策委員会等の場においてその施行に向けた議論が行

われているところであり、まずは、国の基本方針の策定に向けた検討が進めら

れている。また、平成 26 年度には、いくつかの自治体において、障害者差別

解消支援地域協議会体制整備事業（モデル事業）が実施される予定とされてい

る。 

  障害者差別解消法の施行に向けては、今後、随時情報提供を行っていく予定

であるので、各地方自治体においても、御承知おき頂きたい。 
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障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者
差
別
解
消
法

＜
平
成
２
５
年
法
律
第
６
５
号
＞
）
の
概
要

 

障
害

者
基

本
法

 
第

４
条

 
 

基
本

原
則

 
差

別
の

禁
止

 

第
１

項
：

障
害

を
理

由
と

す
る

 
 

 
 

 
差

別
等

の
権

利
侵

害
 

  
  
  
  
  
  
行

為
の

禁
止

 

第
2
項

：
社

会
的

障
壁

の
除

去
を

怠
る

 
 

 
 

  
こ

と
に

よ
る

権
利

侵
害

の
防

止
 

第
3
項

：
国

に
よ

る
啓

発
・

知
識

の
 

 
 

 
  
普

及
を

図
る

た
め

の
取

組
 

何
人

も
、

障
害

者
に

対
し

て
、

障
害

を
理

由
と

し
て

、
差

別
す

る
こ

と
そ

の
他

の
権

利
利

益
を

侵
害

す
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
  

社
会

的
障

壁
の

除
去

は
、

そ
れ

を
必

要
と

し
て

い
る

障
害

者
が

現
に

存
し

、
か

つ
、

そ
の

実
施

に
伴

う
負

担
が

過
重

で
な

い
と

き
は

、
そ

れ
を

怠
る

こ
と

に
よ

つ
て

前
項

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

と
な

ら
な

い
よ

う
、

そ
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

か
つ

合
理

的
な

配
慮

が
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  

国
は

、
第

一
項

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

の
防

止
に

関
す

る
啓

発
及

び
知

識
の

普
及

を
図

る
た

め
、

当
該

行
為

の
防

止
を

図
る

た
め

に
必

要
と

な
る

情
報

の
収

集
、

整
理

及
び

提
供

を
行

う
も

の
と

す
る

。
  

施
行
日
：平
成
２
８
年
４
月
１
日
（施
行
後
３
年
を
目
途
に
必
要
な
見
直
し
検
討
）

 

 
 

 
 

 
 

具
体
化

 
Ⅰ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置

 

Ⅱ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
支
援
措
置

 

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

 

  

  

合
理
的
配
慮
の
不
提
供
の
禁
止

 

  

国
・
地
方
公
共
団
体
等

 
民
間
事
業
者

 
    民
間
事
業
者

 

国
・
地
方
公
共
団
体
等

 
法
的
義
務

 
努
力
義
務

 

法
的
義
務

 

政
府

全
体

の
方

針
と

し
て

、
差

別
の

解
消

の
推

進
に

関
す

る
基

本
方

針
を

策
定

（
閣

議
決

定
）

 
●

 国
・

地
方

公
共

団
体

等
 

 
⇒

 
 

当
該

機
関

に
お

け
る

取
組

に
関

す
る

要
領

を
策

定
※

 

●
 事

業
者

 
 

  
 

 
  
 

 
⇒

 
  

事
業

分
野

別
の

指
針

（
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）

を
策

定
 

具
体
的
な
対
応

 

 
 

 
 

 
 

●
 主

務
大

臣
に

よ
る

民
間

事
業

者
に

対
す

る
報

告
徴

収
、

助
言

・
指

導
、

勧
告

 
実
効
性
の
確
保

 

 
 

 
 

 
 

●
 国

内
外

に
お

け
る

差
別

及
び

差
別

の
解

消
に

向
け

た
取

組
に

関
わ

る
情

報
の

収
集

、
整

理
及

び
提

供
 

情
報
収
集
等

 

 
 

 
 

 
 

●
 相

談
・

紛
争

解
決

の
体

制
整

備
 

⇒
 

既
存

の
相

談
、

紛
争

解
決

の
制

度
の

活
用

・
充

実
 

紛
争
解
決
・
相
談

 

 
 

 
 

 
 

●
 障

害
者

差
別

解
消

支
援

地
域

協
議

会
に

お
け

る
関

係
機

関
等

の
連

携
 

地
域
に
お
け
る
連
携

 

 
 

 
 

 
 

●
 普

及
・

啓
発

活
動

の
実

施
 

啓
発
活
動

 

※
 地

方
の

策
定

は
努

力
義

務
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６ 障害福祉サービスの対象となる難病等について 

 

平成 25 年４月に施行された障害者総合支援法では、同法の障害者の定義に

新たに難病等患者を追加し、障害者手帳が取得できない場合でも同法に基づく

障害福祉サービス等の対象となった。 

この難病等の範囲については、当面の措置として１３０疾患（平成 24 年度

まで実施していた「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲）と

したところである。 

直近（平成 25 年 10 月）のサービス利用実績では、実人数で５４３人（平成

25 年４月：１５６人）と増加傾向となっているが、今後も難病等患者が必要

な障害福祉サービス等を受けることのできるよう、引き続き制度の周知を図る

とともに、障害者手帳の交付対象になり得ると考えられる状態の方については、

手帳制度についても説明するなど、難病等の特性を踏まえたきめ細かい対応に

ついて、特段の配慮をお願いしたい。 

なお、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲については、新たな難病

対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、今後、見直

しを行うこととしているのでご了知願いたい。  
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（
参
考
：
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支
援
事
業
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
日
常
生
活
用
具
給
付
）
）

 
 

 
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
に
対
し
、
国
が
費
用
の
一
部
を
補
助

(平
成
２
４
年
度
予
算

:２
億
円
、
健
康
局
予
算
事
業

) 
  
  
  
難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
の
対
象
で
あ
る
１
３
０
疾
患
と
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
患
者
を
対
象

 
 

 
 
※
平
成

2
4
年
度
ま
で
実
施

 

○
 
制
度
の
谷
間
の
な
い
支
援
を
提
供
す
る
観
点
か
ら
、
障
害
者
の
定
義
に
新
た
に
難
病
等
（
治
療
方
法
が
確

立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
者
）を
追
加
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
対
象
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【平
成
２
５
年
４
月
１
日
施
行
】 

          
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

障
害
者
の
範
囲
の
見
直
し
 

○
 
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
け
る
難
病
等
の
範
囲
は
、
当
面
の
措
置
と
し
て
、
｢難

病
患
者
等
居
宅

生
活
支
援
事
業
」
の
対
象
疾
病
と
同
じ
範
囲
（

13
0
疾
患
を
政
令
で
規
定
）
と
し
て
平
成
2
5年

４
月

か
ら
制
度
を
施
行
し
た
上
で
、
新
た
な
難
病
対
策
に
お
け
る
医
療
費
助
成
の
対
象
疾
患
の
範
囲
等
に

係
る
検
討
を
踏
ま
え
、
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
難
病
患
者
等
で
、
症
状
の
変
動
な
ど
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
取
得
が
で
き
な
い
が
一
定
の

障
害
が
あ
る
方
々
に
対
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
 

 
こ
れ
ま
で
補
助
金
事
業
と
し
て
一
部
の
市
町
村
で
の
実
施
で
あ
っ
た
が
、
全
市
町
村
に
お
い
て
提
供

可
能
に
な
る
。

 

 
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
短
期
入
所
、
日
常
生
活
用
具
給
付
だ
け
で

な
く
、
新
法
に
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
広
が
る
。
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（
平
成
２
５
年
１
２
月
１
３
日

 
 
厚
生
科
学
審
議
会
疾
病
対
策
部
会
難
病
対
策
委
員
会
）

 
  

第
３

 
国
民
の
理
解
の
促
進
と
社
会
参
加
の
た
め
の
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策
の
充
実

 
  
３
．
福
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サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（
障
害
福
祉
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ー
ビ
ス
等
の
対
象
と
な
る
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病
等
の
範
囲
の
拡
大
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○

 
平
成
２
５
年
度
か
ら
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害
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総
合
支
援
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に
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め
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児
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対
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に
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病
等
患
者
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、
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面
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、
１
３
０
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患
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病
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者
等
居
宅
生

 
 

 
活
支
援
事
業
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対
象
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と
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れ
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い
た
も
の
と
同
じ
範
囲
）が
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
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そ
の
対
象
疾
患
の
範
囲
に
つ
い
て
、
医
療
費
助
成
の
対
象
疾
患
の
範
囲
等
に
係
る
検
討
を
踏

 
 

 
ま
え
、
見
直
し
を
実
施
す
る
。

 

  
 

難
病
対
策
の
改
革
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て

 
（抜
粋
）
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７ 身体障害者手帳について 

 

（１）心臓機能障害（ペースメーカ等埋め込み者）及び肢体不自由（人工関節

等置換者）に係る障害認定基準の見直しについて 

心臓機能障害におけるペースメーカ等植え込み者に係る障害認定について

は、従来、ペースメーカ等を取り外すことは生命の維持に支障を来たすのが一

般的であったこと等から、一律、１級に認定されている。  

また、肢体不自由における人工関節等置換者に係る障害認定については、関

節の機能が全廃しているものとして、一律、股・膝関節４級、足関節５級に認

定されているところである。 

しかしながら、近年の厚生労働科学研究の報告（「医療技術の進歩により、

社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力（ ADL）が改善している方が

多い」）等を踏まえ、これらの障害認定基準の見直しの必要性について、平成

24 年 11 月以降、医学専門家からなるワーキンググループ（座長：江藤文夫国

立障害者リハビリテーションセンター顧問）において検討を行い、見直し案が

取りまとめられ、昨年 11 月 11 日開催の疾病・障害認定審査会身体障害認定分

科会（座長：葛原茂樹鈴鹿医療科学大学保健衛生学部教授）において、見直し

案が了承されたところである。 

これを受け、平成 25 年 12 月９日開催の「身体障害認定等に係る担当者会議」

において、見直し内容等の詳細について説明し、関係通知については、平成

26 年１月 21 日付けで各都道府県・指定都市・中核市宛て発出したところであ

る。 

ついては、平成 26 年４月からの円滑な施行に向けて、指定医等関係者への

周知など、遺漏が無いようお願いしたい。 

 

（２）聴覚障害に係る身体障害者手帳の適正な交付について  

身体障害者手帳の交付については、身体障害者福祉法及び関係法令等に基づ

き実施されているところであるが、今般、聴覚障害による身体障害者手帳につ

いて、不正に交付を受けたことが疑われる事案について報道がなされたことを

契機に、聴覚障害の認定方法について見直しを求める指摘も行われているとこ

ろである。  

身体障害者手帳は、身体障害者に係る各種サービスや優遇措置を受ける際の

証明手段となっていることを踏まえれば、その交付事務を適正に行うことが極

めて重要である。  

各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、「身体障害者手帳交付事務

の適正化等について」（平成 20 年３月 24 日障企発第０３２４００１号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知）を改めて徹底するとともに聴

覚障害の認定に当たっては、関係通知の規定に従い、聴力レベルが妥当性のあ

るものであるか十分検討するよう改めて徹底をお願いしたい。  

また、妥当性が疑われる場合など、必要に応じて、純音オージオメータ検査
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以外に、聴性脳幹反応検査（ＡＢＲ）等の他覚的聴覚検査の実施を求め、その

結果も加味するなど、身体障害者手帳交付事務の一層の適正化を図られるよう

お願いする。  

なお、聴覚障害の認定方法等に関する検討を行うため、専門家等有識者によ

る検討会を設置する予定であるのでご了知願いたい。  
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  身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
で
、

 
・
 
心
臓
機
能
障
害
に
お
け
る
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
を
植
え
込
み
し
て
い
る
者
は
、
一
律
１
級
と
し
て

 
 
認
定
し
て
い
る
。

 
 ・
 
ま
た
、
肢
体
不
自
由
に
お
け
る
人
工
関
節
等
の
置
換
術
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

 
 
①

 
股
関
節
・膝
関
節
に
人
工
関
節
等
を
置
換
し
て
い
る
場
合
は
一
律
４
級

 
 
②

 
足
関
節
に
人
工
関
節
等
を
置
換
し
て
い
る
場
合
は
一
律
５
級

 
 
と
し
て
、
認
定
し
て
い
る
。

 
  

 

心
臓
機
能
障
害
（ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
植
え
込
み
者
）及
び
肢
体
不
自
由

 
（人
工
関
節
等
置
換
者
）
の
障
害
認
定
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

   
医
療
技
術
の
進
歩
等
に
よ
り
、
社
会
生
活
に
大
き
な
支
障
が
な
い
程
度
に
日
常
生
活
能
力

 
 
（Ａ
Ｄ
Ｌ
）が
改
善
し
て
い
る
方
が
多
い
（厚
生
労
働
科
学
研
究
の
報
告
等
） 

専
門
家
に
よ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
（構
成
員
は
次
頁
参
照
）

 

 
現
在
の
取
扱
い

 

 
 
疾
病
・障
害
認
定
審
査
会
身
体
障
害
認
定
分
科
会
で
見
直
し
案
を
了
承
（平
成
２
５
年
１
１
月
１
１
日
）
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氏
 

 
名

 
 

所
属
及
び
職
名

 

○
 

 
和
泉

 
徹

 
恒
仁
会

 
新
潟
南
病
院

 
統
括
顧
問

 

北
里
大
学

 
名
誉
教
授

 

岩
谷

 
力

 
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
顧
問

 

◎
 
江
藤

 
文
夫

 
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
顧
問

 

本
江

 
純
子

 
府
中
恵
仁
会
病
院
心
臓
血
管
病
セ
ン
タ
ー
附
属

 

イ
メ
ー
ジ
ン
グ
研
究
所
長

 

奥
村

 
謙

 

日
本
不
整
脈
学
会
会
頭

 

（
弘
前
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
循
環
呼
吸
腎
臓
内
科
学

 
教

授
）
 

小
野

 
稔

 
東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
心
臓
外
科

 
教
授

 

牧
田

 
茂

 
埼
玉
医
科
大
学
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー

 
 

心
臓
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科

 
教
授

 

氏
 

 
名

 
 

所
属
及
び
職
名
（
当
時
）
 

○
 
伊
藤

 
利
之

 
横
浜
市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
団

 
顧
問

 

岩
谷

 
力

 
国
際
医
療
福
祉
大
学
大
学
院

 
副
大
学
院
長

 

◎
 
江
藤

 
文
夫

 
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
総
長

 

中
村

 
耕
三

 
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
自
立
支
援
局
長

 

龍
 
順
之
助

 
日
本
大
学
名
誉

 
教
授
、

 総
合
東
京
病
院

 
顧
問

 

織
田

 
弘
美

 
埼
玉
医
科
大
学
整
形
外
科

 
教
授

 

吉
永

 
勝
訓

 
千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

 
セ
ン
タ
ー
長

 

人
工
関
節
等
の
障
害
認
定
の
評
価
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
構
成
員
名
簿

 
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
の
障
害
認
定
の
評
価
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
構
成
員
名
簿

 

◎
：
座
長

 
○
：
座
長
代
理

 
◎
：
座
長

 
○
：
座
長
代
理
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ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
状
況
及
び
見
直
し
の
内
容
に
つ
い
て

 

【
人
工
関
節
等
の
障
害
認
定
の
評
価
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
】

 
 

平
成
２
４
年
１
１
月
２
８
日
開
催

 
  
（
見
直
し
の
主
な
内
容
）

 
 

 
○

 
人
工
関
節
等
の
置
換
術
後
の
障
害
の
状
態
（
関
節
可
動
域
等
）
を
評
価
し
、

 
 

 
 
・
 
股
関
節
、
膝
関
節
に
つ
い
て
は
、
４
級
、
５
級
、
７
級
、
非
該
当
の
い
ず
れ
か
に

 
 

 
 
・
 
足
関
節
に
つ
い
て
は
、
５
級
、
６
級
、
７
級
、
非
該
当
の
い
ず
れ
か
に

 
 

 
 

 
認
定
を
行
う
。

 
 

 
 
・
 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
、
新
た
に
申
請
す
る
者
に
対
し
て
適
用
す
る
。
（
た
だ
し
、
平
成
２
６
年
３
月
末
ま
で
に

 
 

 
 

 
診
断
書
・
意
見
書
が
作
成
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
同
年
６
月
末
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
従
来
の
基
準
で
認
定
す
る
。
）

 

【
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
の
障
害
認
定
の
評
価
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
】

 

 
 
第
１
回

 
 
平
成
２
５
年
６
月
１
７
日

 
開
催

 
 

 
第
２
回

 
 
平
成
２
５
年
８
月
１
９
日

 
開
催

 
 

 
第
３
回

 
 
平
成
２
５
年
９
月
１
３
日

 
開
催

 
  （
見
直
し
の
主
な
内
容
）

 
 
○

 
心
臓
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
や
体
内
植
え
込
み
型
除
細
動
器
へ
の
依
存
度
、
日
常
生
活

 
 

 
活
動
の
制
限
の
程
度
を
勘
案
し
て
１
級
、
３
級
又
は
４
級
の
認
定
を
行
う
。

 
 
○

 
一
定
期
間
（
３
年
）
以
内
に
再
認
定
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

 
 
○

 
先
天
性
疾
患
に
よ
り
植
え
込
み
し
た
も
の
及
び
人
工
弁
移
植
・弁
置
換
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
１
級
と
す
る
。

 
 
○

 
再
認
定
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
診
査
年
月
を
手
帳
に
も
記
載
す
る
。
（ペ
ー
ス
メ
ー
カ
以
外
の
再
認
定
に
も
適
用
）

 
 
○

 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
、
新
た
に
申
請
す
る
者
に
対
し
て
適
用
す
る
。
（た
だ
し
、
平
成
２
６
年
３
月
末
ま
で
に

 
 

 
 
診
断
書
・
意
見
書
が
作
成
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
同
年
６
月
末
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
従
来
の
基
準
で
認
定
す
る
。
）
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心
臓
機
能
障
害
の
認
定
基
準
（
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
植
え
込
み
者
）
の
見
直
し
案
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て

 

○
 
再
認
定
の
徹
底
に
つ
い
て

 

○
 
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
の
植
え
込
み
者
（先
天
性
疾
患
に
よ
り
植
え
込
み
し
た
も
の
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
日
常
生
活
活
動
の
制
限
の
程
度
が
改

 
 
善
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
３
年
以
内
に
再
認
定
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
そ
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

 
 
交
付
す
る
際
、
診
査
を
実
施
す
る
年
月
を
身
体
障
害

 
者
手
帳
に
も
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
 ○

 
上
記
の
取
扱
い
（
手
帳
へ
の
記
載
）は
、
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
に
係
る
再
認
定
の
場
合
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
再
認
定
に
適
用
す
る
。

 

○
 
等
級
の
基
準
に
つ
い
て
（
先
天
性
疾
患
に
よ
り
植
え
込
み
し
た
も
の
を
除
く
）
 

   《
植
え
込
み
直
後
》

 
（
１
級
）
心
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

 

 
 

 
  

 【
解
釈
】
 
・

  ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
へ
の
依
存
が
絶
対
的
な
も
の
※
１

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 ・

  ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
へ
の
依
存
が
相
対
的
な
も
の
※
２
で
あ
っ
て
、
メ
ッ
ツ
※
３
の
値
が
２
未
満
の
も
の

 
  

 
 

  
 

 
   
※
１

 
日
本
循
環
器
学
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
エ
ビ
デ
ン
ス
と
推
奨
度
の
グ
レ
ー
ド
が
ク
ラ
ス
Ⅰ
に
相
当
す
る
状
態
に
対
し
て
植
え
込
み
し
た
場
合

 
 

 
 

 
   
※
２

  同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ク
ラ
ス
Ⅱ
以
下
の
状
態
に
対
し
て
、
植
え
込
み
を
行
っ
た
場
合

 
 

 
   

   
   
※
３

  メ
ッ
ツ
：身
体
能
力
活
動
を
示
す
値
（
運
動
時
の
酸
素
消
費
量
が
、
安
静
時
の
何
倍
に
相
当
す
る
か
を
示
す
運
動
強
度
の
単
位
）

 
 （
３
級
）
心
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
家
庭
内
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の

 
 

 
 
【
解
釈
】
 
・
 
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
へ
の
依
存
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
メ
ッ
ツ
の
値
が
２
以
上
４
未
満
の
も
の

 
 

 
 

 
（
４
級
）
心
臓
機
能
の
障
害
に
よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の

 

 
  

 
 
【
解
釈
】
 
・
 
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
等
へ
の
依
存
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
メ
ッ
ツ
の
値
が
４
以
上
の
も
の

 
 《
再
認
定
（
３
年
以
内
）
》

 
（
１
級
）
心
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

 
 

 
 
【
解
釈
】
 
メ
ッ
ツ
の
値
が
２
未
満
の
も
の

 
 

 
 

（
３
級
）
心
臓
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
家
庭
内
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の

 
 

 
 

 
 【
解
釈
】
 
メ
ッ
ツ
の
値
が
２
以
上
４
未
満
の
も
の

 
 

 
（
４
級
）
心
臓
機
能
の
障
害
に
よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も
の

 
 

 
 

 
 【
解
釈
】
メ
ッ
ツ
の
値
が
４
以
上
の
も
の
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 ○
 
「
不
整
脈
の
非
薬
物
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(2
0

1
1
年
改
訂
版

) 
」
（
日
本
循
環
器
学
会
）の
エ
ビ
デ
ン
ス
と
推
奨
度
の
グ
レ
ー
ド

 
 
（
１
）
ク
ラ
ス
Ⅰ
：
有
益
で
あ
る
と
い
う
根
拠
が
あ
り
、
適
応
で
あ
る
こ
と
が
一
般
に
同
意
さ
れ
て
い
る

 
 
（
２
）
ク
ラ
ス
Ⅱ
ａ
：有
益
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
い
も
の

 
 
（
３
）ク
ラ
ス
Ⅱ
ｂ
：有
益
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
少
な
い
も
の

 
 
（
４
）
ク
ラ
ス
Ⅲ
：
有
益
で
な
い
ま
た
は
有
害
で
あ
り
、
適
応
で
な
い
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
て
い
る

 
 ○

 
メ
ッ
ツ
：
Ｍ
Ｅ
Ｔ
ｓ
（
Ｍ
ｅ
ｔａ
ｂ
ｏ
ｌｉｃ

 
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉｖ
ａ
ｌｅ
ｎ
ｔｓ
）
 

 
 

 
 
運
動
時
の
酸
素
消
費
量
が
、
安
静
時
の
何
倍
に
相
当
す
る
か
を
示
す
運
動
強
度
の
単
位

 
 

 
 

 
例

 
２
メ
ッ
ツ
未
満
：
ベ
ッ
ト
等
で
安
静
が
必
要
な
状
態

 
 

 
 

 
 

 
 ２
メ
ッ
ツ
以
上
４
メ
ッ
ツ
未
満
：
平
地
歩
行
が
で
き
る
状
態

 
 

 
 

 
 

 
 ４
メ
ッ
ツ
以
上
：
早
歩
き
や
坂
道
歩
き
が
で
き
る
状
態

 
 

 
 

 
 

（
参
考
）
 

○
 
認
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
（
別
途
課
長
通
知
）
 

 
 

 
○

 
植
え
込
み
か
ら
３
年
以
内
や
３
年
後
の
再
認
定
の
後
、
手
帳
交
付
者
か
ら
状
態
が
変
動
し
た
こ
と
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
り
、

 
 

 
 
障
害
程
度
の
変
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
手
帳
の
再
交
付
を
行
う
こ
と
。

 
 

 
 

 
そ
の
際
に
は
、
①
３
年
以
内
で
あ
れ
ば
植
え
込
み
時
の
基
準

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
②
３
年
後
で
あ
れ
ば
再
認
定
の
基
準

 
を
適
用
す
る
。

 
  
○

 
身
体
活
動
能
力
（
メ
ッ
ツ
）の
値
に
つ
い
て
、
症
状
が
変
化
（重
く
な
っ
た
り
軽
く
な
っ
た
り
）
す
る
場
合
は
、
症
状
が
よ
り
重
度
状
態

 
 

 
 
（
一
番
低
い
値
）
を
採
用
す
る
。

 
 

 
  
○

 
先
天
性
疾
患
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
１
８
歳
未
満
で
心
疾
患
を
発
症
し
た
も
の
と
す
る
。

 
  
○

 
植
込
み
型
除
細
動
器
（
ＩＣ
Ｄ
）を
植
え
込
ん
だ
者
で
あ
っ
て
３
級
又
は
４
級
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
手
帳
交
付
後
に
ＩＣ
Ｄ
が

 
 

 
 
作
動
し
、
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
１
級
と
認
定
す
る
。
た
だ
し
、
再
交
付
か
ら
３
年
以
内
に
再
認
定
を
行
う
こ
と
。
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１
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日
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意
見
書

 
申
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診
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書
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見
書
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１
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日

 
３
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２
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３
月
２
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４
月
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日
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月
３
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日

 

４
月
３
日

 
４
月
８
日

 

従
前
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で
作
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手
    
 

術
 

３
月
３
１
日
ま
で
に
診
断
書
が
作
成
さ
れ
、
か
つ
４
月
１
日
か
ら

６
月
３
０
日
ま
で
の
申
請
で
あ
れ
ば
、
３
月
３
１
日
ま
で
に
申
請

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
従
前
の
基
準
で
認
定

 

手
帳
交
付

 

≪
従
前
の
基
準
≫

 

手
帳
交
付

 

≪
従
前
の
基
準
≫

 

新
基
準
で
作
成
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８ 第４期障害福祉計画に係る基本指針について  

 

（１）これまでの議論の経緯等について  

 市町村・都道府県の障害福祉計画は、現行の第３期計画の計画期間が平成

26 年度末までであることから、平成 27 年度を初年度とする第４期計画の作成

に係る基本指針の見直しについて、昨年 11 月から社会保障審議会障害者部会

で議論を重ね、去る１月 24 日に開催された障害者部会において、見直しの方

向性について、了承されたところである。 

 なお、基本指針の告示については、パブリックコメント等の手続を経た上で、

４月を目処に行う予定であるのでご了知願いたい。 

 また、現在、「障害福祉計画策定に係る実態調査及びＰＤＣＡサイクルに関

するマニュアル」を作成中であり、現時点での案をＰ 74 に掲載している。当

該マニュアルは、これまで障害福祉計画の策定等にあたり、障害者等の心身の

状況等の調査を実施している市町村や、ＰＤＣＡサイクルを実施している自治

体の取組を参考に作成作業を行ってきたものであり、第４期計画の策定等にあ

たり参考にしていただきたい。 

 

◎第４期計画に係る基本指針の主な内容  

【計画の作成プロセスに関する事項：PDCA サイクルの導入】 

○「成果目標」「活動指標」の見直しと明確化、各年度の中間評価、評価結

果の公表等 

 

【個別施策分野①：成果目標に関する事項】 

○ 福祉施設から地域生活への移行促進（継続） 

○ 精神科病院から地域生活への移行促進（成果目標の変更） 

○ 地域生活支援拠点等の整備（新規） 

○ 福祉施設から一般就労への移行促進（整理・拡充） 

 

【個別施策分野②：その他】 

○ 障害児支援体制の整備（新規） 

○ 計画相談の連携強化、研修、虐待防止 等 

 

 

（２）計画の作成プロセスに関する事項：PDCA サイクルの導入 

 平成 25 年４月に施行された障害者総合支援法において、「市町村及び都道府

県は、障害福祉計画に掲げた事項について、定期的に調査、分析及び評価を行

い、必要があると認めるときは、計画の変更等を行う。」としたところであり、

第４期計画に係る基本指針では、計画に係るＰＤＣＡサイクルのプロセス等に

ついての記述を追加することとしている。 

 当該プロセスについては、数値目標や障害福祉サービス等の見込量等を新た
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に成果目標と活動指標に整理した上で、次のような点を追記することとしてい

る。 

・ 成果目標については、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障害福祉

計画の中間評価として分析・評価を行い、必要があると認めるときは、障害

福祉計画の変更や事業の見直し等の措置を講じること  

・ 中間評価の際には、協議会や合議制の機関等の意見を聴くとともに、その

結果について公表することが望ましいこと  

・ 活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、設定した見込量の達

成状況等の分析・評価を行うことが望ましいこと  

また、活動指標を整理するにあたり、障害福祉サービス等の見込量を算出す

る際に勘案することとされている事項についても合わせて整理を行うことと

している。 

 

 

（３）個別施策分野①：成果目標に関する事項  

 基本指針第二における成果目標については、直近の状況等を踏まえて見直し

を行うとともに、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた視点に立

ち、地域において求められている相談、体験の機会・場の提供、緊急時の受け

入れ・対応、専門的な対応、地域の体制づくり等の機能を持った拠点等の整備

を新たに成果目標とすることとしている。 

 

◎成果目標の見直しの概要  

【福祉施設から地域生活への移行促進（継続）】 

○ 現在の基本指針では、 

・ 平成 17 年 10 月１日時点の施設入所者のうち３割以上が平成 26 年度末ま

でに地域生活に移行 

・ 平成 17 年 10 月１日時点の施設入所者数を平成 26 年度末に１割以上削減 

することを基本として設定することとされている。  

 

○ 新しい基本指針では、基準となる時点を平成 17 年 10 月１日時点から平

成 25 年度末時点へ変更するとともに、直近の状況等を踏まえて、平成 29

年度末における成果目標の設定を次のとおりとする。 

 

① 施設入所者の地域生活への移行 

平成 17 年 10 月１日時点の施設入所者の３割以上を地域生活へ移行 

→ 平成 25 年度末時点の施設入所者の 12％以上を地域生活へ移行 

② 施設入所者の削減 

平成 17 年 10 月１日時点の施設入所者の１割以上を削減 

→ 平成 25 年度末時点の施設入所者の 4％以上を削減 
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※ 各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画でそれぞれ定め

ている平成 26 年度末までの数値目標が達成されないと見込まれる場合

は、未達成割合を平成 29 年度末における施設入所者の地域生活への移行

及び施設入所者の削減の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 

※ 障害児入所施設への入所者のうち 18 歳以上になっている者については、

次期計画においては、従前のとおり施設入所者の算定の対象外とする。  

 

【精神科病院から地域生活への移行促進（成果目標の変更）】 

○ 現在の基本指針では、 

・ １年未満入院者の平均退院率を平成 20 年６月 30 日の調査時点から７％

相当分増加 

・ 65 歳以上かつ５年以上の入院患者の退院者数を直近の数から二割増加 

させることを指標として設定することとされている。 

 

○ 新しい基本指針では、現在検討している「良質かつ適切な精神障害者に

対する医療の提供を確保するための指針」の内容を踏まえ、平成 29 年度末

における入院後３ヶ月時点の退院率及び入院後１年時点の退院率の上昇並

びに在院期間１年以上の長期在院者数の減少について、当該数値に係る上

位５都道府県の数値をベースに新たな目標を設定する。 

 ※実績の把握は、精神保健福祉資料（各年６月 30 日調査）を利用。 

 

① 入院後３ヶ月時点の退院率の上昇 

平成 29 年度における入院後３ヶ月時点の退院率（注）を 64％以上とす

ることを目標とする。 

（注） 具体的には、平成 29 年６月に入院した患者の入院後３ヶ月時点の

退院率により実績を把握する。 

※ すでに入院後３ヶ月時点の退院率 64％以上を達成している都道府県

においては、その数値を維持又は上昇させることを目標とする。  

※ 「入院後３ヶ月時点の退院率」は、ある月に入院した者のうち当該

月を含む３月目の月末までに退院した者の割合。 

 

② 入院後１年時点の退院率の上昇 

平成 29 年度における入院後１年時点の退院率（注）を 91％以上とする

ことを目標とする。 

（注） 具体的には、平成 29 年６月に入院した患者の入院後１年時点の退

院率により実績を把握する。 

※ すでに入院後１年時点の退院率 91％以上を達成している都道府県に

おいては、その数値を維持又は上昇させることを目標とする。  

※ 「入院後１年時点の退院率」は、ある月に入院した者のうち当該月

を含む十二月目の月末までに退院した者の割合。 
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③ 在院期間１年以上の長期在院者数の減少 

平成 29 年６月末時点の長期在院者数を平成 24 年６月末時点の長期在院

者数から 18 パーセント以上減少することを目標とする。 

 

【地域生活支援拠点等の整備（新規）】 

○ 新しい指針では、「障害者の地域生活の推進に関する議論の整理」（平成

25 年 10 月 11 日：障害者の地域生活の推進に関する検討会）を踏まえて、

新たに今後の地域における障害者の生活支援のために求められる機能の拠

点整備について、平成 29 年度末における成果目標の設定を次のとおりとす

る。 

 

・ 障害者の地域生活の支援 

障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の

受入・対応、専門性、地域の体制づくり等）の集約等を行う拠点等につ

いて、平成 29 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも１つの拠点

等を整備すること。 

 

【福祉施設から一般就労への移行促進（整理・拡充）】 

○ 現在の基本指針では、 

① 平成 26 年度中に平成 17 年度実績の４倍以上が福祉施設から一般就労

へ移行 

② 平成 26 年度末における福祉施設利用者のうち２割以上の者が就労移行

支援事業を利用 

③ 平成 26 年度末における就労継続支援事業の利用者のうち３割以上の者

が就労継続支援（Ａ型）事業を利用 

すること等を目指すこととされている。 

 

○ 新しい基本指針では、直近の状況等を踏まえて、平成 29 年度末における

成果目標の設定を次のとおりとする。 

 

① 福祉施設から一般就労へ移行 

平成 17 年度実績の４倍 → 平成 24 年度実績の２倍 

② 就労移行支援事業の利用者を平成 25 年度末の利用者から６割以上増加  

③ 就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が３割以上の事業所を全

体の５割以上 

 

※当該目標に係る「福祉施設」の範囲 

  就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、生活介護、自立訓練（機

能訓練・生活訓練） 

－49－



※ 「就労移行率」は、ある年度４月１日時点の就労移行支援事業の利用

者数のうち当該年度中に一般就労へ移行した者の割合。  

※ これまで目標と設定していた委託訓練事業の受講者数等については、

内容を整理した上で活動指標として設定。 

 

（４）個別施策分野②：その他 

 計画相談支援の内容等について、直近の状況等を踏まえて見直しを行うとと

もに、子ども・子育て支援法に基づく計画が作成され、その中で障害児支援に

ついても言及されること等も踏まえ、障害児支援の体制整備の内容について新

たに規定することとしている。 

 

◎その他の見直しの概要 

【支援の質の向上】 

○ 研修関係 

 次の事項について、基本指針に記載する。  

① 行動障害を有する者の特性に応じた支援を、一貫性を持って実施でき

るよう、施設職員や居宅介護職員等に対し、強度行動障害支援者養成研

修を実施することとしていること 

② 精神障害者や罪を犯した障害者の特性に応じた適切な支援が実施でき

るよう、保健所、精神保健センター又は地域生活定着支援センター等と

の連携による専門分野別の研修等地域の実情に応じた研修に取り組むこ

とが望ましいこと 

 

○ 障害者虐待防止 

 次の事項について、基本指針に記載する。  

① 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のた

め、責任者を置く等の必要な体制を整備し、従業員に対して研修を実施

する等の措置を講じなければならないこと  

② 都道府県や市町村においては、障害者虐待の防止と対応に関するマニ

ュアルに沿って、都道府県権利擁護センター、市町村虐待防止センター

を中心として関係機関からなるネットワークの活用、虐待事例の未然防

止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組む

ことが重要であること、また地域の実情に応じて高齢者や児童の虐待防

止に対する取組とも連携しながら、効果的な体制を構築することが望ま

しいこと（＊高齢者等の虐待防止との連携については新規記載）  

③ 権利擁護の取組として、障害者への成年後見制度の利用支援や後見等

の業務を適正に行うことができる人材育成・活用の研修を行い、成年後

見制度の利用を促進する必要があること（＊新規記載）  

 

【計画相談支援】 
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 次の事項について、基本指針に記載する。  

① サービス等利用計画の作成については、まずは支給決定に先立ち必ず

作成されるような体制の維持が重要であり、平成 27 年度以降の利用者数

の増加等に応じてさらなる体制を確保する必要があること  

② その上で各サービス等利用計画においては、利用者の状態像や希望を

勘案し、連続的かつ一貫性を持った障害福祉サービス等が提供されるよ

う総合的な支援を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、

必要に応じた見直しが行われなければならないこと  

③ 都道府県・市町村では、その役割に応じて、人材の育成支援、専門的

な指導助言等の他、社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、相談支援

事業所の充実のため、必要な施策を確保していかなければならないこと、

また、これらの取組を効果的に進めるにあたっては、基幹相談支援セン

ターや協議会を有効に活用すること 

④ 障害者支援施設の入所者へのサービス等利用計画の作成やその後のサ

ービス等利用計画の実施状況の把握（利用者についての継続的な評価を

含む。）を行うことを通じて、地域移行のための支援に係るニーズが顕在

化すること等を勘案し、計画的な地域移行支援の提供体制の確保を図る

必要があること 

⑤ 障害者支援施設等や精神科病院から地域生活へ移行した後の地域生活

の定着はもとより、現に地域生活を送っている障害者がそのまま住み慣

れた地域で生活できるようにするため、地域定着支援の提供体制の充実

を図っていくことが重要であること 

⑥ 協議会では、関係者の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組

むとともに、都道府県及び市町村が障害福祉計画を定めた際の積極的な

提言を行うこと 

 協議会の運営においては、部会の開催（例：医療を必要とする者に関

する医療機関や保健所との連携）等を通じた活性化や専門機関との連携

の確保（例：都道府県・指定都市では発達障害者支援センターとの連携）

を進めることが望ましいこと 

 

【障害児支援】 

○ 障害児支援に関する基本的考え方として、次の事項の記載をする。 

① 子ども・子育て支援法に定められている「子ども・子育て支援の内容

及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであ

って、良質かつ適切なものでなければならない」という基本理念  

② 障害児について、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等の利用

状況も考慮しつつ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、児童福

祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援を確保すること  

③ 共生社会の形成促進の観点から、教育・保育等とも連携を図った上で、

乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を障害児及びその家族
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に対して身近な場所で提供する体制の構築が重要であること  

 

○ 児童福祉法に定める６つの支援類型及び障害児相談支援の利用児童数等

を「活動指標」とし、各市町村において、地域における児童数の推移等を

踏まえて見込みをたてるよう努めるものとすること、各市町村及び各市町

村の状況を集約した都道府県においては、必要に応じて各支援の確保策を

定めるよう努めるものとすること記載をする。 

 

○ その他、障害児支援のための基盤整備を進める上で重視すべき次の内容

について、定めるよう努める事項として記載する。 

① 児童発達支援センター・障害児入所施設を中核とした地域支援体制の

整備 

・ 児童発達支援センターの専門的機能の強化、地域における中核的支援

施設として位置づけ、児童発達支援事業所等との連携等  

・ 障害児入所施設の専門的機能の強化、虐待を受けた障害児等への対応

を含め様々なニーズに対応する療育機関としての役割、ショートステ

イや親子入所の実施等 

② 子育て支援に係る施策との連携 

・ 障害児支援の体制整備にあたっては子ども・子育て支援法に基づく施

策や母子保健等との十分な連携を図ること、このために各都道府県・

市町村内で障害児支援担当部局と子育て支援担当部局との連携体制を

確保すること 

③ 教育との連携 

・ 就学時及び卒業時における支援体制の円滑な移行、学校と障害児通所

支援事業所等の緊密な連携等を図ること、このため各都道府県・市町

村内で障害児支援担当部局と教育委員会との連携体制を確保すること 

④特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備  

・ 重症心身障害児など医療的ケアが必要な障害児に対する支援の基盤整

備強化、福祉、医療、教育などの協働による総合的な支援体制の構築

等 

・ 虐待を受けた障害児等に対しては、障害児入所施設において小規模な

グループによる療育や心理的ケアを提供することにより、障害児の状

況等に応じたきめ細やかな支援を推進すること  

⑤障害児通所支援・入所支援の一体的な方針策定  

・ 都道府県が、通所支援の広域的な調整と入所支援の体制整備の双方の

視点から、障害児入所支援の必要な量の見込及びその量の確保策を含

めた一体的な方針策定を行う必要があること等  
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第
４

期
（
H

2
7
～

H
2
9
）計

画
に

係
る

基
本

指
針

（
案

）：
主

な
ポ

イ
ン

ト
 

障
害

児
支

援
体

制
の

整
備

 

（
新

規
）
 

計
画

相
談

の
連

携
強

化
、

研
修

、
虐

待
防

止
 

等
 

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

の
導

入
 

「
成

果
目

標
」
「
活

動
指

標
」
の

見
直

し
と

明
確

化
、

各
年

度
の

 

中
間

評
価

、
評

価
結

果
の

公
表

 
等

 

＜
計

画
の

作
成

プ
ロ

セ
ス

に
関

す
る

事
項

＞
 

＜
個

別
施

策
分

野
①

：
成

果
目

標
に

関
す

る
事

項
＞

 

精
神

科
病

院
か

ら
地

域
生

活
へ

の
移

行
促

進
 

（
成

果
目

標
の

変
更

）
 

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の

整
備

 

（
新

規
）
 

福
祉

か
ら

一
般

就
労

へ
の

移
行

促
進

 

（
整

理
・
拡

充
） 

＜
個

別
施

策
分

野
②

：
そ

の
他

＞
 

福
祉

施
設

か
ら

地
域

生
活

へ
の

移
行

促
進

 

（
継

続
）
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第
一

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
事

項
 

第
二

 
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
体

制
の

確
保

に
係

る
目

標
（

成
果

目
標

）
 

第
三

 
障

害
福

祉
計

画
の

作
成

に
関

す
る

事
項

  

第
一

の
一

 
基

本
理

念
 

  ①
障

害
者

等
の

自
己

決
定

・
自

己
選

択
の

尊
重

 
  ②

市
町

村
を

基
本

と
す

る
身

近
な

実
施

主
体

、
障

害
種

別
に

よ
ら

な
い

一
元

的
な

サ
ー

ビ
ス

の
実

施
 

  ③
課

題
に

対
応

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
整

備
、

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の

整
備

 
  

第
一

の
二

 
障

害
福

祉
ｻｰ

ﾋﾞ
ｽ

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

 
 ①

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
の

保
障

 
 ②

日
中

活
動

系
サ

ー
ビ

ス
の

保
障

 
 ③

地
域

生
活

へ
の

移
行

の
推

進
、

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の

整
備

 
 ④

一
般

就
労

へ
の

移
行

等
の

推
進

 
  第

一
の

三
 

相
談

支
援

の
提

供
体

制
確

保
に

関
す

る
基

本
的

考
え

方
 

第
一

の
四

 
障

害
児

支
援

の
提

供
体

制
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
考

え
方

  

第
二

の
一

 
施

設
入

所
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行
 

・
地

域
生

活
へ

の
移

行
者

増
 

・
施

設
入

所
者

減
 

第
二

の
二

 
入

院
中

の
精

神
障

害
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行
 

・
退

院
率

上
昇

（
入

院
後

３
ヶ

月
時

点
、

１
年

時
点

）
 

・
在

院
期

間
１

年
以

上
の

長
期

在
院

者
数

の
減

少
 

第
二

の
三

 
障

害
者

の
地

域
生

活
の

支
援

等
の

整
備

 
・

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
を

市
町

村
又

は
圏

域
ご

と
に

少
な

く
と

も
１

拠
点

整
備

 

第
二

の
四

 
福

祉
施

設
か

ら
一

般
就

労
へ

の
移

行
 

・
福

祉
施

設
利

用
者

の
一

般
就

労
移

行
者

数
増

 
・

就
労

移
行

支
援

事
業

利
用

者
数

増
 

・
就

労
移

行
支

援
事

業
所

ご
と

の
就

労
移

行
率

上
昇

 
 

 

<活
動

指
標

：
障

害
福

祉
ｻ
ｰ
 

ﾋﾞ
ｽ>

 

第
三

の
一

 
作

成
上

の
留

意
事

項
 

・
障

害
者

等
の

参
加

 
・

地
域

社
会

の
理

解
促

進
 

・
総

合
的

な
取

組
 

・
障

害
福

祉
計

画
作

成
委

員
会

等
の

開
催

 
・

関
係

部
局

相
互

間
の

連
携

 
・

市
町

村
・

都
道

府
県

の
連

携
 

・
障

害
者

等
の

ニ
ー

ズ
等

の
把

握
 

・
区

域
設

定
（

都
道

府
県

）
 

・
住

民
意

見
の

反
映

 
・

他
計

画
と

の
関

係
 

・
定

期
的

な
調

査
、

分
析

、
評

価
並

び
に

必
要

な
措

置
 

（
頻

回
の

活
動

指
標

確
認

、
各

年
度

の
中

間
評

価
、

評
価

結
果

の
公

表
）

 

第
三

の
二

 
市

町
村

障
害

福
祉

計
画

 
・

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

体
制

の
確

保
に

係
る

目
標

 
・

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

種
類

ご
と

の
必

要
な

量
の

見
込

み
、

確
保

方
策

、
圏

域
単

位
で

の
見

通
し

等
 

・
地

域
生

活
支

援
拠

点
等

の
整

備
 

・
地

域
生

活
支

援
事

業
 

・
関

係
機

関
の

連
携

 

<活
動

指
標

：
労

働
部

局
と

の
連

携
> 

<活
動

指
標

：
相

談
支

援
> 

 

第
三

の
四

 
 

障
害

児
支

援
の

た
め

の
計

画
的

な
基

盤
整

備
 

<
活

動
指

標
：

障
害

児
支

援
・

障
害

児
相

談
支

援
> 

第
三

の
三

 
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
 

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
体

制
の

確
保

に
係

る
目

標
 

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

の
種

類
ご

と
の

必
要

な
量

の
見

込
み

、
確

保
方

策
、

圏
域

単
位

で
の

見
通

し
等

 
・

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の

整
備

、
市

町
村

の
支

援
等

 
・

障
害

者
支

援
施

設
の

必
要

入
所

定
員

総
数

 
・

質
の

向
上

方
策

（
研

修
、

第
三

者
評

価
、

虐
待

防
止

）
 

・
地

域
生

活
支

援
事

業
 

・
関

係
機

関
の

連
携

 

第
三

の
四

 
障

害
児

支
援

の
た

め
の

計
画

的
な

基
盤

整
備

（
再

掲
）

 
＜

重
視

す
べ

き
事

項
＞

 

第
三

の
五

 
そ

の
他

 
・

計
画

作
成

時
期

 
・

計
画

期
間

等
 

・
計

画
の

公
表

 
 

基
本

指
針

の
全

体
像

と
主

な
ポ

イ
ン

ト
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福
祉

施
設

か
ら

一
般

就
労

へ
の

移
行

 

○
 福

祉
施

設
利

用
者

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
者

の
増

加
 

○
 就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
の

増
加

 

○
 就

労
移

行
支

援
事

業
所

の
就

労
移

行
率

の
増

加
 

施
設

入
所

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

 

○
 地

域
生

活
移

行
者

の
増

加
 

○
 施

設
入

所
者

の
削

減
 

入
院

中
の

精
神

障
害

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

 

○
 入

院
後

３
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
の

上
昇

 

○
 入

院
後

１
年

時
点

の
退

院
率

の
上

昇
 

○
 在

院
期

間
１

年
以

上
の

長
期

在
院

者
数

の
減

少
 

（都
道

府
県

・市
町

村
）
 

○
 生

活
介

護
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 自

立
訓

練
（
機

能
訓

練
・
生

活
訓

練
）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 就

労
移

行
支

援
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 就

労
継

続
支

援
（
Ａ

型
・
Ｂ

型
）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 短

期
入

所
（
福

祉
型

、
医

療
型

）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 共

同
生

活
援

助
の

利
用

者
数

 
○

 地
域

相
談

支
援

（地
域

移
行

支
援

、
地

域
定

着
支

援
）
の

利
用

者
数

 
○

 施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

数
 

※
施

設
入

所
者

の
削

減
 

成
果

目
標

と
活

動
指

標
の

関
係

 

（ 基 本 指 針 の 理 念 ） 自 立 と 共 生 の 社 会 を 実 現  

障 害 者 が 地 域 で 暮 ら せ る 社 会 に 

（都
道

府
県

・
市

町
村

）
 

○
 就

労
移

行
支

援
の

利
用

者
、

利
用

日
数

 
○

 就
労

移
行

支
援

事
業

等
か

ら
一

般
就

労
へ

の
移

行
者

数
（
就

労
移

行
支

援
、

就
労

継
続

支
援

Ａ
型

、
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
）
 

（都
道

府
県

）
 

○
 公

共
職

業
安

定
所

に
お

け
る

チ
ー

ム
支

援
に

よ
る

福
祉

施
設

の
利

用
者

の
支

援
件

数
 

○
 委

託
訓

練
事

業
の

受
講

者
数

 
○

 障
害

者
試

行
雇

用
事

業
の

開
始

者
数

 
○

 職
場

適
応

援
助

者
に

よ
る

支
援

の
対

象
者

数
 

○
 障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
の

支
援

対
象

者
数

 

（
成

果
目

標
）
 

（
活

動
指

標
）
 

 障
害

者
の

地
域

生
活

の
支

援
 

○
 地

域
生

活
支

援
拠

点
の

整
備

 

（都
道

府
県

・
市

町
村

）
 

○
 自

立
訓

練
（
生

活
訓

練
）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 就

労
移

行
支

援
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 就

労
継

続
支

援
（
Ａ

型
・
Ｂ

型
）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 短

期
入

所
（
福

祉
型

、
医

療
型

）
の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 共

同
生

活
援

助
の

利
用

者
数

 
○

 地
域

相
談

支
援

（地
域

移
行

支
援

、
地

域
定

着
支

援
）
の

利
用

者
数
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障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
量

を
見

込
む

際
の

勘
案

事
項

 

区
分

 
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

 
現

に
利

用
し

て
い

る
者

の
数

 
障

害
者

等
の

ニ
ー

ズ
 

平
均

的
な

一
人

当
た

り
利

用
量

 

施
設

入
所

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

者
数

（
成

果
目

標
）
 

入
院

中
の

精
神

障
害

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

う
ち

地
域

生
活

へ
の

移
行

後
に

当
該

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
が

見
込

ま
れ

る
者

の
数

 

福
祉

施
設

利
用

者
の

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

（
成

果
目

標
）
 

訪
問

系
 

居
宅

介
護

、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

、
行

動
援

護
、

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
利

用
者

数
、

利
用

時
間

 
○

 
○

 
○

 

日
中

活
動

系
 

生
活

介
護

の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

 
○

 
○

 

自
立

訓
練

（機
能

訓
練

）の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

 
○

 
○

 

自
立

訓
練

（生
活

訓
練

）の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

就
労

移
行

支
援

の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

※
１

 
○

 
○

 
○

 
○

 

就
労

継
続

支
援

（A
型

）の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

※
２

 
○

 
○

 
○

 

就
労

継
続

支
援

（B
型

）の
利

用
者

数
、

利
用

日
数

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 

療
養

介
護

の
利

用
者

数
 

○
 

○
 

短
期

入
所

（福
祉

型
、

医
療

型
）の

利
用

者
数

、
利

用
日

数
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

施
設

系
 

共
同

生
活

援
助

の
利

用
者

数
 

○
 

○
 

○
 

○
 

施
設

入
所

支
援

の
利

用
者

数
 

○
 

○
※

３
 

△
※

６
 

相
談

支
援

 

計
画

相
談

支
援

の
利

用
者

数
 

○
※

４
 

地
域

相
談

支
援

の
利

用
者

数
（
地

域
移

行
支

援
に

限
る

。
） 

○
 

○
 

地
域

相
談

支
援

の
利

用
者

数
（
地

域
定

着
支

援
に

限
る

。
） 

○
※

５
 

○
 

○
 

（
注

）
※

１
：
特

別
支

援
学

校
卒

業
者

等
新

た
に

就
労

移
行

支
援

事
業

の
対

象
者

と
見

込
ま

れ
る

者
の

数
を

含
む

、
※

２
：地

域
の

雇
用

情
勢

を
含

む
、

※
３

：グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
等

で
の

対
応

が
困

難
な

者
と

い
っ

た
真

に
必

要
と

判
断

さ
れ

る
数

を
含

む
、

※
４

：障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

及
び

地
域

相
談

支
援

の
利

用
者

数
を

含
む

、
※

５
：
単

身
で

あ
る

障
害

者
の

数
・居

住
し

て
い

る
家

族
に

よ
る

支
援

を
受

け
ら

れ
な

い
障

害
者

の
数

を
含

む
、

※
６

：「
△

」
は

減
と

し
て

見
込

む
 

（
注

）
※

障
害

児
通

所
支

援
の

利
用

児
童

数
を

見
込

む
 

区
分

 
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

 

現
に

利
用

し
て

い
る

障
害

児
の

数
 

障
害

児
等

の
ニ

ー
ズ

 
平

均
的

な
一

人
当

た
り

利
用

量
 

地
域

に
お

け
る

児
童

数
の

推
移

 
保

育
所

等
で

の
障

害
児

の
受

入
状

況
 

入
所

施
設

か
ら

退
所

後
に

利
用

が
見

込
ま

れ
る

障
害

児
の

数
 

障
害

児
支

援
 

児
童

発
達

支
援

、
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
、

保
育

所
等

訪
問

支
援

、
医

療
型

児
童

発
達

支
援

の
利

用
児

童
数

、
利

用
日

数
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

障
害

児
相

談
支

援
の

利
用

児
童

数
 

○
※

 

障
害

児
入

所
施

設
（福

祉
型

、
医

療
型

）の
利

用
児

童
数

 
○

 
○

 
○

 

■
サ

ー
ビ

ス
の

量
は

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

訪
問

系
は

ま
と

め
て

、
そ

れ
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

は
そ

れ
ぞ

れ
種

類
ご

と
に

見
込

む
。
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P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

の
プ

ロ
セ

ス
 

○
 成

果
目

標
及

び
活

動
指

標
に

つ
い

て
は

、
少

な
く
と

も
１

年
に

１
回

そ
の

実
績

を
把

握
し

、
障

害
者

施
策

や
関

連
施

策
の

動
向

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

障
害

福
祉

計
画

の
中

間
評

価
と

し
て

分
析

・評
価

を
行

い
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
障

害
福

祉
計

画
の

変
更

や
事

業
の

見
直

し
等

の
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。
 

○
 ま

た
、

中
間

評
価

の
際

に
は

、
協

議
会

や
合

議
制

の
機

関
等

の
意

見
を

聴
く
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

に
つ

い
て

、
公

表
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

○
 活

動
指

標
に

つ
い

て
は

、
よ

り
高

い
頻

度
で

実
績

を
把

握
し

、
達

成
状

況
等

の
分

析
・評

価
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

（
P

D
C

A
サ

イ
ク

ル
の

 
プ

ロ
セ

ス
の

イ
メ

ー
ジ

）
 

計
画

（
P

la
n
）

 

■
「
基

本
指

針
」
に

即
し

て
成

果
目

標
及

び
活

動
指

標
を

設
定

す
る

と
と

も
に

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

見
込

量
の

設
定

や
そ

の
他

確
保

方
策

等
を

定
め

る
。

 

実
行

（
D

o
）

 

■
計

画
の

内
容

を
踏

ま
え

、
事

業
を

実
施

す
る

。
 

評
価

（
C

h
e

ck
）

 

■
成

果
目

標
及

び
活

動
指

標
に

つ
い

て
は

、
少

な
く
と

も
１

年
に

１
回

そ
の

実
績

を
把

握
し

、
障

害
者

施
策

や
関

連
施

策
の

動
向

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

障
害

福
祉

計
画

の
中

間
評

価
と

し
て

分
析

・
評

価
を

行
う

。
 

■
中

間
評

価
の

際
に

は
、

協
議

会
等

の
意

見
を

聴
く
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

に
つ

い
て

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 
■

活
動

指
標

に
つ

い
て

は
、

よ
り

高
い

頻
度

で
実

績
を

把
握

し
、

達
成

状
況

等
の

分
析

・
評

価
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

改
善

（
A

ct
）

 

■
中

間
評

価
等

の
結

果
を

踏
ま

え
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
障

害
福

祉
計

画
の

変
更

や
事

業
の

見
直

し
等

を
実

施
す

る
。

 

■
障

害
福

祉
計

画
策

定
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

考
え

方
及

び
達

成
す

べ
き

目
標

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
に

関
す

る
見

込
量

の
見

込
み

方
の

提
示

 

基
本

指
針
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施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

 

・ 
平

成
1
7
年

1
0
月

施
設

入
所

者
と

比
較

し
た

地
域

生
活

に
移

行
す

る
者

の
割

合
は

、
平

成
2
4
年

度
時

点
で

2
3
.7

％
と

な
っ

て
お

り
、
平

成
2
6
年

度
 

 
末

に
は

、
３
割

の
地

域
生

活
移

行
を

達
成

見
込

み
。
 

・ 
数

値
目

標
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

平
成

1
7
年

1
0
月

１
日

か
ら

平
成

2
4
年

度
末

の
平

均
伸

び
率

（2
.8

8
％

）を
ベ

ー
ス

に
、
平

成
2
5
年

度
末

の
施

設
 

 
入

所
者

と
比

較
し

た
平

成
2
9
年

度
末

時
点

で
の

地
域

生
活

に
移

行
す

る
者

の
割

合
を

1
2
％

以
上

と
す

る
形

で
設

定
。
 
 

・ 
平

成
2
1
～

2
3
年

度
は

1
0
月

１
日

数
値

、
2
4
年

度
は

2
5
年

３
月

末
数

値
。
2
5
年

度
以

降
（括

弧
書

き
）
は

推
計

。
（出

典
：施

設
入

所
者

の
地

域
生

活
の

移
行

に
関

す
る

状
況

調
査

）
 

1
9

,4
3

0
  

2
4

,2
7

7
  

3
1

,8
1

3
  

3
4

,5
2

6
  

（
3

9
,7

7
4
）

  （
4

5
,1

1
5
）

  
（

5
0

,6
1

0
）

  

（
5

6
,2

6
3

 ）
 

（
6

2
,0

7
9
）

  

Ｈ
1

7
 

Ｈ
2

1
 

Ｈ
2

2
 

Ｈ
2

3
 

Ｈ
2

4
 

Ｈ
2

5
 

Ｈ
2

6
 

Ｈ
2

7
 

Ｈ
2

8
 

Ｈ
2

9
 

平
成

1
7
年

1
0
月

１
日

～
平

成
2
4

年
度

末
の

平
均

伸
び

率
 

2
.8

8
％

（
推

計
）
 

平
成

2
4
年

度
末

 
実

績
値

 
（
2
3
.7

％
）
 

平
成

2
5
年

度
末

の
施

設
入

所
者

と
比

較
し

て
毎

年
2
.8

8
％

増
加

す
る

仮
定

で
推

計
 

 
平

成
2

5
年

度

末
の

施
設

入
所

者
と

比
較

し
た

平
成

2
9

年
度

末
時

点
で

の
地

域
生

活
に

移
行

す
る

の
割

合
1

2
％

 
 

基
本

指
針

及
び

都
道

府
県

障
害

福
祉

計
画

に
お

け
る

目
標

値
（第

１
～

４
期

障
害

福
祉

計
画

）
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

都
道

府
県

計
画

目
標

値
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

基
本

指
針

（
現

行
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 地
域

生
活

に
移

行
す

る
者

の
数

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
目

標
値

 
第

１
～

２
期

 
（
平

成
18

～
2
3年

度
）
 

第
３

期
 

（平
成

24
～

26
年

度
）
 

第
４

期
 

（平
成

27
～

29
年

度
）
 

基
本

方
針

 
1
0
%
 

（平
成

17
年

10
月

１
日

～
 

23
年

度
末

（6
.5

年
間

）
）
 

3
0
%
 

（平
成

17
年

10
月

１
日

～
 

26
年

度
末

（
9.

5
年

間
））

 

1
2
%
 

（平
成

25
年

度
末

～
 

29
年

度
末

（４
年

間
））

 

都
道

府
県

 
障

害
福

祉
計

画
 

1
4
.5

%
 

（平
成

17
年

10
月

１
日

～
 

23
年

度
末

（6
.5

年
間

）
）
 

2
5
.2

%
 

（平
成

17
年

10
月

１
日

～
 

26
年

度
末

（
9.

5
年

間
））

 
－
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施
設
入
所
者
数
の
削
減

 

・
 
施

設
入

所
者

は
平

成
1
7
年

1
0
月

１
日

時
点

と
比

較
し

、
平

成
2
4
年

度
末

時
点

で
約

8
.0

％
減

少
。
 

・
 
平

成
2
6
年

度
末

に
は

、
施

設
入

所
者

の
１
割

削
減

を
達

成
見

込
み

。
 

・
 
数

値
目

標
の

設
定

に
当

た
っ

て
は

平
成

1
7
年

1
0
月

１
日

か
ら

平
成

2
4
年

度
末

の
平

均
削

減
率

（▲
1
.1

％
）を

ベ
ー

ス
に

、
平

成
 

 
2
9
年

度
末

ま
で

に
、
平

成
2
5
年

度
末

時
点

の
施

設
入

所
者

数
か

ら
約

４
％

以
上

削
減

す
る

形
で

設
定

。
 

・ 
平

成
1
7
年

度
、
平

成
2
0
～

2
3
年

度
は

1
0
月

１
日

数
値

。
平

成
2
4
年

度
は

2
5
年

３
月

数
値

。
平

成
2
5
年

度
以

降
（括

弧
書

き
）は

推
計

。
 

 
 

（出
典

： 
国

保
連

デ
ー

タ
、
社

会
福

祉
施

設
等

調
査

、
施

設
入

所
者

の
地

域
生

活
の

移
行

に
関

す
る

状
況

調
査

）
 

1
4

5
,9

1
9

  

1
4

4
,4

2
5

  

1
3

9
,8

5
1

  

1
3

9
,8

5
9

  

1
3

6
,6

5
3

  

1
3

4
,2

4
7

  （
1

3
2

,7
6

3
）

  （
1

3
1

,2
9

5
）

  

（
1

2
9

,8
4

3
）

  
（

1
2

8
,4

0
8
）

  
（

1
2

6
,9

8
8
）

  

Ｈ
1

7
 

Ｈ
2

0
 

Ｈ
2

1
 

Ｈ
2

2
 

Ｈ
2

3
 

Ｈ
2

4
 

Ｈ
2

5
 

Ｈ
2

6
 

Ｈ
2

7
 

Ｈ
2

8
 

Ｈ
2

9
 

施
設

入
所

者
数

 

平
成

1
7
年

1
0
月

１
日

～
平

成
2
4

年
度

末
の

平
均

削
減

率
 

▲
1
.1

％
（
推

計
）
 

平
成

2
4
年

度
末

 
実

績
値

 
（
▲

8
.0

％
）
 

毎
年

1
.1

％
 

削
減

す
る

 
仮

定
で

 
2
9
年

度
末

ま
で

推
計

 

平
成

2
5
年

度
末

の
施

設

入
所

者
数

と
比

較
し

た
平

成
2

9
年

度
末

時
点

で
の

施
設

入
所

者
削

減
の

割
合

 
 

 
▲

４
％

 
 

（
【
計

算
式

】
0.

98
9 

（
1
－

0
.0

11
（

1.
1％

））
の

４
乗

－
１

＝
▲

4
.3

％
 

≒
▲

４
％

）
 

基
本

指
針

及
び

都
道

府
県

障
害

福
祉

計
画

に
お

け
る

目
標

値
（第

１
～

４
期

障
害

福
祉

計
画

）
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

都
道

府
県

計
画

目
標

値
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

基
本

指
針

（
現

行
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
目

標
値

 
第

１
～

２
期

 
（
平

成
18

～
2
3年

度
）
 

第
３

期
 

（
平

成
24

～
2
6年

度
）
 

第
４

期
 

（平
成

27
～

29
年

度
） 

基
本

方
針

 
▲

７
％

 
（平

成
1
7年

10
月

１
日

～
 

2
3年

度
末

（6
.5

年
間

））
 

▲
1
0
％

 
（
平

成
17

年
1
0月

1日
～

 

26
年

度
末

（
9.

5年
間

）
）
 

▲
４

％
 

（平
成

25
年

度
末

～
 

29
年

度
末

（４
年

間
））

 

都
道

府
県

 
障

害
福

祉
計

画
 

▲
8
.4

%
 

（平
成

1
7年

10
月

１
日

～
 

2
3年

度
末

（6
.5

年
間

））
 

▲
1
5
.4

%
 

（
平

成
17

年
1
0月

１
日

～
 

26
年

度
末

（
9.

5年
間

））
 

－
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○
 第

３
期

障
害

福
祉

計
画

に
お

い
て

は
、

入
院

中
の

精
神

障
害

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

に
関

し
て

、
平

成
1
6
年

の
「
改

革
ビ

ジ
ョ

ン
」
に

お
け

る
目

標
値

で
あ

る
①

１
年

未
満

群
の

平
均

残
存

率
に

関
す

る
目

標
（
2
4
％

以
下

）、
②

１
年

以
上

群
の

退
院

率
目

標
（
2
9
％

以
上

）
を

ベ
ー

ス
と

し
て

、
よ

り
具

体
化

す
る

着
眼

点
と

し
て

、
「
１

年
未

満
入

院
者

の
平

均
退

院
率

」
、

「５
年

以
上

か
つ

6
5
歳

以
上

の
退

院
者

数
」
に

つ
い

て
の

目
標

を
設

定
し

た
。

 
  

【
１

年
未

満
入

院
者

の
平

均
退

院
率

】
 

○
 第

３
期

障
害

福
祉

計
画

策
定

時
に

お
け

る
直

近
の

実
績

（
平

成
1
9
年

６
月

に
入

院
し

た
者

の
そ

の
後

１
年

間
の

各
月

ご
と

の
退

院
率

を
平

均
し

た
も

の
）に

お
け

る
平

均
退

院
率

の
全

国
平

均
は

7
1
.2

％
で

あ
り

、
そ

れ
を

改
革

ビ
ジ

ョ
ン

の
目

標
値

で
あ

る
7
6
％

に
す

る
た

め
に

は
、

当
該

平
均

退
院

率
を

７
％

相
当

分
増

加
さ

せ
る

こ
と

が
必

要
と

な
る

。
 

○
 そ

の
た

め
、

第
３

期
障

害
福

祉
計

画
に

お
け

る
目

標
と

し
て

は
、

「平
成

2
6
年

度
に

お
け

る
１

年
未

満
入

院
者

の
平

均
退

院
率

を
平

成
2
0
年

6
月

3
0
日

の
調

査
時

点
か

ら
7
パ

ー
セ

ン
ト

相
当

分
増

加
さ

せ
る

」
こ

と
と

し
た

。
 

※
「
１

年
未

満
入

院
者

の
平

均
退

院
率

」
は

、
あ

る
月

に
入

院
し

た
者

の
そ

の
後

１
年

間
の

各
月

ご
と

の
退

院
率

を
平

均
し

た
も

の
を

い
う

。
 

※
実

績
は

精
神

保
健

福
祉

資
料

（い
わ

ゆ
る

「6
30

調
査

」）
で

把
握

。
 

  
【
５

年
以

上
か

つ
6
5
歳

以
上

の
退

院
者

数
】
 

○
 ５

年
以

上
か

つ
6
5
歳

以
上

の
入

院
患

者
数

は
、

毎
年

、
平

均
1
,3

0
0
人

程
度

増
加

（
平

成
1
2
年

～
2
0
年

の
各

年
６

月
3
0
日

時
点

の
実

績
の

平
均

）
し

て
お

り
、

毎
年

度
の

退
院

者
数

が
８

～
９

千
人

（
患

者
調

査
か

ら
推

計
）
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
当

該
入

院
患

者
を

増
加

さ
せ

な
い

よ
う

に
す

る
（
又

は
減

少
に

転
じ

さ
せ

る
）
た

め
に

は
、

退
院

者
数

を
現

行
よ

り
約

2
0
％

増
や

す
こ

と
が

必
要

に
な

る
。

 
○

 そ
の

た
め

、
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

に
お

け
る

目
標

と
し

て
は

、
「平

成
2
6
年

度
に

お
け

る
高

齢
長

期
退

院
者

数
を

直
近

の
数

か
ら

２
割

増
加

さ
せ

る
」
こ

と
と

し
た

。
 

※
「
高

齢
長

期
退

院
者

数
」
は

、
退

院
し

た
者

の
う

ち
、

6
5歳

以
上

で
あ

っ
て

５
年

以
上

入
院

し
て

い
た

者
の

数
を

い
う

。
 

※
 平

成
2
4
年

度
以

降
の

実
績

は
、

精
神

保
健

福
祉

資
料

（い
わ

ゆ
る

「
6
30

調
査

」）
に

基
づ

く
推

計
に

よ
り

把
握

。
 

１
．

現
在

の
目

標
 

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行
に
つ
い
て

 

－60－



○
 上

記
の

目
標

に
つ

い
て

は
、

現
在

検
討

し
て

い
る

「
良

質
か

つ
適

切
な

精
神

障
害

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

を
確

保
す

る
た

め
の

指
針

」
に

示
さ

れ
た

方
向

性
を

踏
ま

え
、

従
来

の
目

標
に

換
え

て
、

 
・
「
入

院
後

３
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
の

上
昇

」
 

・
「
入

院
後

１
年

時
点

の
退

院
率

の
上

昇
」
 

・
「
在

院
期

間
１

年
以

上
の

長
期

在
院

者
数

の
減

少
」
 

を
新

た
な

目
標

と
し

て
設

定
す

る
。

 

２
．

第
４

期
障

害
福

祉
計

画
に

お
け

る
基

本
的

な
考

え
方

 

 「
良

質
か

つ
適

切
な

精
神

障
害

者
に

対
す

る
医

療
の

提
供

を
確

保
す

る
た

め
の

指
針

（
案

）
」中

間
ま

と
め

（抜
粋

）
 

  第
一

 
精

神
病

床
の

機
能

分
化

に
関

す
る

事
項

 
  三

 
急

性
期

の
患

者
に

対
し

て
医

療
を

提
供

す
る

た
め

の
機

能
 

・
新

た
に

入
院

す
る

患
者

の
早

期
退

院
を

促
進

す
る

た
め

、
急

性
期

の
患

者
に

対
し

手
厚

く
密

度
の

高
い

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

機
能

を
確

保
す

る
。

 
・
当

該
機

能
の

確
保

の
た

め
、

精
神

科
入

院
医

療
に

お
け

る
医

師
及

び
看

護
職

員
は

一
般

病
床

と
同

等
の

配
置

を
目

指
し

、
多

職
種

に
よ

る
患

者
の

状
況

に
応

じ
た

質
の

高
い

チ
ー

ム
医

療
を

提
供

し
、

退
院

支
援

等
の

取
組

を
推

進
す

る
。

 
・
ま

た
、

救
急

患
者

に
対

し
て

適
切

な
医

療
を

提
供

で
き

る
体

制
の

確
保

を
推

進
す

る
。

 
四

 
入

院
期

間
が

１
年

未
満

の
患

者
に

対
し

て
医

療
を

提
供

す
る

た
め

の
機

能
 

 
・
在

院
期

間
の

長
期

化
に

伴
い

、
社

会
復

帰
が

難
し

く
な

る
傾

向
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
在

院
期

間
が

１
年

を
超

え
な

い
う

ち
に

退
院

で
き

る
よ

う
、

退
院

に
向

け
た

取
組

を
行

い
つ

つ
、

必
要

な
医

療
を

提
供

す
る

た
め

の
機

能
を

確
保

す
る

。
 

・
当

該
機

能
の

確
保

の
た

め
、

多
職

種
に

よ
る

患
者

の
状

況
に

応
じ

た
質

の
高

い
チ

ー
ム

医
療

を
提

供
し

、
退

院
支

援
等

の
取

組
を

推
進

す
る

。
 

六
 

重
度

か
つ

慢
性

の
患

者
以

外
の

入
院

期
間

が
１

年
を

超
え

る
長

期
在

院
者

に
対

し
て

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

機
能

 
・
既

に
１

年
を

超
え

る
入

院
を

し
て

い
る

重
度

か
つ

慢
性

以
外

の
長

期
在

院
者

に
つ

い
て

は
、

退
院

支
援

や
生

活
支

援
等

を
通

じ
て

地
域

移
行

を
推

進
し

、
併

せ
て

、
当

該
長

期
在

院
者

の
状

態
像

に
合

わ
せ

た
医

療
を

提
供

す
る

た
め

の
機

能
を

確
保

す
る

。
 

・
当

該
機

能
の

確
保

の
た

め
、

多
職

種
に

よ
る

退
院

支
援

等
の

退
院

促
進

に
向

け
た

取
組

を
推

進
す

る
。

 
・
ま

た
、

こ
れ

ら
の

長
期

在
院

者
に

対
し

て
は

、
原

則
と

し
て

行
動

の
制

限
は

行
わ

な
い

こ
と

と
し

、
外

部
の

支
援

者
と

の
関

係
を

作
り

や
す

い
環

境
と

す
る

こ
と

、
社

会
と

の
つ

な
が

り
を

深
め

ら
れ

る
よ

う
な

開
放

的
な

環
境

を
確

保
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、

地
域

生
活

に
近

い
療

養
環

境
の

確
保

を
推

進
す

る
。
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（１
）入

院
後

３
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
の

上
昇

 
○

 
指

針
に

お
い

て
、

新
た

に
入

院
す

る
患

者
の

早
期

退
院

を
促

進
す

る
た

め
、

急
性

期
（
入

院
か

ら
３

ヶ
月

未
満

）
の

患
者

に
対

し
手

厚
く
密

度
の

高
い

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

機
能

を
確

保
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 
○

 
こ

れ
を

踏
ま

え
、

全
都

道
府

県
に

お
い

て
平

成
２

９
年

度
に

お
け

る
入

院
後

３
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
（注

）を
現

在
の

上
位

５
都

道
府

県
（
以

下
「
目

標
都

道
府

県
」と

い
う

。
）の

平
均

値
で

あ
る

６
４

％
以

上
と

す
る

こ
と

を
成

果
目

標
と

す
る

。
（現

状
の

全
都

道
府

県
の

平
均

値
は

５
８

.
４

％
）
 

（
注

）
  

具
体

的
に

は
、

平
成

2
9年

６
月

に
入

院
し

た
患

者
の

入
院

後
３

ヶ
月

時
点

の
退

院
率

に
よ

り
実

績
を

把
握

す
る

。
 

※
 

既
に

入
院

後
３

ヶ
月

時
点

の
退

院
率

６
４

％
以

上
を

達
成

し
て

い
る

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、

そ
の

数
値

を
維

持
又

は
上

昇
さ

せ
る

こ
と

を
目

標
と

す
る

。
 

※
 

「
入

院
後

３
ヶ

月
時

点
の

退
院

率
」は

、
あ

る
月

に
入

院
し

た
者

の
う

ち
当

該
月

を
含

む
３

月
目

の
月

末
ま

で
に

退
院

し
た

者
の

割
合

 

 

（２
）入

院
後

１
年

時
点

の
退

院
率

の
上

昇
 

○
 

指
針

に
お

い
て

、
在

院
期

間
の

長
期

化
に

と
も

な
い

、
社

会
復

帰
が

難
し

く
な

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

在
院

期
間

が
１

年
未

満
で

退
院

で
き

る
よ

う
、

退
院

に
向

け
た

取
組

を
行

い
つ

つ
、

必
要

な
医

療
を

提
供

す
る

機
能

を
確

保
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

○
 

こ
れ

を
踏

ま
え

、
全

都
道

府
県

に
お

い
て

平
成

２
９

年
度

に
お

け
る

入
院

後
１

年
時

点
の

退
院

率
（
注

）
を

目
標

都
道

府
県

の
平

均
値

で
あ

る
９

１
％

以
上

と
す

る
こ

と
を

成
果

目
標

と
す

る
。

（現
状

の
全

都
道

府
県

の
平

均
値

は
８

７
.７

％
） 

（
注

）
  

具
体

的
に

は
、

平
成

2
9年

６
月

に
入

院
し

た
患

者
の

入
院

後
１

年
時

点
の

退
院

率
に

よ
り

実
績

を
把

握
す

る
。

 
※

 
既

に
入

院
後

１
年

時
点

の
退

院
率

９
１

％
以

上
を

達
成

し
て

い
る

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、

そ
の

数
値

を
維

持
又

は
上

昇
さ

せ
る

こ
と

を
目

標
と

す
る

。
 

※
 

「
入

院
後

１
年

時
点

の
退

院
率

」は
、

あ
る

月
に

入
院

し
た

者
の

う
ち

当
該

月
か

ら
12

月
目

の
月

末
ま

で
に

退
院

し
た

者
の

割
合

 
 

（３
）在

院
期

間
１

年
以

上
の

長
期

在
院

者
数

の
減

少
 

○
 

指
針

に
お

い
て

、
在

院
期

間
が

１
年

未
満

で
退

院
で

き
る

よ
う

、
退

院
に

向
け

た
取

組
を

行
い

つ
つ

、
必

要
な

医
療

を
提

供
す

る
た

め
の

機
能

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、

既
に

１
年

以
上

の
入

院
を

し
て

い
る

重
度

か
つ

慢
性

の
患

者
以

外
の

長
期

在
院

者
に

対
し

て
は

、
退

院
支

援
や

生
活

支
援

等
を

通
じ

て
地

域
移

行
を

推
進

し
、

併
せ

て
、

状
態

像
に

併
せ

た
医

療
を

提
供

す
る

機
能

を
確

保
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

○
 

指
針

の
実

現
に

向
け

、
第

４
期

障
害

福
祉

計
画

に
お

い
て

は
、

長
期

在
院

者
数

に
つ

い
て

は
、

平
成

29
年

６
月

末
時

点
の

長
期

在
院

者
数

を
平

成
2
4
年

６
月

末
時

点
の

長
期

在
院

者
数

か
ら

1
8パ

ー
セ

ン
ト

以
上

減
少

す
る

こ
と

を
成

果
目

標
と

す
る

。
 

３
．

第
４

期
障

害
福

祉
計

画
に

お
け

る
目

標
の

設
定
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障
害
児
・
者
の
地
域
生
活
支
援
の
推
進
の
た
め
の
多
機
能
拠
点
構
想

 
（
地
域
生
活
支
援
拠
点
）

 

親
と

の
同

居
 

一
人

暮
ら

し
 

2
4
時
間
の
相
談
受
付

 
緊
急
時
等
の
受
入

 
(医

療
対
応
・
シ
ェ
ル
タ
ー
等

) 

地
域
生
活
の
支
援

 
(緊

急
時
の
人
的
支
援
、
様
々
な

 
資
源
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
等

) 

高
齢

化
に

対
応

し
た

 
日

中
活

動
の

場
 

(生
活

介
護

・就
労

系
等

) 

在
宅

医
療

等
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

＋
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
 

地
域
支
援
機
能

 
居
住
支
援
機
能

 

1
0
人

 

生
活

介
護

・
 

就
労

系
等

 

1
0
人

 

1
0
人

×
2
 (

建
物

の
特

例
) 

※
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
定

員
を

含
む

 

夜
間
・

 
医
療
体
制

 
等
の
加
算

 
（
拡
充
）

 

3
0
人

程
度

 

障
害

者
支

援
施

設
 

居
住
支
援
機
能

 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 

地
域
支
援
機
能

 

在
宅

医
療

等
 

地
域
連
携

 

生
活

介
護

・ 
就

労
系

等
 

※
 
拠

点
を

設
け

ず
、

地
域

に
お

い
て

機
能

を
分

担
す

る
「
面

的
整

備
型

」も
考

え
ら

れ
る

 

地
域
連
携

 

地
域

相
談

支
援

・地
域

生
活

支
援

事
業

の
活

用
等

 

地
域

相
談

支
援

・地
域

生
活

支
援

事
業

の
活

用
等

 

地
域

相
談

支
援

・
地

域
生

活
支

援
事

業
の

活
用

等
 

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
 

夜
間
・

 
医
療
体
制

 
等
の
加
算

 
（
拡
充
）

 

地
域
生
活
支
援
拠
点
と
し
て
、
居
住
支
援
機
能
と
地
域
支
援
機
能
の
一
体
的
な
整
備
を
推
進

 

※
地

域
生

活
支

援
拠

点
と

し
て

地
域

に
開

か
れ

た
小

規
模

な
障

害
者

支
援

施
設

 

※
安

心
生

活
支

援
事

業
（
地

域
生

活
支

援
事

業
）
に

よ
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
イ

ト
や

、
個

別
給

付
に

よ
る

地
域

定
着

支
援

の
実

施
を

必
須

と
し

て
、

施
設

整
備

に
対

す
る

補
助

に
つ

い
て

優
先

的
に

採
択

す
る

こ
と

を
検

討
 

シ
ョ
ー

トス
テ

イ
 

シ
ョ
ー

トス
テ

イ
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一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数

 

○
 

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

に
つ

い
て

は
、
平

成
2
3
年

度
実

績
で

2
.7

倍
（
5
,6

0
1
人

）
と

な
っ

て
い

る
。
（目

標
は

４
倍

。
割

合
は

、
平

成
1
7
年

度
実

績
（
2
,3

7
9
人

）
で

除
し

た
値

）
 

○
 

平
成

2
2
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
の

利
用

者
数

の
増

加
数

（
約

2
,0

0
0
人

）
か

ら
推

計
す

る
と

、
平

成
2
6
年

度
で

は
目

標
で

あ
る

４
倍

を
達

成
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。
 

○
 

数
値

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

平
成

2
2
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
の

実
績

（
約

2
,0

0
0
人

）
を

基
に

、
平

成
2
4
年

度
を

基
準

と
し

て
、
平

成
2
9
年

度
末

ま
で

に
平

成
2
4
年

度
実

績
の

２
倍

以
上

と
設

定
。
 

3
,3

7
6

  
3

,9
6

0
  

4
,6

1
0

  

6
,5

0
1

  

8
,5

0
1

  

1
0

,5
0

1
  

1
2

,5
0

1
  

1
4

,5
0

1
  

1
6

,5
0

1
  

1
8

,5
0

1
  

0

5
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
5

,0
0

0

2
0

,0
0

0

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
数

の
推

移
 

H
2
2
～

H
2
3
年

度
の

利
用

者
数

の
増

加
数

→
約

2
,0

00
人

 

H
2
4
年

度
以

降
、

毎
年

2,
00

0人
増

加
す

る
も

の
と

し
て

推
計

 

H
2
4
か

ら
H

2
9
に

お
け

る
一

般
就

労
移

行
者

の
伸

び
 

8
,5

0
1
人

/1
8,

5
0
1人

＝
2
.1

8≒
２

倍
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就
労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
者
数

 

○
 

新
し

い
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
福

祉
施

設
を

利
用

し
て

い
る

障
害

者
等

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
を

推
進

す
る

た
め

、
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

に
関

す
る

目
標

を
設

定
す

る
。
 

○
 

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

就
労

移
行

支
援

事
業

の
利

用
者

の
平

均
の

伸
び

率
約

1
4
％

（平
成

2
0
年

度
か

ら
平

成
2
4
年

度
）を

基
に

、
平

成
2
9
年

度
末

ま
で

に
平

成
2
5
年

度
と

比
較

し
て

６
割

以
上

増
加

さ
せ

る
こ

と
を

目
指

す
も

の
と

し
て

設
定

。
 

1
5

,9
6

9
  

1
9

,2
9

2
  

2
0

,4
1

3
  

2
3

,5
5

5
  

2
6

,4
2

6
  

3
0

,0
0

7
  

3
4

,0
7

3
  

3
8

,6
9

0
  

4
3

,9
3

2
  

4
9

,8
8

5
  

0

1
0

,0
0

0

2
0

,0
0

0

3
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

5
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

H
2

0
H

2
1

H
2

2
H

2
3

H
2

4
H

2
5

H
2

6
H

2
7

H
2

8
H

2
9

就
労

移
行

支
援

事
業

の
利

用
者

数
の

推
移

 

H
2
0
～

H
2
4
年

度
の

伸
び

率
の

平
均

→
約

1
4
％

 

H
2
5
年

度
以

降
、

1
4％

増
加

す
る

も
の

と
し

て
推

計
 

H
2
5
か

ら
H

2
9
に

お
け

る
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

の
伸

び
 

3
0
,0

0
7
人

/
49

,8
85

人
＝

0.
6
0
2≒

６
割
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就
労
移
行
支
援
の
事
業
所
ご
と
の
就
労
移
行
率

 

○
 

新
し

い
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
福

祉
施

設
を

利
用

し
て

い
る

障
害

者
等

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
を

推
進

す
る

た
め

、
就

労
移

行
支

援
事

業
所

に
お

け
る

就
労

移
行

率
に

関
す

る
目

標
を

設
定

す
る

。
 

○
 

目
標

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

就
労

移
行

率
3
0
％

以
上

で
あ

る
就

労
移

行
支

援
事

業
所

の
平

均
の

伸
び

率
約

2
.6

％
（平

成
1
9
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
）を

基
に

、
就

労
移

行
率

が
3
0
％

以
上

で
あ

る
就

労
移

行
支

援
事

業
所

を
、

平
成

2
9
年

度
末

ま
で

に
全

体
の

５
割

以
上

と
す

る
こ

と
を

目
指

す
も

の
と

し
て

設
定

。
 

 
※

 
「就

労
移

行
率

」は
、

あ
る

年
度

４
月

１
日

時
点

の
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

の
う

ち
当

該
年

度
中

に
一

般
就

労
へ

移
行

し
た

者
の

割
合

。
 

1
6

.7
  

1
7

.8
  

1
8

.8
  

2
6

.0
  

2
7

.1
  

2
9

.7
  

3
2

.3
  

3
4

.9
  

3
7

.5
  

4
0

.1
  

4
2

.7
  

8
3

.4
  

8
2

.2
  

8
1

.1
  

7
4

.0
  

7
2

.9
  

7
0

.3
  

6
7

.7
  

6
5

.0
  

6
2

.4
  

5
9

.8
  

5
7

.2
  

0
.0

2
5

.0

5
0

.0

7
5

.0

1
0

0
.0

H
1

9
H

2
0

H
2

1
H

2
2

H
2

3
H

2
4

H
2

5
H

2
6

H
2

7
H

2
8

H
2

9

就
労

移
行

支
援

事
業

の
就

労
移

行
率

の
割

合
の

推
移

 
3

0
%

以
上

 
3

0
%

未
満

 

H
1
9
～

H
2
3
年

度
の

移
行

率
3
0
％

以
上

で
あ

る
事

業
所

の
伸

び
率

の
平

均
→

約
2
.6

％
 

H
2
4
年

度
以

降
、

2
.6

％
増

加
す

る
も

の
と

し
て

推
計

 

≒
５

割
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
数
値
目
標
の
実
績
に
つ
い
て

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

地
域

生
活

移
行

者
 

1
3
.3

％
 

(1
9
,4

3
0
人

) 
1
6
.6

％
 

(2
4
,2

7
7
人

) 
2
1
.8

％
 

(3
1
,8

1
3
人

) 
1
4
.5

％
 

(2
1
,1

2
9
人

) 
2
3
.6

％
 

(3
4
,5

2
6
人

) 
2
5
.2

％
 

(3
6
,7

6
4
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

入
所

者
の

削
減

 
3
.5

％
 

(5
,1

4
6
人

) 
4
.5

％
 

(6
,5

6
2
人

) 
8
.9

％
 

(1
3
,0

3
3
人

) 
8
.4

％
 

(1
2
,1

8
6
人

) 
1
0
.5

％
 

(1
5
,3

1
2
人

) 
1
5
.4

％
 

(2
2
,4

9
1
人

) 

（
１
）
福

祉
施

設
の

入
所

者
の

地
域

生
活

へ
の

移
行

 
①

 地
域

生
活

移
行

者
 

②
福

祉
施

設
入

所
者

の
削

減
 

（参
考

）
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

１
年

未
満

入
院

者
の

平
均

退
院

率
 

7
1
.2

％
 

7
1
.4

％
 

（精
査

中
） 

7
5
.1

％
 

（
２
）
入

院
中

の
精

神
障

害
者

の
地

域
生

活
へ

の
移

行
 

①
１
年

未
満

入
院

者
の

平
均

退
院

率
 

（参
考

） 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
4
 

H
2
4
目

標
 

５
年

以
上

入
院

か
つ

6
5
歳

以
上

の
者

の
退

院
者

数
 

９
千

人
～

１
万

人
 

1
0
,1

4
0
人

 
1
万

8
0
0
人

～
1
万

2
,0

0
0
人

 

②
５
年

以
上

入
院

か
つ

6
5
歳

以
上

の
者

の
退

院
者

数
 

※
 割

合
は

、
H
1
7
.1

0
.１

入
所

者
（1

4
5
,9

1
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 H

2
2
ま

で
は

H
1
7
.1

0
.１

か
ら

各
年

1
0
.1

ま
で

の
累

計
。
H
2
3
及

び
H
2
4
は

各
年

度
３
月

末
ま

で
の

累
計

 

※
 割

合
は

、
H
1
7
.1

0
.１

入
所

者
（1

4
5
,9

1
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 H

2
2
ま

で
は

各
年

1
0
.1

時
点

の
数

値
、
H
2
3
及

び
H
2
4
は

各
年

度
３
月

末
時

点
の

数
値

 

※
 H

2
4
の

数
値

に
は

、
速

報
値

か
つ

平
成

2
4
年

6
月

中
の

退
院

者
数

を
1
2
倍

し
て

算
定

し
た

推
計

値
 

※
 「

H
2
6
目

標
」は

、
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
に

計
上

さ
れ

て
い

る
数

値
の

平
仄

が
と

れ
て

い
な

い
た

め
、
患

者
調

査
か

ら
推

計
し

た
値

を
記

載
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第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

利
用

者
の

一
般

就
労

へ
の

移
行

者
 

1
.7

倍
 

(3
,9

6
0
人

) 
1
.9

倍
 

(4
,6

1
0
人

) 
2
.7

倍
 

(6
,5

0
1
人

) 
4
.0

倍
 

(9
,5

0
2
人

) 
（集

計
中

） 
4
.2

倍
 

(1
0
,0

8
0
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

①
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
 

1
9
,4

7
0
人

 
2
0
,6

0
3
人

 
2
3
,7

1
6
人

 
2
9
,9

6
0
人

 
2
6
,6

0
7
人

 
3
6
,8

8
3
人

 

②
福

祉
施

設
利

用
者

 
2
8
2
,6

6
6
人

 
3
4
3
,7

7
4
人

 
4
2
2
,4

2
2
人

 
3
9
9
,6

5
5
人

 
4
8
5
,8

7
3
人

 
4
5
2
,6

4
8
人

 

①
/
②

の
割

合
 

6
.9

％
 

6
.0

％
 

5
.6

％
 

7
.5

％
 

5
.5

％
 

8
.1

％
 

（
３
）
福

祉
施

設
か

ら
一

般
就

労
へ

の
移

行
等

 

①
福

祉
施

設
利

用
者

の
一

般
就

労
へ

の
移

行
者

 

②
就

労
移

行
支

援
事

業
の

利
用

者
数

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

①
就

労
継

続
支

援
A
型

 
8
,9

5
5
人

 
1
3
,1

0
4
人

 
1
9
,3

3
3
人

 
1
5
,1

4
6
人

 
2
7
,4

0
4
人

 
2
6
,7

9
4
人

 

②
就

労
継

続
支

援
B
型

 
7
7
,4

3
2
人

 
1
0
2
,5

2
1
人

 
1
3
8
,6

4
4
人

 
1
1
8
,2

8
7
人

 
1
6
6
,3

6
1
人

 
1
5
8
,1

0
3
人

 

③
 
①

＋
②

 
8
6
,3

8
7
人

 
1
1
5
,6

2
5
人

 
1
5
7
,9

7
7
人

 
1
3
3
,4

3
3
人

 
1
9
3
,7

6
5
人

 
1
8
4
,8

9
7
人

 

①
/
③

の
割

合
 

1
0
.4

％
 

1
1
.3

％
 

1
2
.2

％
 

1
1
.4

％
 

1
4
.1

％
 

1
4
.5

％
 

③
就

労
継

続
支

援
A
型

の
利

用
者

数
 

※
 割

合
は

、
H
1
7
年

度
実

績
（
2
,3

7
9
人

）で
除

し
た

数
 

※
 福

祉
施

設
：生

活
介

護
、
自

立
訓

練
、
就

労
移

行
支

援
、
就

労
継

続
支

援
（
H
2
3
ま

で
は

身
体

障
害

者
更

生
施

設
等

の
旧

体
系

サ
ー

ビ
ス

を
含

む
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

福
祉

施
設

利
用

者
の

就
職

件
数

 
4
,3

7
6
人

 
5
,7

6
2
人

 
6
,6

8
9
人

 
7
,5

6
5
人

 
7
,4

0
6
人

 
7
,7

7
2
人

 

④
公

共
職

業
安

定
所

経
由

に
よ

る
福

祉
施

設
利

用
者

の
就

職
件

数
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第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

委
託

訓
練

事
業

受
講

者
 

1
5
.5

％
 

(6
1
5
人

) 
1
5
.9

％
 

(7
3
5
人

) 
1
0
.5

％
 

(6
8
0
人

) 
2
9
.4

％
 

(2
,7

9
4
人

) 
-
％

 
(8

3
9
人

) 
2
8
.0

％
 

(2
,8

2
4
人

) 

⑤
障

害
者

の
態

様
に

応
じ

た
多

様
な

委
託

訓
練

事
業

の
受

講
者

数
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
試

行
雇

用
事

業
の

開
始

者
 

5
7
.1

％
 

(2
,2

6
4
人

) 
5
7
.1

％
 

(2
,6

3
4
人

) 
4
5
.4

％
 

(2
,9

5
4
人

) 
4
9
.4

％
 

(4
,6

9
0
人

) 
（集

計
中

）
 

4
8
.2

％
 

(4
,8

6
0
人

) 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

職
場

適
応

援
助

者
に

よ
る

支
援

対
象

者
 

2
1
.1

％
 

(8
3
5
人

) 
2
1
.7

％
 

(1
,0

0
0
人

) 
1
7
.8

％
 

(1
,1

5
6
人

) 
4
9
.3

％
 

(4
,6

8
0
人

) 
（集

計
中

）
 

4
5
.8

％
 

(4
,6

1
4
人

) 

⑥
障

害
者

試
行

雇
用

事
業

の
開

始
者

数
 

⑦
職

場
適

応
援

助
者

に
よ

る
支

援
対

象
者

数
 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
の

支
援

対
象

者
 

6
0
.9

％
(2

,4
1
1
人

) 
6
0
.1

％
(2

,7
6
9
人

) 
5
0
.9

％
(3

,3
0
7
人

) 
8
8
.0

％
(8

,3
5
9
人

) 
-
％

 
(4

,7
5
6
人

) 
8
9
.0

％
(8

,9
7
3
人

) 

⑧
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

の
支

援
対

象
者

数
 第

２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
3
目

標
 

H
2
4
 

H
2
6
目

標
 

障
害

者
就

業
・生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

数
 

2
4
7
ヶ

所
 

2
7
2
ヶ

所
 

3
1
3
ヶ

所
 

3
0
8
ヶ

所
 

3
1
8
ヶ

所
 

3
2
3
ヶ

所
 

⑨
障

害
者

就
業

・生
活

支
援

セ
ン

タ
ー

の
拡

充
 

※
 割

合
は

、
各

年
度

の
一

般
就

労
移

行
者

数
で

除
し

た
数
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第
３
期
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
実
績
に
つ
い
て

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

時
間

）
 

見
込

 
3
8
4
.4

 
4
2
5
.7

 
4
8
2
.1

 
5
5
0
.2

 
6
0
3
.8

 
6
5
7
.2

 

実
績

 
3
6
6
.0

 
3
9
4
.5

 
4
6
2
.3

 
4
9
4
.4

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
2
.6

 
1
3
.8

 
1
5
.1

 
1
8
.8

 
2
0
.5

 
2
2
.4

 

実
績

 
1
1
.9

 
1
3
.2

 
1
5
.9

 
1
7
.4

 
-
 

-
 

（
１
）
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

（
居

宅
介

護
、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

、
行

動
援

護
、
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
）
 

①
生

活
介

護
 

（
２
）
日

中
活

動
系

サ
ー

ビ
ス

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
0
4
.9

 
2
6
2
.8

 
3
8
0
.0

 
4
6
8
.8

 
4
9
0
.6

 
5
1
2
.9

 

実
績

 
2
1
3
.7

 
2
7
5
.4

 
4
0
0
.5

 
4
7
6
.2

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
0
.8

 
1
3
.7

 
1
8
.9

 
2
4
.1

 
2
5
.2

 
2
6
.4

 

実
績

 
1
1
.2

 
1
4
.3

 
2
0
.3

 
2
4
.5

 
-
 

-
 

②
自

立
訓

練
（機

能
訓

練
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
5
.0

 
6
.3

 
9
.2

 
5
.6

 
6
.2

 
6
.8

 

実
績

 
3
.1

 
3
.3

 
3
.5

 
3
.6

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.4

 
0
.4

 
0
.6

 
0
.4

 
0
.4

 
0
.5

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.3

 
0
.3

 
-
 

-
 

※
同

行
援

護
は

、
H
2
3
か

ら
計

上
 

■
以

下
の

表
内

に
お

け
る

「
見

込
」
は

、
都

道
府

県
障

害
福

祉
計

画
に

計
上

さ
れ

て
い

る
数

値
の

合
計

 
■

「
見

込
」
は

１
月

分
の

数
値

、
「
実

績
」
は

各
年

度
３
月

の
１
月

分
の

数
値
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④
就

労
移

行
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
3
9
.8

 
4
7
.4

 
6
0
.5

 
5
4
.8

 
6
2
.4

 
7
0
.2

 

実
績

 
3
6
.5

 
3
6
.7

 
4
2
.0

 
4
5
.6

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
2
.0

 
2
.4

 
3
.0

 
3
.0

 
3
.4

 
3
.9

 

実
績

 
1
.9

 
2
.1

 
2
.4

 
2
.7

 
-
 

-
 

⑤
就

労
継

続
支

援
A
型

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
1
8
.3

 
2
3
.5

 
3
2
.3

 
4
1
.9

 
4
8
.8

 
5
6
.9

 

実
績

 
1
8
.2

 
2
5
.9

 
3
8
.1

 
5
3
.2

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.9

 
1
.1

 
1
.5

 
2
.1

 
2
.5

 
2
.9

 

実
績

 
0
.9

 
1
.3

 
1
.9

 
2
.7

 
-
 

-
 

③
自

立
訓

練
（生

活
訓

練
）
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
1
.7

 
2
7
.3

 
3
9
.1

 
2
5
.4

 
2
7
.6

 
2
9
.8

 

実
績

 
1
6
.3

 
1
7
.4

 
2
2
.2

 
3
2
.3

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
.2

 
1
.5

 
3
.8

 
1
.4

 
1
.6

 
1
.7

 

実
績

 
0
.9

 
1
.0

 
1
.2

 
1
.8

 
-
 

-
 

⑥
就

労
継

続
支

援
B
型

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
1
3
4
.5

 
1
7
0
.5

 
2
3
4
.8

 
2
8
1
.1

 
2
9
9
.3

 
3
1
8
.1

 

実
績

 
1
4
0
.8

 
1
7
8
.1

 
2
4
3
.8

 
2
8
2
.5

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
7
.1

 
9
.0

 
1
1
.8

 
1
5
.6

 
1
6
.6

 
1
7
.7

 

実
績

 
7
.7

 
1
0
.3

 
1
3
.9

 
1
6
.6

 
-
 

-
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⑦
療

養
介

護
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
0
.3

 
0
.3

 
0
.7

 
1
.5

 
1
.6

 
1
.6

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.2

 
1
.9

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
0
.3

 
0
.3

 
0
.7

 
1
.5

 
1
.6

 
1
.6

 

実
績

 
0
.2

 
0
.2

 
0
.2

 
1
.9

 
-
 

-
 

⑧
短

期
入

所
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

量
（万

人
日

）
 

見
込

 
2
2
.0

 
2
4
.2

 
2
8
.0

 
2
8
.0

 
3
0
.6

 
3
3
.3

 

実
績

 
1
9
.9

 
2
1
.0

 
2
3
.5

 
2
5
.7

 
-
 

-
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
3
.2

 
3
.6

 
4
.0

 
4
.0

 
4
.4

 
4
.8

 

実
績

 
2
.7

 
2
.8

 
3
.2

 
3
.5

 
-
 

-
 

①
共

同
生

活
援

助
・共

同
生

活
介

護
 

（
３
）
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
5
.9

 
6
.8

 
8
.3

 
8
.2

 
9
.1

 
1
0
.0

 

実
績

 
5
.6

 
6
.3

 
7
.2

 
8
.2

 
-
 

-
 

②
施

設
入

所
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 
第

３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
6
.0

 
8
.1

 
1
2
.9

 
1
3
.6

 
1
3
.4

 
1
3
.2

 

実
績

 
5
.2

 
7
.1

 
1
1
.1

 
1
3
.4

 
-
 

-
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①
相

談
支

援
 

（
４
）
相

談
支

援
 

第
２
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
1
.6

 
2
.1

 
2
.9

 

実
績

 
0
.3

 
0
.4

 
0
.4

 

②
計

画
相

談
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
7
.0

 
1
2
.7

 
1
9
.5

 

実
績

 
2
.6

 
-
 

-
 

③
地

域
移

行
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
6
,4

3
1
 

7
,6

3
4
 

8
,9

6
0
 

実
績

 
5
4
7
 

-
 

-
 

④
地

域
定

着
支

援
 

第
３
期

障
害

福
祉

計
画

 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

利
用

者
（万

人
）
 

見
込

 
8
,1

8
9
 

1
1
,1

2
9
 

1
3
,6

4
8
 

実
績

 
1
,2

8
2
 

-
 

-
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障
害
福
祉
計
画
策
定
に
係
る
実
態
調
査
及
び

 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル

 

（
案
）

 
 

                

平
成

2
6
年
○
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 目
次

 

 Ⅰ
．
障
害
者
等
の
実
態
調
査
に
つ
い
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 Ⅰ
．
障
害
者
等
の
実
態
調
査
に
つ
い
て

 

 １
．

 
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
必
要
性
と
調
査
の
方
法

 
 （
１
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
の
必
要
性

 

○
 
障
害
者
又
は
障
害
児
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
送
る

た
め
に
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
充
実
さ
せ
、
障
害
者
の
生
活
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
市
町
村
・
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

1
2

3
号
。
以
下
「
障

害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の

他
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画
（
障
害
福
祉
計
画
。
以

下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
平
成

2
5
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
計
画
を
作

成
す
る
に
あ
た
り
、
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
や
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情

（
以
下
「
障
害
者
等
の
実
態
」
と
い
う
。
）
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘

案
し
、
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

 

          （
２
）
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査

 

○
 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
手
帳
の
所
持
者
や
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
利
用
実
績
な
ど
、
既
存
の
情
報
で
把
握
が
可
能
な
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
生
活
の
状

況
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
の
よ
う
に
、
当
該
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
わ
な
け

れ
ば
把
握
で
き
な
い
内
容
も
あ
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
策
定
の
際
、
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
障
害
当
事
者
や
障

害
者
団
体
等
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
主
に
ア
ン
ケ
ー

○
障
害
者
総
合
支
援
法
（
抜
粋
）

 

(市
町
村
障
害
福
祉
計
画

) 

第
8

8
条

 
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の
他
こ

の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画

(以
下
「
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。
)

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
～
４

 
略

 

５
 
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
障
害
者
等
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る

環
境
そ
の
他
の
事
情
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
市
町
村
障
害

福
祉
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

2
 

 

ト
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
そ
の
た
め
、
本
項
目
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
内
容
や
調
査
票
の
作

成
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
等
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
ま
す
。

 

■
実
態
調
査
の
実
施
状
況
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
１
（

3
4
頁
）
を
参
照
）

 

  

2
．

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
作
成
等
の
ポ
イ
ン
ト

 
 （
１
）
調
査
の
流
れ

 
○

 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
場
合
の
流
れ
と
し
て
は
、

①
計
画
の
作
成
に
あ
た
り
調
査
で
ど
の
よ
う
な
内
容
を
把
握
す
る
の
か
を
整
理
し
、
②
そ
の
上

で
調
査
の
対
象
者
を
選
定
し
た
後
、
③
調
査
票
の
設
計
を
行
い
、
④
作
成
し
た
調
査
票
に
基
づ

き
調
査
を
実
施
し
、
⑤
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
・
評
価
と
計
画
へ
の
反
映
の
検
討
を
行
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

（
調
査
の
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
                 （
２
）
調
査
内
容
の
整
理

 
○

 
障
害
者
等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
場
合
に
は
、
地
域
に
お
け

る
課
題
等
を
踏
ま
え
、
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
内
容
を
把
握
す
る
か
等
の
目
的
を

整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
目
的
と
し
て
、
例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
が
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
を
超
過
し

て
お
り
そ
の
要
因
を
把
握
し
た
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
現
在
、
障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
が

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
方
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
確
認
す
る
調
査
項

調 査 内 容 の 整 理
 

対 象 者 の 選 定
 

調 査 票 の 設 計
 

調 査 の 実 施
 

調 査 結 果 の 集 計 ・ 分

析 ・ 評 価 、 計 画 へ の

反 映 の 検 討  

事
前
に
計
画
の
策

定
に
あ
た
り
ど
の

よ
う
な
内
容
を
把

握
し
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
計
画
に

反
映
し
て
い
く
か

等
の
整
理
を
行
う

 

調
査
の
目
的
に
照

ら
し
、
調
査
の
対

象
者
を
ど
う
す
る

か
の
検
討
を
行
う

 

調
査
票
の
種
類

（
同
一
と
す
る

か
、
複
数
と
す
る

か
）
や
、
調
査
項

目
の
内
容
の
検
討

を
行
う

 

作
成
し
た
調
査
票

に
基
づ
く
調
査
の

実
施

 

ク
ロ
ス
集
計
を
用

い
た
調
査
結
果
の

分
析
、
計
画
へ
ど

う
反
映
し
て
い
く

か
の
検
討
を
行
う
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目
を
設
け
る
こ
と
や
、
福
祉
施
設
等
の
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
意
向
を
確
認
し
た
い
場
合
に

は
、
調
査
の
項
目
と
し
て
今
後
地
域
で
生
活
す
る
意
向
が
ど
の
程
度
あ
る
か
を
確
認
す
る
項
目

を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
目
的
に
よ
っ
て
は
、
調
査
の
対
象
者
や
調
査
票
の
設
計
に
大
き
な
影
響
が
出
る
た
め
、

計
画
の
策
定
に
必
要
な
情
報
が
全
て
網
羅
で
き
る
よ
う
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

 

 （
３
）
対
象
者
の
選
定
等

 
○

 
調
査
の
対
象
者
を
検
討
す
る
際
に
は
、
自
治
体
で
所
持
し
て
い
る
情
報
等
も
踏
ま
え
て
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
主
に
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
を
対
象
と
し
て
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
手
帳
の
所
持
者

以
外
に
も
、
難
病
患
者
や
発
達
障
害
者
、
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
方
に
対
し
て
調
査
を
実
施
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
障
害
者
団
体
、
特
別
支
援
学
校
等
の
協
力
を
得
て

調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
方
法
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
全
数
調
査
（
悉
皆
調
査
）
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま

れ
ま
す
が
、
費
用
や
時
間
等
の
面
か
ら
抽
出
調
査
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

抽
出
調
査
で
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
帳
所
持
者
か
ら
で
き
る
だ
け
同
じ
割
合
で

抽
出
す
る
こ
と
や
、
抽
出
す
る
対
象
者
の
選
定
が
恣
意
的
に
な
ら
な
い
よ
う
工
夫
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
３
（

3
5
頁
）
を
参
照
）

 

 

※
抽
出
調
査
に
お
け
る
対
象
者
の
選
定
方
法
の
例
（
等
間
隔
法
に
よ
る
抽
出
）

 

○
 
抽
出
調
査
で
は
、
対
象
者
を
無
作
為
に
選
ぶ
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
方
法
と

し
て
は
、
等
間
隔
法
が
よ
く
利
用
さ
れ
ま
す
。
等
間
隔
法
と
は
、
母
集
団
の
中
か
ら
一
定
の

法
則
に
よ
り
対
象
者
を
抽
出
す
る
方
法
で
す
。

 

○
 
例
え
ば
、
「
Ａ
市
の
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
」
（

5
,0

0
0
人
）
の
う
ち
、

2
0

0
人
に
対

し
て
調
査
を
行
う
場
合
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
の
台
帳
か
ら
、
調
査
の
対
象
者
数
で
あ

る
2

0
0
人
が
抽
出
さ
れ
る
よ
う
、
適
当
に
選
ん
だ
起
点
か
ら
等
間
隔
に
抽
出
を
行
い
ま
す
。
 

○
 
こ
の
場
合
、
起
点
が

1
0
番
目
と
す
る
と
、

1
0
、

3
5
、

6
0
・
・
・

4
,9

6
0
、

4
,9

8
5
と
、

2
5
（

5
0

0
0
人
÷

2
0

0
人
）
の
間
隔
で
番
号
を
選
び
、
対
象
者
を
抽
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

 

 ※
個
人
情
報
保
護
条
例
と
の
関
係

 
 
○

 
調
査
の
対
象
者
が
、
例
え
ば
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
等
の
場
合
で
、
保
有

し
て
い
る
個
人
情
報
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
各
自
治
体
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
条
例
上

の
手
続
等
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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 （
４
）
調
査
票
の
設
計

 

 ①
 調

査
票
の
設
計
の
ポ
イ
ン
ト

 

○
 
調
査
票
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者
等
の
実
態
が
可
能
な
限
り
正
確
に
把
握
で
き
る
こ

と
に
加
え
、
回
収
率
等
の
向
上
の
た
め
に
も
調
査
の
内
容
が
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
等
の

工
夫
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

 

（
調
査
票
の
構
成
等
の
ポ
イ
ン
ト
）

 
 

 ＜
全
体
＞

 

・
 
調
査
目
的
に
照
ら
し
て
、
質
問
項
目
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
目
的
達
成
の
た

め
に
必
要
な
項
目
が
過
不
足
な
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
）

 

・
 
質
問
項
目
の
流
れ
が
全
体
と
し
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
る
こ
と
（
年
齢
や
性
別
等
の
簡
単
に
回

答
で
き
る
質
問
項
目
か
ら
始
め
る
、
難
し
い
質
問
が
続
く
よ
う
な
箇
所
が
な
い
よ
う
に
す
る

な
ど
）

 

・
 
文
字
の
大
き
さ
や
質
問
項
目
の
配
置
の
仕
方
な
ど
、
調
査
票
が
読
み
や
す
い
も
の
に
な
っ

て
い
る
こ
と
（
わ
か
り
に
く
い
箇
所
は
質
問
の
順
番
を
矢
印
で
示
す
な
ど
、
視
覚
的
に
見
や

す
く
す
る
な
ど
）

 

・
 
回
答
者
の
立
場
や
調
査
時
点
な
ど
、
条
件
を
き
ち
ん
と
示
し
て
い
る
こ
と
（
対
象
者
の
代

理
者
が
回
答
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
そ
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
回
答
す
る
の
か
、
年

齢
や
経
験
な
ど
を
問
う
場
合
は
い
つ
の
時
点
か
な
ど
の
条
件
を
は
っ
き
り
と
記
載
）

 

・
 
対
象
者
の
選
定
方
法
、
個
人
情
報
の
保
護
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
活
用
方
法
な
ど
に
つ
い

て
明
記
し
、
回
答
者
に
不
安
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

 

＜
項
目
の
設
計
＞

 

・
 
質
問
の
回
答
方
法
（
回
答
す
べ
き
選
択
肢
の
数
な
ど
）
、
記
入
方
法
が
正
し
く
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と

 

・
 
質
問
文
に
、
わ
か
り
に
く
い
専
門
用
語
、
あ
い
ま
い
な
表
現
、
配
慮
を
欠
く
表
現
な
ど
が

な
い
こ
と

 

・
 

1
つ
の
質
問
で
で
き
る
だ
け

1
つ
の
事
柄
を
聞
く
こ
と
（

1
つ
の
質
問
で
複
数
の
事
柄
を
聞

か
な
い
）

 

・
 
回
答
選
択
肢
は
、
回
答
と
な
り
得
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
重
複
な
く
網
羅
し
て
い
る
こ
と
（
完

全
に
網
羅
で
き
な
い
場
合
は
選
択
肢
に
「
そ
の
他
」
を
必
ず
加
え
る
、
ま
た
、
「
わ
か
ら
な

い
」
な
ど
の
選
択
肢
も
適
宜
追
加
し
、
回
答
し
や
す
い
配
慮
を
す
る
）

 

・
 
回
答
者
を
特
定
の
回
答
に
誘
導
す
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
な
い
こ
と

 

＜
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
内
容
＞

 

・
 
調
査
票
の
す
べ
て
の
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
る
こ
と
（
漢
字
の
読
み
が
困
難
な
障
害
者
へ
の

－76－
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配
慮
）

 

・
 
点
字
や
音
声
コ
ー
ド
に
よ
る
調
査
票
を
作
成
す
る
こ
と
（
視
覚
障
害
者
へ
の
配
慮
）

 

・
 
必
要
に
応
じ
て
、
相
手
方
に
出
向
き
個
別
に
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と
（
調
査
票
へ
の
記
入

が
困
難
な
障
害
者
へ
の
配
慮
）

 

・
 
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
、
調
査
に
関
す
る
説
明
会
等
を
開
催
す
る
な
ど
、
事
前
に
周
知

を
し
て
お
く
（
配
慮
事
項
等
に
つ
い
て
意
見
等
を
聞
く
こ
と
で
、
回
収
率
の
向
上
に
も
つ
な

が
る
）

 
 

 ②
調
査
票
の
種
類

 

○
 
調
査
票
を
設
計
す
る
際
に
は
、
調
査
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
計
画
に
反
映
し
て
い
く
か
を
基

本
と
し
て
、
調
査
の
項
目
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
調
査
の
項
目
の
検
討
に
あ
た
り
、

調
査
票
を
障
害
種
別
ご
と
に
作
成
す
る
の
か
に
よ
っ
て
、
調
査
票
の
項
目
の
設
計
が
異
な
り
ま

す
。

 

○
 
調
査
票
を
同
一
と
す
る
場
合
で
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
共
通
の
項
目
で
構
成
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
、
特
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
の
項
目
（
「
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

に
お
聞
き
し
ま
す
」
等
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調
査
票
が
単
一
で
あ
る
た
め
、

調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
が
行
い
や
す
く
な
り
ま
す
が
、
障
害
種
別
等
に
応
じ
た
特
性
も
細
か

く
把
握
す
る
場
合
、
項
目
数
が
多
く
な
り
、
回
答
者
に
と
っ
て
煩
雑
化
し
や
す
く
な
る
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

○
 
複
数
の
種
類
の
調
査
票
と
す
る
場
合
で
は
、
主
に
障
害
種
別
ご
と
の
特
性
を
把
握
す
る
た
め

の
項
目
で
構
成
さ
れ
る
た
め
、
調
査
項
目
の
構
成
が
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
な
り
ま
す
が
、
調

査
票
が
障
害
種
別
ご
と
に
異
な
る
た
め
、
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

○
 
い
ず
れ
の
方
法
に
も
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
た
め
、
一
般
的
な
内
容
に
加
え
て
障

害
種
別
ご
と
の
特
性
も
細
か
く
把
握
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
調
査
結
果
を
分
析
す
る
の
か
等

に
留
意
し
な
が
ら
、
適
切
な
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
複
数
の
障
害
を
持
つ
方
に
つ
い
て
は
、
「
主
た
る
障
害
」
に
つ
い
て
回
答
し
て
い
た

だ
く
の
か
等
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

 ※
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
調
査
票
の
種
類

 

・
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
事
例
で
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
の

調
査
票
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

 

・
 
ま
た
、
複
数
の
調
査
票
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所

持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者
の
調
査
票
は
共
通
と
し
、
難
病
患
者
や
発
達
障

害
を
持
つ
方
に
は
個
別
の
調
査
票
を
作
成
し
て
い
る
事
例
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
け
る
調
査
票
の
構
成
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問
４
－
①
（

3
7
頁
）

を
参
照
）

 

 

 

6
 

  ③
調
査
票
の
項
目

 

○
 
調
査
票
の
項
目
を
検
討
す
る
際
に
は
、
基
本
的
な
情
報
と
し
て
、
年
齢
・
性
別
・
家
族
構
成

に
加
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
反
映
す
る
た
め
の
項
目
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

や
今
後
の
利
用
意
向
等
の
項
目
を
調
査
票
に
盛
り
込
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
票
の
項
目
を
検
討
す
る
際
に
は
、
例
え
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
や
今
後
の
利
用
意

向
等
の
項
目
と
年
齢
や
そ
の
他
の
項
目
と
組
み
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
（
ク
ロ
ス
集
計
）

も
念
頭
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
主
に
共
通
し
て
い
る
調
査
項
目
と
し
て
は
、

下
表
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
下
表
の
項
目
の
他
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
独
自
の
調
査
項
目

を
設
定
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
当
該
項
目
を
基
に
作
成
し
た
調
査
票
の
ひ
な

型
に
つ
い
て
は
、
参
考
資
料
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
障
害
福
祉
計
画
及
び
障
害
者
計
画
を
一
体
と
し
て
作
成
し
て
い
る
自
治
体
が
多
い
た

め
、
下
表
の
調
査
項
目
及
び
調
査
票
の
ひ
な
型
に
は
、
障
害
福
祉
計
画
以
外
の
内
容
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

 

 

（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
主
な
調
査
項
目
）

 
 

分
類

 
項
目

 
内
容
・
利
用
目
的

 

回
答
者

 
調
査
に
回
答
す

る
方
の
属
性

 

・
 
代
理
回
答
を
可
能
と
す
る
場
合
に
回
答
者
の
属
性
（
本

人
、
本
人
の
家
族
、
そ
れ
以
外
）
を
確
認
す
る
項
目

 

性
別
・
年
齢
・

家
族
な
ど

 

年
齢
、
性
別

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
回
答
者
の
年
齢
や
性
別
、
居
住

地
（
地
域
別
の
分
析
を
行
う
場
合
）
等
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
各
項
目
の
ク
ロ
ス
集
計
に
利
用

 

居
住
地

 

世
帯
構
成

 

生
活
動
作
・
介

助
 

日
常
生
活
動
作

の
状
況

 

・
 
生
活
動
作
の
状
況
や
支
援
の
必
要
性
、
介
助
者
の
有

無
・
状
況
等
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
日
常
生
活
に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
の
状
況
や
、
今
後
の

サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

介
助
者
の
状
況

 

障
害
の
状
況

 
手
帳
の
種
類
、

等
級
等

 

・
 
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
所
持
者
の
状
況
と
そ
の
等
級
等
を
確
認
す

る
項
目

 

・
 
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
の
調
査
票
と
す
る
場
合
、

障
害
種
別
ご
と
に
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
を
分
析
す
る
た

め
必
須
の
項
目

 

住
ま
い
や
暮
ら

し
の
状
況

 

現
在
の
住
ま
い

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
家
族
と
同
居
し
て
い
る
の
か
、

福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
項
目

 

地
域
生
活
へ
の

・
 
福
祉
施
設
や
病
院
に
入
所
・
入
院
し
て
い
る
場
合
に

－77－
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意
向

 
地
域
で
生
活
す
る
こ
と
へ
の
意
向
が
あ
る
か
を
確
認
す

る
項
目

 

・
 
地
域
生
活
へ
の
移
行
等
の
目
標
や
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ

等
の
分
析
に
利
用

 

地
域
生
活
を
行

う
た
め
の
支
援

 

・
 
福
祉
施
設
や
病
院
に
入
所
・
入
院
し
て
い
る
場
合
に

地
域
で
生
活
す
る
た
め
に
必
要
と
考
え
て
い
る
支
援
に

つ
い
て
確
認
す
る
項
目

 

・
 
地
域
生
活
へ
の
意
向
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
と
な

る
施
策
等
の
検
討
に
利
用

 

日
中
の
活
動
状

況
や
就
労
の
意

向
 

外
出
の
状
況

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
外
出
頻
度
（
ど
の
程
度
外
出
す

る
か
）
を
確
認
す
る
項
目

 

外
出
時
の
同
伴

者
 

・
 
外
出
時
の
同
伴
者
（
家
族
、
施
設
職
員
等
）
を
確
認

す
る
項
目

 

・
 
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

外
出
の
目
的

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
外
出
時
の
主
な
目
的
（
通
勤
・

通
学
、
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

外
出
時
に
困
る

こ
と

 

・
 
外
出
に
ど
の
よ
う
な
困
難
（
乗
り
降
り
が
困
難
、
段

差
が
多
い
等
）
を
感
じ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
外
出
支
援
の
た
め
に
必
要
と
な
る
施
策
等
の
検
討
に

利
用

 

日
中
の
過
ご
し

方
 

・
 
基
本
属
性
と
し
て
、
働
い
て
い
る
の
か
、
学
校
に
通

っ
て
い
る
か
等
の
状
況
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
障
害
者
の
日
中
の
過
ご
し
方
を
把
握
す
る
た
め
に
利

用
 

勤
務
形
態

 
・

 
働
い
て
い
る
場
合
の
就
労
形
態
（
正
職
員
か
非
常
勤

か
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
就
労
し
て
い
る
障
害
者
の
勤
務
形
態
を
把
握
す
る
た

め
に
利
用

 

就
労
の
意
向

 
・

 
就
労
し
て
い
な
い
場
合
の
就
労
意
向
を
確
認
す
る
項

目
 

・
 
一
般
就
労
へ
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め
に
利
用

 

就
労
支
援

 
・

 
就
労
支
援
に
必
要
な
内
容
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
一
般
就
労
へ
の
移
行
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
と
な

る
施
策
等
の
検
討
に
利
用

 

サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
や
今
後

障
害
程
度
区
分

の
認
定
の
状
況

 

・
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
状
況
（
認
定
を
受
け
て
い
る

か
も
含
め
て
）
を
確
認
す
る
項
目
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の
利
用
意
向

 
・

 
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
の
分
析
に
利
用

 

サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
や
今
後

の
利
用
意
向

 

・
 
現
在
、
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
や
利
用
し
て
い
な

い
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
（
こ
れ
か
ら
も
利
用
し

た
い
、
利
用
を
や
め
た
い
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
の
把
握
の
基
本
情
報
と
し
て
利
用

 

相
談
相
手

 
相
談
す
る
相
手

 
・

 
基
本
属
性
と
し
て
、
相
談
先
の
有
無
と
主
な
相
談
先

（
家
族
、
施
設
職
員
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
相
談
対
応
・
相
談
支
援
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
に

利
用

 

情
報
の
入
手
先

 
・

 
主
な
情
報
の
入
手
方
法
（
新
聞
、
広
報
誌
等
）
を
確

認
す
る
項
目

 

・
 
情
報
の
入
手
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
利
用

 

権
利
擁
護

 
差
別
や
嫌
な
思

い
を
し
た
こ
と

が
あ
る
か

 

・
 
差
別
や
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
の
経
験
の
有
無
に
つ

い
て
確
認
す
る
項
目

 

差
別
や
嫌
な
思

い
を
し
た
場
所

 

・
 
差
別
や
嫌
な
思
い
を
し
た
こ
と
の
内
容
（
職
場
、
外

出
先
等
）
な
ど
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
障
害
や
障
害
者
等
に
関
す
る
普
及
啓
発
先
の
把
握
等

に
利
用

 

成
年
後
見
制
度

 
・

 
成
年
後
見
制
度
の
認
知
状
況
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
成
年
後
見
制
度
の
普
及
が
進
ん
で
い
る
か
の
分
析
に

利
用

 

災
害
時
の
避
難

等
 

災
害
時
に
避
難

で
き
る
か

 

・
 
災
害
時
の
介
助
の
必
要
性
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
一
人
で
避
難
で
き
る
か
ど
う
か
の
状
況
の
分
析
に
利

用
 

近
所
に
助
け
て

く
れ
る
人
は
い

る
か

 

・
 
災
害
時
の
共
助
の
可
能
性
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
周
り
に
避
難
を
支
援
す
る
者
が
い
る
か
ど
う
か
の
状

況
の
分
析
に
利
用

 

災
害
時
に
困
る

こ
と

 

・
 
災
害
時
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
（
治
療
が
受
け

ら
れ
な
い
、
避
難
で
き
な
い
等
）
を
確
認
す
る
項
目

 

・
 
災
害
時
に
お
け
る
不
安
や
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
利
用

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
４
－
③
（

3
9
頁
）
を
参
照
）

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
ひ
な
型
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
３
）
を
参
照
）

 

  （
５
）
配
布
・
回
収
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○
 
調
査
票
の
配
布
・
回
収
は
、
主
に
郵
送
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
特
別
な
事
情
等
が
あ
る
場
合
に

は
、
訪
問
し
て
行
う
こ
と
や
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
間
接
的
に
配
布
・
回
収
を
行
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
郵
送
で
調
査
を
行
う
場
合
、
調
査
対
象
者
が
同
居
の
家
族
や
周
囲
に
障
害
が
あ
る
こ

と
を
隠
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
封
筒
に
「
障
害
者
」
等
の
表
記
は
使
わ
な
い
こ
と
や
、

視
覚
に
障
害
を
持
つ
方
に
郵
送
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
封
筒
の
内
容
物
や
宛
名
等
を
点
字
で
表

記
す
る
な
ど
の
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

  

（
６
）
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析
、
計
画
へ
の
反
映

 
 ①
調
査
結
果
の
集
計
・
分
析

 

○
 
調
査
結
果
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
項
目
ご
と
の
分
析
に
加
え
、
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と

で
、
よ
り
詳
細
な
分
析
も
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
際
に
は
、
年
齢
や
障
害
種
別
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

把
握
し
た
い
情
報
に
応
じ
て
、
各
項
目
と
の
組
み
合
わ
せ
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

  （
ク
ロ
ス
集
計
の
例
①
：
基
本
的
な
ク
ロ
ス
集
計
）

 

○
 
以
下
は
ク
ロ
ス
集
計
の
一
例
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
調
査
結
果
は
目
的
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
分
析
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
た
め
に
は
、
ク
ロ
ス
項
目
と
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
む
設
問

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
調
査
票
設
計
の
段
階
で
項
目
を
組
み
込
ん
で
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 

○
 
例
え
ば
、
居
住
地
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
考
え
る
場
合
に
、
調
査
で
中
学
校
区
し
か
聞
い
て

い
な
い
場
合
、
小
学
校
区
単
位
で
の
ク
ロ
ス
集
計
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
小
学
校
区
単
位

で
の
分
析
が
必
要
と
想
定
さ
れ
る
場
合
は
、
設
問
で
小
学
校
区
別
の
居
住
地
を
聞
く
形
に
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 
 

■
 
障
害
種
別
（
障
害
等
級
）
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
障
害
種
別
に
よ
ら
ず
同
一
の
調
査
票
と
し
た
場
合
は
、
障
害
種
別
の
項
目
と
そ
の
他
の

項
目
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
詳
し
く

分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
複
数
の
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
重
複
障
害
の

方
に
つ
い
て
は
、
各
障
害
に
そ
れ
ぞ
れ
カ
ウ
ン
ト
し
て
集
計
す
る
方
法
、
「
重
複
障
害
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
て
集
計
す
る
方
法
な
ど
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
集
計
を

行
い
ま
す
。

 

○
 
障
害
等
級
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
で
は
、
障
害
の
重
さ
に
よ
る
ニ
ー
ズ
の
違
い
な
ど
の
分

析
、
身
体
障
害
の
種
類
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
で
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
肢
体
不
自
由
、
内
部

障
害
等
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
な
ど
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

1
0
 

 

 

■
 
年
齢
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
よ
り
ニ
ー
ズ
等
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
年

齢
の
項
目
と
そ
の
他
の
項
目
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
層

ご
と
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
分
析
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
年
齢
に
よ
る
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
場
合
に
は
、
障
害
児
（

1
8
歳
未
満
）
、
高
齢
者
（

6
5

歳
以
上
）
、
そ
の
間
の
年
代
（

1
8
～

6
4
歳
）
の
３
区
分
以
上
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
を
行

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 
 ■

 
居
住
形
態
・
世
帯
構
成
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
居
住
形
態
は
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
等
に
大
き
く
影
響
す
る
と
想
定
さ
れ
る
た
め
、
在
宅
・

施
設
の
別
や
、
在
宅
の
場
合
に
は
、
一
般
の
住
宅
に
家
族
と
同
居
、
ひ
と
り
暮
ら
し
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
利
用
等
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
し
、
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
を
分
析
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 
 ■

 
居
住
地
を
利
用
し
た
ク
ロ
ス
集
計

 

○
 
自
治
体
内
に
お
け
る
各
地
域
で
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
等
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
自
治
体
内
で
各
地
域
の
人
口
規
模
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
場

合
に
は
、
単
純
集
計
で
は
人
口
の
大
き
な
地
域
の
状
況
が
よ
り
強
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

 

○
 
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
居
住
地
別
の
ク
ロ
ス
集
計
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
別
の
状
況

を
詳
し
く
見
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

 

（
ク
ロ
ス
集
計
の
例
②
：
サ
ー
ビ
ス
利
用
量
の
推
計
等
に
用
い
る
場
合
）

 

○
 
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
計
画
の
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
に
反
映
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
場

合
に
は
、
単
純
に
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
の
で
は
な
く
、
年
齢

や
障
害
種
別
（
障
害
等
級
）
等
の
項
目
と
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
や
利
用
意
向
等
の
項
目

を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ
せ
、
細
か
い
ク
ロ
ス
集
計
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
で
、
よ
り
実
態
に

近
い
ニ
ー
ズ
量
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
以
下
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
計
画
の
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
に
反
映
す
る
場
合
の

ク
ロ
ス
集
計
の
一
例
を
照
会
し
ま
す
。

 
 

ク
ロ
ス
集
計
の
例

 
内
容

 

「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
の
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」

 

・
 
「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」
の
回
答
だ
け
で
は
、

今
後
、
新
た
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
ど
の
程
度
増
え
る
の

か
を
見
込
む
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 

・
 
そ
の
た
め
、
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用
し
た
い
」
と
し

て
い
る
者
の
中
で
、
「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て

い
る
」
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
意
志
が
あ
る
と
み
な
せ
る
）
、
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か
つ
、
「
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
」
（
新
た

な
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
な
る
と
み
な
せ
る
）
者
を
ク
ロ
ス

集
計
に
よ
り
算
定
し
、
今
後
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
が
増

加
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
す
る
。

 

「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
の
状
況
」

 

×
 

「
サ
ー
ビ
ス
の
今
後
の
利
用
意
向
」

 

×
 

「
介
護
者
の
健
康
状
態
」

 

・
 
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用
し
た
い
」
と
い
う
回
答
の
中

に
は
、
近
い
将
来
に
顕
在
化
す
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
か

ら
、
当
面
の
必
要
性
は
高
く
な
い
も
の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
段
階
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

・
 
そ
の
中
か
ら
、
近
く
顕
在
化
が
想
定
さ
れ
る
量
を
見
込

む
た
め
、
「
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
」

（
現
時
点
で
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
意
志
は
あ
ま
り
な

い
）
、
か
つ
、
「
在
宅
で
家
族
介
護
者
が
お
り
、
健
康
状

態
が
よ
く
な
い
」
（
家
族
介
護
が
困
難
に
な
り
、
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
に
な
る
可
能
性
が
高
い
）
者
を
ク
ロ
ス
集
計
に

よ
り
算
定
し
、
潜
在
的
な
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
が
ど
の
程
度

顕
在
化
す
る
か
を
分
析
す
る
。

 

「
一
般
就
労
希
望
」

 

×
 

「
就
労
訓
練
希
望
」

 

×
 

「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
状
況
」

 

×
 

「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
今

後
の
利
用
意
向
」

 

・
 
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
「
サ
ー
ビ
ス
を
今
後
利
用

し
た
い
」
と
い
う
回
答
の
中
に
は
、
一
般
就
労
を
希
望
す

る
程
度
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。

 

・
 
そ
の
中
か
ら
、
近
く
顕
在
化
が
想
定
さ
れ
る
量
を
見
込

む
た
め
、
「
一
般
就
労
を
希
望
す
る
」
、
か
つ
、
「
就
労

訓
練
を
受
け
た
い
」
、
か
つ
、
「
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
な
い
」
、
か
つ
、
「
今
後
就
労
移
行
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い
」
者
を
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
り

算
定
し
、
潜
在
的
な
サ
ー
ビ
ス
ニ
ー
ズ
が
ど
の
程
度
顕
在

化
す
る
か
を
分
析
す
る
。

 
 

  ②
調
査
結
果
の
障
害
福
祉
計
画
へ
の
反
映

 

○
 
調
査
の
分
析
の
結
果
、
今
後
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
等
の

課
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
に
反
映
し
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
調
査
の
結
果
を
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
に
反
映
す
る
場
合
に
留
意
す
る
こ
と
と
し
て
は
、
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
直
接
反
映
す
る
と
、
見
込
量
と
実
際
の
利
用
量
に
大
幅
な
ず
れ
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ク
ロ
ス
集
計
に
よ
る
分
析
を
通
じ
た
見
込
量
の
算
定
な
ど
を
は
じ

め
、
介
護
者
の
状
況
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
等
を
勘
案
し
た
上
で
、
適
切
な
数
値
を
計
画
に

反
映
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
の
活
用
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
５
（

4
3
頁
）
を
参
照
）

 

 

1
2
 

   

（
調
査
結
果
を
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
に
反
映
し
て
い
る
自
治
体
の
事
例
）

 
 

 ○
見
込
量
へ
反
映
す
る
際
の
考
え
方

 

・
 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目
を
ク
ロ
ス
集
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
を

抽
出
し
、
計
画
の
見
込
量
に
反
映
す
る
。

 

・
 
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
の
高
い
者
」
、
「
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者
」
を
次
の
考
え
方
に
よ
り
、
抽
出
し
て
い
る
。

 
 

○
 
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
の
高
い
者

 

障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
、
居
宅
介
護
の
利
用
状
況
を
「
利
用

し
た
い
が
利
用
で
き
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
で
「
今
後
利

用
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合
を
、
支
給
決
定
者
数
に
掛
け
る
こ
と
で
利

用
者
数
を
推
計

 
 

○
 
居
宅
介
護
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者

 

障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
居
宅
介
護
の
利
用
意
向
を
「
今

後
利
用
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
独
居
」
・

年
齢
で
「

5
0
歳
～

6
4
歳
」
と
回
答
し
て
い
る
者
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
介
護

者
と
同
居
」
・
介
護
者
の
健
康
状
態
で
「
介
護
者
の
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
い
」
と

回
答
し
て
い
る
者
を
、
居
宅
介
護
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者
と
し
、
そ
の
割
合
を

支
給
未
決
定
者
数
に
掛
け
、
潜
在
的
な
利
用
者
の
数
を
推
計

 

 ○
推
計
等
に
使
用
す
る
数
値
（
例
）

 

①
 
直
近
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
は

1
,2

0
0
人
（
直
近
の
伸
び
率
は

1
.1
倍
）

 

②
 
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所
持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

の
う
ち
、
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
決
定
者
は

1
,0

0
0
人

 

③
 
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳
所
持
者
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

の
う
ち
、
サ
ー
ビ
ス
の
支
給
未
決
定
者
は

9
,0

0
0
人
（

1
0

,0
0

0
人
－

1
,0

0
0
人
）

 

④
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
を
「
利
用
し
た
い

が
利
用
で
き
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
で
「
今
後
利
用
し
た
い
」

と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合
は
５
％
（

5
0
人

/1
0

0
0
人
）

 

⑤
 
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
を
「
今
後
利
用

し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
う
ち
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
独
居
」
・
年
齢
で
「

5
0

歳
～

6
4
歳
」
と
回
答
し
て
い
る
者
、
居
住
の
状
況
で
「
在
宅
・
介
護
者
と
同
居
」
・
介
護

者
の
健
康
状
態
で
「
介
護
者
の
健
康
状
態
が
す
ぐ
れ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
割
合

は
２
％
（

2
0
人

/
1

0
0

0
人
）
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   ○
算
出
方
法

 

ａ
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
意
向
の
高
い
者

 
 

1
,0

0
0
人
（
②
）

 
×

 
５
％
（
④
）

 
＝

 
５
０
人
（
⑥
）

 

ｂ
）
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
必
要
性
が
高
い
者

 
 

9
,0

0
0
人
（
③
）

 
×

 
２
％
（
⑤
）

 
＝

 
1

8
0
人
（
⑦
）

 

【
潜
在
ニ
ー
ズ
計
】

 

5
0
人
（
⑥
）

 
＋

 
1

8
0
人
（
⑦
）

 
＝

 
2

3
0
人

 

 ○
見
込
量
へ
の
反
映

 

 
・

 
潜
在
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
ど
の
時
点
で
顕
在
化
す
る
か
不
明
で
あ
る
た
め
、
今
後
３

年
間
の
う
ち
に
顕
在
化
す
る
と
仮
定
し
、
直
近
の
利
用
実
績
か
ら
算
出
し
た
各
年
度
の
サ

ー
ビ
ス
利
用
者
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
。

 

 
平
成
Ａ
年
度

 
平
成
Ｂ
年
度

 
平
成
Ｃ
年
度

 

a
)直

近
の
実
績
か
ら
算
出
し
た
利
用
者
数

 
1

,3
2

0
人

 
1

,4
5

2
人

 
1

,5
9

7
人

 

b
)潜

在
ニ
ー
ズ
の
利
用
者
数
の
平
均

 
7

7
人

 
7

7
人

 
7

6
人

 

合
計
（

a
＋

b
）

 
1

,3
9

7
人

 
1

,5
2

9
人

 
1

,6
7

3
人

 

 
※

a
は
、
例
え
ば
平
成
Ａ
年
度
の
場
合
、

1
,2

0
0
人
×
1
.1
倍
（
①
よ
り
）
で
算
出

 

 
※

b
は
、

2
3

0
人
÷
３
年
で
算
出
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 （
参
考
）
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

 

 
○

 
以
下
で
は
、
主
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
補
完
す
る
目
的
で
実
施
さ
れ
て
い
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

 

 ①
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
概
要

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
予
め
把
握
し
た
い
内
容
を
整
理
し
た
上
で
、
対
面
等
の
方
法
に
よ
り
、

直
接
対
象
者
に
質
問
事
項
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
そ
の
内
容
か
ら
対
象
者
の
状
況
や
意
識
な
ど

を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
限
ら
れ
た
対
象
者
に
対
し
、
個
別
に
調
査
を

行
う
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
個
々
の
対
象
者
の
意
向
な
ど
を
詳

細
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
加
え
、
質
問
の
意
図
等
の
補
足
的
な
説
明
を
そ
の
場
で

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

 ②
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
対
象

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
内
容
を
把
握
す
る
場

合
や
、
母
集
団
の
総
数
が
不
明
又
は
対
象
者
の
抽
出
が
難
し
い
場
合
に
、
主
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、
発
達
障
害
者
や
高
次
脳
機
能
障

害
者
の
方
等
に
対
し
、
障
害
者
団
体
等
を
通
じ
て
行
っ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。

 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
対
象
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
8
（

4
4
頁
）
を
参
照
）

 

 ③
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
方
法

 

○
 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
方
法
と
し
て
は
、
対
象
者
１
人
ず
つ
面
接
を
行
い
個
別
に
意
見
を
聞
く

「
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
と
し
て
行
う
こ
と
や
、
複
数
の
対
象
者
に
同
時
に
意
見
を
聞
く
「
グ
ル

ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
集
団
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
」
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

 

○
 
「
個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
で
は
、
対
象
者
１
人
ひ
と
り
に
話
を
聞
く
た
め
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
場
所

の
調
達
な
ど
が
比
較
的
容
易
に
行
え
ま
す
が
、
１
対
１
で
の
対
面
が
対
象
者
に
と
っ
て
ス
ト
レ

ス
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
で
は
、
複
数
の
対
象
者

に
同
時
に
話
を
聞
く
た
め
、
１
対
１
の
対
面
よ
り
は
ス
ト
レ
ス
が
少
な
く
な
り
ま
す
が
、
人
数

が
多
い
と
会
場
の
確
保
や
１
人
ひ
と
り
の
話
を
聞
く
時
間
が
短
く
な
り
、
詳
細
な
内
容
を
聞
き

取
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

 ④
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
項
目

 

○
 
調
査
の
対
象
者
を
選
定
し
た
後
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
項
目
を
ど
の
よ
う
な
内
容
と
す
る
の
か
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
は
異
な
り
対
面
で
聞
き
取
り
を
行
う
た
め
、
限

ら
れ
た
時
間
内
に
回
答
を
聞
き
取
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
対
象
者
に
は
事
前
に
調
査
の
項
目
を

提
示
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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○
 
ま
た
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
項
目
に
つ
い
て
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
同
様
に
調
査
の
項
目

が
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
よ
う
な
工
夫
や
、
漢
字
に
ル
ビ
を
つ
け
る
こ
と
等
の
配
慮
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
お
け
る
主
な
質
問
項
目
に
つ
い
て
は
、

次
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

 

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
主
な
質
問
項
目
）

 
 

分
類

 
内
容
・
利
用
目
的

 

生
活
の
状
況

 
・

 
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
ま
す
か
（
家
族
と
同
居
、

ひ
と
り
暮
ら
し
等
）

 

・
 
日
常
生
活
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
困
っ
た
時
は
誰
に
相
談
し
て
い
ま
す
か

 

・
 
急
な
体
調
不
良
や
災
害
の
と
き
な
ど
の
心
配
ご
と

 

・
 
仕
事
面
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
ケ
ア

 
・

 
現
在
、
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
何
で
す
か

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
よ
か
っ
た
点
、
改
善
し
て
欲

し
い
点
は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
何
か
困
っ
て
い
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か

 

・
 
医
療
ケ
ア
の
面
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

地
域
の
暮
ら
し

 
・

 
日
々
の
暮
ら
し
に
困
っ
て
い
る
こ
と
や
、
環
境
整
備

が
必
要
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

 

そ
の
他
ご
意
見

 
・

 
行
政
に
期
待
す
る
こ
と
な
ど
、
何
か
ご
意
見
は
あ
り

ま
す
か

 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
ひ
な
型
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
４
）
を
参
照
）

 

 ⑤
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
実
施

 

○
 
調
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
対
象
者
と
調
査
日
時
・
場
所
に
つ
い
て
調
整
の
上
、

事
前
に
調
査
項
目
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
調
査
内
容
の
簡
単
な
説
明
を
行
っ
て
お
く
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
対
象
者
に
介
助
者
等
が
い
る
場
合
は
同
席
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
へ
の
配
慮
等
が
必
要
な
場
合
は
、
事
前
に
本
人
・
介
助
者
等
と
も
十
分
な
調
整
を
行
い
、

手
話
通
訳
や
要
約
筆
記
者
の
手
配
な
ど
、
必
要
な
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。 

■
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
の
活
用
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_問
９
（

4
4
頁
）
を
参
照
）
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 Ⅱ
．
障
害
福
祉
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て

 

 １
．

 
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
等

 

 （
１
）

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性

 

 ①
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
必
要
性
と
法
上
の
規
定

 

○
 
計
画
は
、
障
害
者
の
生
活
に
必
要
な
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
確
保
に
向
け
て
推
進

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
関
係
者
が
目
標
等
を
共
有
し
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
連
携
す
る
と
と
も

に
、
進
捗
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
、
工
夫
・
改
善
を
積
み
重
ね
、
着
実
に
取
組
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
そ
の
た
め
、
作
成
し
た
計
画
に
つ
い
て
は
、
３
年
ご
と
に
そ
の
進
捗
を
把
握
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
定
期
的
に
そ
の
進
捗
を
把
握
し
、
分
析
・
評
価
の
上
、
課
題
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
随

時
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
平
成

2
5
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
に
お
い
て
は
、
計
画
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
定
期
的
に
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
（

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
）
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

 

         

   ②
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
と
は

 

○
 
「
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
・
領
域
に
お
け
る
品
質
改
善
や
業
務
改

善
な
ど
に
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
で
、「
計
画
（

P
la

n
）
」「
実
行
（

D
o
）
」

「
評
価
（

C
h

e
c
k
）
」
「
改
善
（

A
c
t）

」
の
プ
ロ
セ
ス
を
順
に
実
施
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

で
す
。

 

○
障
害
者
総
合
支
援
法
（
抜
粋
）

 

第
8

8
条
の

2
 
 
市
町
村
は
、
定
期
的
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
市
町
村
障
害
福
祉
計

画
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 
 第

8
9
条
の

2
 
 
都
道
府
県
は
、
定
期
的
に
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
都
道
府
県
障
害
福

祉
計
画
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。
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○
 
業
務
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
計
画
を
立
て
、
そ
れ
を
実
行
し
、
結
果
を
評
価
し
た
後
、
改

善
し
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
繋
げ
て
い
く
過
程
は
、
業
務
の
質
を
高
め
て
い
く
う
え
で
重
要

と
な
り
ま
す
。

 

■
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
の
実
施
状
況
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問

1
3
（

4
5
頁
）

を
参
照
）

 

 

（
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

        

計
画
（

P
la

n
）

 
目
標
を
設
定
し
、
目
標
達
成
に
向
け
た
活
動
を
立
案
す
る

 

実
行
（

D
o
）

 
計
画
に
基
づ
き
活
動
を
実
行
す
る

 

評
価
（

C
h

e
c
k
）

 
活
動
を
実
施
し
た
結
果
を
把
握
・
分
析
し
、
考
察
す
る
（
学
ぶ
）

 

改
善
（

A
c
t）

 
考
察
に
基
づ
き
、
計
画
の
目
標
、
活
動
な
ど
を
見
直
し
す
る

 

  （
２
）
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

○
 
平
成

2
7
年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
４
期
計
画
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
相
談
支
援

並
び
に
市
町
村
及
び
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
整
備
並
び
に
自
立
支

援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成

1
8
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

3
9

5
号
。
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
で
は
、
計
画
に

P
D

C
A

サ
イ
ク
ル
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
第
二
に
お
け
る
目
標
を
成
果
目
標
と
し
、
第
三
に
お
け
る

計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
等
を
活
動
指
標
と
し
て

い
ま
す
。（

成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
に
つ
い
て
は
、（

成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
）

に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
）

 

○
 
そ
の
上
で
、
基
本
指
針
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
次
の
と
お
り
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

 

・
 
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
そ
の
実
績
を
把
握
し
、

障
害
者
施
策
や
関
連
施
策
の
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
計
画
の
中
間
評
価
と
し
て
、
分
析
・

評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
計
画
の
変
更
や
事
業
の
見
直
し
等
の
措
置

D
o
 

A
ct

 

P
la

n 

C
he

c
k 
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を
講
じ
る
こ
と

 

・
 
ま
た
、
中
間
評
価
の
際
に
は
、
協
議
会
や
合
議
制
の
機
関
等
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

 

・
 
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
よ
り
高
い
頻
度
で
実
績
を
把
握
し
、
設
定
し
た
見
込
量
の
達
成

状
況
等
の
分
析
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

 

○
 
第
４
期
計
画
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
を
念
頭
に
、
計
画
の

作
成
の
段
階
に
お
い
て
、
基
本
指
針
に
即
し
つ
つ
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
成
果
目
標
及
び
活
動

指
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け
て
必
要
と
な
る
活
動
指
標
に
つ
い
て

も
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

 

※
 
「
成
果
目
標
」
と
は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
確
保
の
一
環
と
し
て
、
基
本
指

針
の
中
で
、
基
本
理
念
等
を
踏
ま
え
て
国
全
体
で
達
成
す
べ
き
目
標
と
し
て
設
定
す
る
も
の
。
 

※
 
「
活
動
指
標
」
と
は
、
国
全
体
で
達
成
す
べ
き
数
値
目
標
の
形
で
は
設
定
し
な
い
が
、
都
道

府
県
・
市
町
村
に
お
い
て
、
基
本
指
針
に
定
め
る
基
本
理
念
や
提
供
体
制
確
保
の
基
本
的
考
え

方
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
確
保
に
関
す
る
成
果
目
標
等
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

と
な
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
量
等
の
見
込
み
と
し
て
設
定
す
る
も
の
。

 

 （
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
プ
ロ
セ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
）

 

    

              

 

■
計
画
の
内
容
を
踏
ま
え
、
事
業

を
実
施
す
る
。

 

■
中
間
評
価
等
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
障
害
福
祉
計
画
の
見
直
し
等
を
実
施
。

 

■
「
基
本
指
針
」
に
即
し
て
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
量
の
設
定
や
そ
の
他
確
保
方
策
等
を
定
め
る
。

 

■
成
果
目
標
及
び
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
そ
の
実
績
を
把
握

し
、
障
害
者
施
策
や
関
連
施
策
の
動
向
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
障
害
福
祉
計
画
の
中
間
評
価

と
し
て
分
析
・
評
価
を
行
う
。

 

■
中
間
評
価
の
際
に
は
、
協
議
会
等
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
公

表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

■
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
よ
り
頻
回
に
実
績
を
把
握
し
、
達
成
状
況
等
の
分
析
・
評
価

を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

・
障
害
福
祉
計
画
策
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
及
び
達
成
す
べ
き
目
標
、
サ
ー
ビ
ス

提
供
体
制
に
関
す
る
見
込
量
の
見
込
み
方
の
提
示

 

基
本
指
針

 

計
画
（

P
la

n
）

 

改
善
（

A
c
t）

 
実
行
（

D
o
）

 

評
価
（

C
h

e
c
k
）
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（
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
）

 
 

              

  

   ２
．

 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル

 

 （
１
）
計
画
（

P
la

n
）

 
○

 
計
画
に
お
い
て

P
D
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
計
画
の
作
成
の
段
階

か
ら
、
①
計
画
の
策
定
と
評
価
を
行
う
体
制
の
整
理
を
行
う
こ
と
、
②
成
果
目
標
の
設
定
と
そ

れ
ら
を
測
る
活
動
指
標
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
、
③
計
画
の
策
定
の
段
階
で
、
ど
の
時
点
で
実

績
を
把
握
し
分
析
・
評
価
を
行
う
か
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

 

 ①
計
画
に
関
わ
る
様
々
な
主
体
の
計
画
策
定
へ
の
参
画
、
評
価
の
体
制
の
整
理

 

○
 
計
画
の
内
容
は
障
害
分
野
だ
け
で
な
く
労
働
分
野
な
ど
様
々
な
分
野
に
関
係
す
る
こ
と
か

ら
、
庁
内
の
関
係
部
局
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
障
害
者
団
体
等
の
関
係
者
と
協
力

し
、
目
標
達
成
に
向
け
て
取
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
作
成
の
際
に
は
、
多
く
の
自
治
体
に
お
い
て
協
議
会
や
施
策
推
進
協
議
会
等
を
活
用

（ 基 本 指 針 の 理 念 ） 自 立 と 共 生 の 社 会 を 実 現  

障 害 者 が 地 域 で 暮 ら せ る 社 会 に  

 

施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
へ
の
移
行

 
○

 地
域
生
活
移
行
者
の
増
加

 

○
 施

設
入
所
者
の
削
減

 

入
院
中
の
精
神
障
害
者
の
地
域
生
活

へ
の
移
行

 
○

 入
院
後

3
ヶ
月
時
点
の
退
院
率
の
上
昇

 

○
 入

院
後

 1
年
時
点
の
退
院
率
の
上
昇

 

○
 
在
院
期
間

1
年
以
上
の
長
期
在
院
者
の
退

院
者
数
の
増
加

 

障
害
者
の
地
域
生
活
の
支
援

 
○

 地
域
生
活
支
援
拠
点
の
整
備

 

福
祉
施
設
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行

 
○

 福
祉
施
設
利
用
者
の
一
般
就
労
へ
の
移
行

者
の
増
加

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
者
の
増
加

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
所
の
就
労
移
行
率
の

増
加

 

○
 生

活
介
護
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 自

立
訓
練
（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 短

期
入
所
（
福
祉
型
、
医
療
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 共

同
生
活
援
助
の
利
用
者
数

 

○
 地

域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援
）
の
利
用
者
数

 

○
 施

設
入
所
支
援
の
利
用
者
数

 
※
施
設
入
所
者
の
削
減

 

○
 自

立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
継
続
支
援
（
Ａ
型
・
Ｂ
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 短

期
入
所
（
福
祉
型
、
医
療
型
）
の
利
用
者
数
、
利
用
日
数

 

○
 共

同
生
活
援
助
の
利
用
者
数

 

○
 地

域
相
談
支
援
（
地
域
移
行
支
援
、
地
域
定
着
支
援
）
の
利
用
者
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
の
利
用
者
、
利
用
日
数

 

○
 就

労
移
行
支
援
事
業
等
か
ら
一
般
就
労
へ
の
移
行
者
数
（
就
労
移
行

支
援
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
）

 

（
都
道
府
県
の
み
）

 

○
 公

共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
チ
ー
ム
支
援
に
よ
る
福
祉
施
設
の
利

用
者
の
支
援
件
数

 

○
 委

託
訓
練
事
業
の
受
講
者
数

 

○
 障

害
者
試
行
雇
用
事
業
の
開
始
者
数

 

○
 職

場
適
応
援
助
者
に
よ
る
支
援
の
対
象
者
数

 

○
 障

害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
支
援
対
象
者
数

 

（
成
果
目
標
）

 

（
活
動
指
標
）

 

 

2
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す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
当
事
者
も
含
め
た
会
議
体
で
意
見
を
聴
く
な
ど
、
計
画
の
作
成
の
段

階
か
ら
多
く
の
関
係
者
が
参
画
し
、
目
標
の
共
有
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
こ
れ
に
よ
り
、
計
画
の
実
行
に
向
け
た
関
係
者
の
当
事
者
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
多
く

の
関
係
主
体
が
関
わ
る
こ
と
で
計
画
の
実
行
段
階
で
の
連
携
・
協
力
を
行
い
や
す
く
な
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
計
画
の
策
定
に
関
わ
っ
た
関
係
者
は
、
計
画
の
進
行
管
理
の
一
貫
性
の
観
点
か
ら
、

計
画
の
評
価
の
際
に
も
関
わ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
な
お
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
、
計
画
の

策
定
・
評
価
に
複
数
の
会
議
体
が
関
係
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
会
議
体
ご
と
に
意
見
が
分

か
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
体
の
役
割
は
事
前
に
整
理
し
て
お
く
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

■
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制
（
Ⅲ
．
資
料
編
（
参
考
１

_
問

1
5
（

4
6
頁
）
を
参
照
）

 

 ②
目
標
と
指
標
の
整
理

 

○
 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
で
成
果
目
標
と
活
動
指
標
を
設
定
し
、
中
間
評
価
等
に
お
い
て
そ
の
進
捗

状
況
の
確
認
を
行
う
に
あ
た
り
、
計
画
の
作
成
の
段
階
で
成
果
目
標
と
関
連
す
る
活
動
指
標
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

○
 
基
本
指
針
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
関
係
は
、
前
述
の
「
成
果
目

標
と
活
動
指
標
の
関
係
」
の
と
お
り
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
独
自
に
目
標
や
指
標
を
設
定
す
る

こ
と
で
、
よ
り
適
切
な
評
価
が
行
わ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
目
標

等
を
独
自
に
設
定
す
る
場
合
、
明
確
に
数
値
で
図
れ
る
も
の
を
設
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
例
え
ば
、
「
障
害
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
」
と
い
っ
た
抽
象
的
・

理
念
的
な
も
の
で
は
分
析
・
評
価
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

 

○
 
な
お
、
成
果
目
標
を
設
定
す
る
際
の
考
え
方
や
、
対
応
す
る
活
動
指
標
に
つ
い
て
は
、
管
理

用
の
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
経
年
的
に
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。
当
該
管
理
用
の
シ
ー
ト
が
あ
れ
ば
、

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
年
度
ご
と
の
活
動
の
評

価
・
改
善
の
状
況
も
含
め
て
管
理
で
き
る
た
め
、
次
期
計
画
の
見
直
し
等
に
お
い
て
も
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
管
理
用
シ
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

基
本
指
針
の
目
標

 
目
標
Ａ

 
 

計 画 （ Ｐ ） → 実 施 （ Ｄ ）  

目
標
値

 


 
平
成

2
9
年
度
末
ま
で
の
目
標
Ａ
の
人
数

 ●
人
（
●
％
）

 

（
平
成

2
5
年
度
末
の
●
人
の
●
％
以
上
）

 

【
目
標
設
定
の
考
え
方
等
】

 

 
●
●
を
基
に
設
定
。
現
状
、
●
●
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
●

●
等
を
実
施
。

 

 
H

2
7

 
H

2
8

 
H

2
9

 

目
標
①

 
人

 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 
 


 
【
参
考
】
第
３
期
計
画
で
の
実
績
（
見
込
）

 
累
計
目
標
人
数
●
人

 

 
H

2
4

 
H

2
5

 
H

2
6

 

目
標
②

 
●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 
 

主
な
活

動
指
標

（
内

容
）

 

○
活
動
指
標
等
の
一
覧

 

 
H

2
7

 
H

2
8

 
H

2
9

 

活
動
指
標
①

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
人

 
人

 
人

 

活
動
指
標
②

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
人

 
人

 
人

 

活
動
指
標
③

 
見
込

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 

実
績

 
●
人

 
●
人

 
●
人

 
 

H
●
年
度

 

評
価
（
Ｃ
）

 
協
議
会
等
意
見

 
改
善
（
Ａ
）

 

【
目
標
等
を
踏
ま
え
た
評
価
、

改
善
方
策
（
案
）
】

 

      

【
評
価
等
に
対
す
る
意
見
】

 
【
次
年
度
に
お
け
る
取
組
等
】

 

 ③
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定

 

○
 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
を
行
い
計
画
の
内
容
の
進
行
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
に
は
、
計
画
の
作

成
時
点
に
お
い
て
、
ど
の
時
点
で
実
績
を
把
握
し
、
評
価
を
行
う
か
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。

 

○
 
成
果
目
標
や
活
動
指
標
の
実
績
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
独
自
に
調
査
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
評
価
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
準
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
評
価
の
結
果
、
課
題
等
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る

と
、
次
年
度
の
予
算
要
求
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る
こ
と
が
考
え

 

2
2
 

 

ら
れ
ま
す
。

 

 

（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定
の
イ
メ
ー
ジ
）

 
 

月
 

庁
内
で
の
取
組

 
庁
外
（
協
議
会
等
）
で
の
取
組

 

４
月

 
 

 

５
月

 
（
関
係
部
局
）

 

・
目
標
等
の
進
捗
状
況
の
調
査
、
分
析
、

課
題
等
の
整
理

 

 

６
月

 
・
目
標
等
の
進
捗
状
況
の
報
告
、
意

見
集
約

 
７
月

 
 

8
月

 
（
関
係
部
局
）

 

・
協
議
会
等
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
対

応
方
針
を
検
討

 

 

９
月

 
 

１
０
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
①
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 

 

１
１
月

 
 

１
２
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
②
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 
 

１
月

 
（
庁
内
推
進
会
議
等
③
）

 

・
検
討
状
況
の
進
捗
の
報
告
等

 
 

２
月

 
 

・
次
年
度
の
取
組
等
を
報
告
、
意
見

集
約

 
３
月

 
 

 
※
中
間
評
価
を
行
う
際
を
想
定
。

 

  （
２
）
実
行
（

D
o
）

 
○

 
計
画
の
実
行
の
段
階
で
は
、
作
成
し
た
新
し
い
計
画
を
基
に
目
標
等
の
達
成
に
向
け
て
施
策

を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
新
し
い
計
画
の
周
知
を
図
る
こ
と
や
、

評
価
の
た
め
に
実
績
を
把
握
す
る
た
め
の
準
備
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

 ①
計
画
の
周
知

 

○
 
作
成
し
た
新
し
い
計
画
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
や
障
害
者
団
体
等
だ
け
で
は
な
く
、

広
く
管
内
の
住
民
に
対
し
て
も
周
知
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
そ
の
際
に
は
、
計
画
の
概
要
を
作
成
し
計
画
の
全
体
と
と
も
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す

る
こ
と
や
、
広
報
誌
・
チ
ラ
シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
障
害
者
団
体
等
が
発
行
す
る
広
報
紙
等
を

通
じ
て
、
計
画
の
周
知
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
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  ②
評
価
（

C
h

e
c
k
）
の
た
め
の
準
備

 

○
 
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
成
果
目
標
等
の
実
績
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
実
績
の
よ
う
に
障
害
者
自
立
支
援
給
付
等
実
績
デ
ー
タ
（
国
保

連
デ
ー
タ
）
で
は
把
握
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
独
自
に
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
 
独
自
に
調
査
を
行
う
場
合
、
調
査
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
た
め
。
計
画
の
作

成
の
際
に
作
成
し
た

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
基
に
、
中
間
評
価
に
向
け
て
調

査
票
を
作
成
し
て
お
く
な
ど
、
実
績
を
把
握
す
る
た
め
の
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。

 

  （
３
）
評
価
（

C
h

e
c
k
）

 
○

 
計
画
の
評
価
の
段
階
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
１
年
に
１
回
中
間
評
価
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
活
動
指
標
を
用
い
た
中
間
評
価
に
つ
い
て
も
、
よ
り
高
い
頻
度
で
実

績
を
把
握
し
、
分
析
・
評
価
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

 ①
中
間
評
価

 

○
 
計
画
の
中
間
評
価
で
は
、
設
定
し
た
成
果
目
標
と
活
動
指
標
の
実
績
を
基
に
、
直
近
の
伸
び

か
ら
計
画
最
終
年
度
に
お
い
て
設
定
し
た
目
標
が
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
等
を
含
め
て
分

析
・
評
価
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
す
こ
と
等
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

 

○
 
中
間
評
価
に
お
い
て
は
、
設
定
し
た
目
標
等
に
向
け
て
数
値
の
推
移
に
問
題
が
な
い
場
合
に

は
、
引
き
続
き
、
実
施
し
て
い
る
施
策
等
の
推
進
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
数
値

の
推
移
に
問
題
が
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
要
因
の
分
析
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
要
因
の
分

析
に
お
い
て
は
、
当
事
者
や
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
な
る
計
画
策
定
に
関
わ
っ
た
組
織
体
に
意

見
を
聴
く
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
利
用
者
や
事
業
者
の
視
点
か
ら
の
意
見
も
収
集
し
、
課
題
の

抽
出
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
要
因
分
析
の
結
果
、
成
果
目
標
等
が
達
成
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
等
の
課
題
が
抽
出

さ
れ
た
場
合
、
成
果
目
標
等
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
改
善
方
策
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
こ
の
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
、
活
動
指
標
と
し
て
設
定
し
た
施
策
の
見
直
し
や
新
規
施
策

の
追
加
、
計
画
の
見
直
し
等
も
含
め
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

 

 ②
活
動
指
標
を
用
い
た
よ
り
頻
回
な
分
析
・
評
価

 

○
 
活
動
指
標
を
用
い
た
分
析
・
評
価
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
実
績
か
ら
、
達
成
見

込
み
等
を
含
め
た
状
況
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 

2
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○
 
活
動
指
標
に
お
け
る
分
析
・
評
価
は
、
中
間
評
価
を
行
う
時
期
を
見
据
え
な
が
ら
適
切
な
時

期
に
、
設
定
し
た
活
動
指
標
の
見
込
量
の
と
お
り
順
調
な
伸
び
等
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
確

認
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

 ③
分
析
・
評
価
の
結
果
の
と
り
ま
と
め
と
課
題
抽
出

 

○
 
中
間
評
価
、
活
動
指
標
を
用
い
た
よ
り
頻
回
な
分
析
・
評
価
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
計
画
の

担
当
部
署
が
分
析
・
評
価
の
結
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
と
り
ま
と
め
に
あ
た
っ

て
は
、
目
標
等
に
関
連
す
る
個
々
の
事
業
等
を
担
当
す
る
部
署
に
現
状
分
析
を
依
頼
す
る
な
ど
、

庁
内
に
お
け
る
情
報
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
課
題
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
次
の
改
善
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
は
困
難
に
な
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
に
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
の
情
報
な

ど
も
含
め
、
現
状
を
多
面
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
課
題
の
抽
出
ま
で
を
行
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

 

○
 
こ
れ
ら
の
結
果
は
表
な
ど
の
形
に
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
、
最
終
的
な
評
価
主
体
と
な
る
組

織
体
（
前
述
の
協
議
会
な
ど
）
に
提
示
し
、
評
価
の
妥
当
性
の
検
証
と
改
善
方
向
の
検
討
を
行

う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

 

 

（
分
析
・
評
価
の
視
点
の
例
）

 
 

成
果
目
標

 
・

 
目
標
の
設
定
の
際
の
想
定
を
ふ
り
か
え
り
、
実
績
と
の
差
異
を
分
析
す
る
。

 

・
 
目
標
に
か
か
る
活
動
指
標
の
実
績
を
分
析
し
、
目
標
へ
の
寄
与
の
状
況
を
評

価
す
る
。
ま
た
、
目
標
に
関
わ
る
事
業
者
等
の
動
向
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
把

握
し
、
現
在
の
課
題
等
を
整
理
す
る
。

 

・
 
目
標
と
実
績
で
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
場
合
は
、
現
状
を
ふ
ま
え
て
目
標
を
見

直
す
の
か
、
目
標
に
向
け
て
新
た
な
活
動
指
標
（
事
業
等
の
充
実
や
新
規
事
業

の
追
加
等
）
の
設
定
を
行
う
の
か
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

 

活
動
指
標

 
・

 
国
保
連
デ
ー
タ
等
を
活
用
し
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
と
見
込
量
と
の
差
異
を

分
析
す
る
。

 

・
 
国
保
連
デ
ー
タ
で
実
績
が
把
握
で
き
な
い
活
動
指
標
を
設
定
し
た
場
合
、
必

要
に
応
じ
て
調
査
等
を
実
施
。

 

・
 
事
業
者
等
の
動
向
に
つ
い
て
把
握
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
状
況
や
稼
働
状
況

等
か
ら
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
利
用
実
績
と
計
画
の
見
込
量
と
の
乖
離
が
大
き
い
場
合
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
・
供
給
増
に
向
け
た
活
動
内
容
の
充
実
や
新
た
な
活
動
の
検
討
等

を
行
う
。

 

  （
４
）
改
善
（

A
c
t）

 
○

 
計
画
の
改
善
の
段
階
に
お
い
て
は
、
中
間
評
価
の
結
果
等
を
受
け
、
施
策
の
見
直
し
・
新
規

－86－



 

2
5
 

 

施
策
の
追
加
や
計
画
の
見
直
し
等
も
含
め
た
対
応
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

○
 
計
画
の
見
直
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
協
議
会
等
に
お
け
る
意
見
も
交
え
つ
つ
、
計
画

の
策
定
に
必
要
と
な
る
手
続
を
踏
ま
え
た
上
で
、
計
画
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

○
 
な
お
、
現
在
、
計
画
に
つ
い
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
取
組
事
例

に
つ
い
て
は
、
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

 

 ①
計
画
そ
の
も
の
の
見
直
し
と
計
画
の
推
進
方
策
の
見
直
し

 

○
 
評
価
の
結
果
、
改
善
項
目
が
き
わ
め
て
多
く
な
り
、
計
画
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
大
き
な
問

題
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
計
画
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
計
画
そ
の
も
の
の
見
直
し
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
計
画
期
間
中
に
、
計
画
そ
の
も
の
を
見
直
す
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
、

計
画
策
定
後
に
き
わ
め
て
大
き
な
状
況
変
化
が
生
じ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
一
方
、
評
価
の
結
果
を
受
け
、
施
策
の
見
直
し
・
新
規
施
策
を
追
加
す
る
と
い
っ
た
計
画
の

推
進
方
策
の
改
善
を
行
う
取
組
み
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
さ
ま

ざ
ま
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

 

②
改
善
に
向
け
た
取
組
み
の
検
討
と
実
施

 

○
 
評
価
に
よ
り
課
題
を
抽
出
し
、
そ
の
改
善
に
向
け
た
具
体
的
な
取
組
み
を
検
討
し
ま
す
。
取

り
組
み
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
予
算
措
置
が
必
要
と
な
る
場
合
も
多
い
た
め
、
前
述
の
よ
う
に

適
切
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
し
、
速
や
か
に
実
施
で
き
る
体
制
と
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。

 

○
 
改
善
の
取
組
み
の
具
体
化
の
手
順
と
し
て
は
、
協
議
会
等
に
評
価
結
果
、
課
題
、
取
組
み
方

向
の
案
な
ど
を
提
示
し
、
改
善
に
つ
い
て
の
提
言
等
を
整
理
し
ま
す
。
庁
内
の
関
係
部
署
は
そ

れ
を
受
け
て
具
体
的
な
事
業
等
を
計
画
・
立
案
し
、
予
算
措
置
も
含
め
て
実
行
に
向
け
た
取
組

み
を
進
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
は
さ
ら
に
評
価
・
検
証
を
受
け
、
こ
う
し
て

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
が
循
環
し
ま
す
。

 

 

（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
で
の
改
善
例
）

 
 

 
課
題

 
主
な
改
善
の
取
組
み
例

 

成
果
目
標

関
連

 

地
域
生
活
移
行

が
進
ま
な
い

 

・
 
重
度
障
害
者
が
入
居
で
き
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
少
な
く
、

移
行
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
重
度
者
対
応
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
整
備
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
る
。

 

・
 
施
設
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、
緊
急
時
対
応
な
ど
の
不

安
が
強
い
た
め
、
在
宅
で
の
緊
急
時
支
援
の
体
制
に
つ
い
て

充
実
策
を
検
討
す
る
。

 

・
 
地
域
移
行
に
関
し
て
相
談
先
が
限
ら
れ
て
お
り
、
十
分
な

対
応
が
で
き
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
相
談
支
援
の

充
実
を
進
め
る
。
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・
 
地
域
移
行
に
向
け
、
宿
泊
型
自
立
訓
練
施
設
等
の
効
果
的

な
活
用
方
策
を
検
討
す
る
。

 

福
祉
施
設
か
ら

一
般
就
労
へ
の

移
行
が
進
ま
な

い
 

・
 
一
般
企
業
の
障
害
者
雇
用
を
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
支
援
制
度
な
ど
の
情
報
提
供
、

就
労
希
望
者
の
紹
介
な
ど
の
体
制
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。

 

・
 
就
労
移
行
支
援
事
業
の
利
用
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
、
事
業
所

が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
事
業
所
参
入
の
条
件
整
備
を
検
討

す
る
。

 

・
 
就
労
を
希
望
す
る
障
害
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
関
係
機
関

が
連
携
し
、
よ
り
効
果
的
な
個
別
支
援
の
あ
り
方
を
検
討
す

る
。

 

活
動
指
標

関
連

 

供
給
が
想
定
よ

り
遅
れ
て
い
る

 

・
 
当
初
の
見
込
み
と
比
べ
て
供
給
体
制
の
整
備
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
と
連
携
し
て
体
制
整
備
を
前
倒
し
で

進
め
る
（
相
談
支
援
等
）
。

 

・
 
地
域
に
事
業
所
が
少
な
く
、
特
に
障
害
児
を
受
け
入
れ
ら

れ
る
事
業
所
が
な
い
た
め
、
事
業
所
と
連
携
し
て
障
害
児
受

け
入
れ
体
制
の
整
備
を
図
る
（
短
期
入
所
等
）
。

 

利
用
が
想
定
よ

り
少
な
い

 

・
 
利
用
は
年
々
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
事
業
所
に
お
い
て
、

的
確
な
ニ
ー
ズ
把
握
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
課
題
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
ニ
ー
ズ
の
洗
い
出
し
等
、
地
域
支
援
の
枠

組
み
の
中
で
連
携
を
進
め
る
（
居
宅
介
護
等
）
。

 

・
 
利
用
者
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
は
、
事
業
所
だ
け
で
な

く
、
各
種
地
域
資
源
と
の
連
携
や
活
用
が
重
要
で
あ
る
た
め
、

事
業
の
周
知
を
進
め
、
連
携
先
の
拡
充
を
進
め
る
（
就
労
移

行
支
援
等
）
。

 

・
 
重
度
障
害
者
が
利
用
で
き
る
事
業
所
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

重
度
者
が
利
用
で
き
る
基
盤
整
備
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る

（
生
活
介
護
等
）
。

 

・
 
サ
ー
ビ
ス
メ
ニ
ュ
ー
に
関
し
て
、
余
暇
支
援
な
ど
の
ニ
ー

ズ
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
の
補
助
内
容
を
見

直
し
て
余
暇
関
連
の
充
実
を
促
進
（
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
等
）
す
る
。

 

・
 
事
業
所
の
立
地
が
偏
在
し
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

に
く
い
地
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
地
域
で
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
に
対
す
る
補
助
を
行
う
（
生
活
介
護
等
）
。

 

  （
５
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
結
果
の
公
表

 
○

 
中
間
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
障
害
当
事
者
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
な
ど
の
関
係

者
の
ほ
か
、
一
般
住
民
等
も
含
め
て
広
く
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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○
 
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、
閲
覧
者
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
協
議
会
等
で

使
用
し
た
資
料
も
で
き
る
だ
け
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施

し
て
い
る
自
治
体
に
お
い
て
は
、
協
議
会
等
の
計
画
の
策
定
や
評
価
に
関
わ
っ
た
組
織
体
に
諮

っ
た
会
議
資
料
等
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

 

○
 
ま
た
、
資
料
の
公
表
に
あ
た
っ
て
は
、
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
対
応
と
す
る
等
、
情
報
を
得
や
す

く
す
る
配
慮
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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（
参
考
）
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
の
実
施
体
制
等

 
 

 （
市
町
村
の
例
）

 

①
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
た
め
の
体
制
と
し
て
、
障
害
者
団
体
等
で
構
成
さ
れ

る
外
部
組
織
と
、
庁
内
の
関
係
者
で
構
成
さ
れ
る
内
部
組
織
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
連
携
し

て
評
価
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

○
 
外
部
組
織
と
し
て
は
、
自
立
支
援
協
議
会
を
活
用
し
て
お
り
、
協
議
会
の
下
に
テ
ー
マ

ご
と
に
部
会
を
設
置
し
、
毎
年
度
の
計
画
の
実
施
状
況
等
の
評
価
を
行
い
、
提
言
と
し
て

意
見
集
約
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
内
部
組
織
と
し
て
は
、
担
当
者
レ
ベ
ル
で
の
会
議
体

と
担
当
課
長
レ
ベ
ル
で
の
会
議
体
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
計
画
の
進
行
管
理
を
含
め
た
事
業

の
評
価
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

（
組
織
体
制
の
概
念
図
）

 

     

   

         

 

 

      

役
割
：
部
会
で
検
討
し
た
内
容
の
承
認
、
障
害
者
福
祉
の
増
進
に
係
る
全
般
的
な
方
向
性
の
検
討
等

 

構
成
員
：
障
害
者
団
体
、
学
識
経
験
者
、
医
療
機
関
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

 

開
催
回
数
等
：
年
２
回
、
各
部
会
で
検
討
し
た
内
容
に
つ
い
て
協
議
会
と
し
て
検
討

 

総
会

 

役
割
：
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
仕
組
み
づ
く
り
・
計
画
の
進
行
管
理
・
次
期
計
画
の
準
備
等
を

行
う
等

 

構
成
員
：
協
議
会
の
構
成
団
体
よ
り
推
薦
を
受
け
た
者
（
各

9
～

1
2
名
程
度
で
構
成
）

 

開
催
回
数
等
：
月
１
回
程
度
定
例
会
を
開
催

 

専
門
部
会

 

庁
外
組
織
（
自
立
支
援
協
議
会
）

 

運
営
会
議

 

役
割
：
部
会
意
見
の
集
約
・
調
整

 

構
成
員
：
専
門
部
会
長

 

開
催
回
数
等
：
月
１
回
程
度
定
例
会
を
開
催

 

部
会
の
協
議
内
容
を
伝
達

 

庁
内
組
織

 

連
絡
調
整
会
議
（
担
当
課
長
会
議
）

 

役
割
：
計
画
の
進
行
管
理
、
事
業
の
評
価
を
行
う
こ
と
、
庁
内
検
討
専
門
部
会
で
検
討
さ
れ
た
内
容

を
協
議
し
、
協
議
会
・
部
会
へ
報
告
す
る
こ
と

 

検
討
専
門
部
会
（
担
当
者
会
議
）

 

役
割
：
計
画
進
行
管
理
等
の
検
討
、
各
部
会
で
の
検
討
内
容
を
分
野
ご
と
の
担
当
者
間
で
検
討
す
る

こ
と
等

 

外
部
組
織
と
内
部
組
織
は
連
携
を
と
る
こ
と
で
、

計
画
の
進
行
管
理
、
事
業
の
評
価
を
行
う
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 ②
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
流
れ
と
し
て
は
、次

の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実

施
し
て
い
る
。

 

 １
月

 
取
組
状
況
の
把
握
（
庁
内
関
係
者
）

 
 

前
年
の
実
績
を
把
握
し
、
取
組
状
況
を
整
理
（
進
行
管
理
票
を
作
成
）

 

 

２
月
～
４
月

 
各
専
門
部
会
、
運
営
会
議
、
総
会

 
 

自
立
支
援
協
議
会
に
お
い
て
、
評
価
・
提
言
の
作
成
（
進
行
管
理
票
を
作
成
）

 

 

５
月

 
庁
内
連
絡
調
整
会
議
（
関
係
課
長
会
議
）

 
 

自
立
支
援
協
議
会
に
お
け
る
評
価
・
提
言
案
を
報
告
、
提
言
を
受
け
た
内
容
の
事
業
化
等
を

関
係
課
に
依
頼

 

６
月

 
行
政
評
価
（
庁
内
関
係
者
）

 
 

提
言
を
ふ
ま
え
、
関
係
課
で
結
果
を
と
り
ま
と
め
、
行
政
評
価
を
作
成

 

 

７
月
～

9
月

 
検
討
結
果
の
照
会
、
再
提
言

 

関
係
課
の
事
業
化
等
の
方
針
を
照
会
、
自
立
支
援
協
議
会
で
の
確
認
、
再
提
言
等
の
と
り

ま
と
め

 

 

1
0
月
～

 
提
言
内
容
の
事
業
化

 

関
係
課
に
よ
る
提
言
内
容
の
事
業
化
、
行
政
評
価
結
果
の
公
表

 

 

 ③
計
画
実
施
状
況
の
評
価
等
に
基
づ
く
事
業
見
直
し
、
新
規
事
業
化
等

 

○
 
法
定
サ
ー
ビ
ス
で
、
見
込
に
対
し
供
給
が
不
足
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要

因
を
分
析
し
、
事
業
者
参
入
の
条
件
整
備
を
検
討
す
る
な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
 

○
 
ま
た
、
計
画
の
評
価
に
お
け
る
提
言
等
を
ふ
ま
え
、
日
中
一
時
支
援
事
業
の
箇
所
数
の

増
加
、
社
会
参
加
促
進
事
業
系
の
事
業
内
容
見
直
し
（
訓
練
事
業
か
ら
余
暇
支
援
事
業

へ
の
変
更
）
、
相
談
窓
口
の
一
元
化
な
ど
の
対
応
を
実
施
し
た
。

 

      

 

3
0
 

 

 （
都
道
府
県
の
例
）

 

①
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
体
制

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
た
め
の
体
制
と
し
て
、
障
害
者
団
体
等
で
構
成
さ

れ
る
外
部
組
織
と
、
庁
内
の
関
係
者
で
構
成
さ
れ
る
内
部
組
織
を
置
い
て
い
る
。

 

○
 
外
部
組
織
と
し
て
は
、
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
を
活
用
し
、
毎
年
度
の
計
画
の
実
施

状
況
等
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

 

○
 
ま
た
、
内
部
組
織
と
し
て
は
、
医
療
・
保
健
・
福
祉
等
に
係
る
主
要
な
施
策
の
進
捗
状

況
な
ど
を
把
握
、
協
議
し
、
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
庁
内
推
進
会
議
を
設
置
し
て
お

り
、
計
画
の
進
行
管
理
を
含
め
た
事
業
の
評
価
、
事
業
化
の
検
討
等
を
行
っ
て
い
る
。

 

 

（
組
織
体
制
の
概
念
図
）

 

     

  

 

           

   ②
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 

○
 
計
画
の
実
施
状
況
の
評
価
等
を
行
う
流
れ
と
し
て
は
、次

の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実

施
し
て
い
る
。

 

 

役
割
：
障
害
者
施
策
に
係
る
全
般
的
な
方
向
性
の
検
討
な
ど

 

構
成
員
：
障
害
当
事
者
、
有
識
者
、
障
害
者
団
体
な
ど

 

開
催
回
数
：
原
則
、
年
２
回

 

庁
外
組
織
（
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
）

 

庁
内
組
織

 

庁
内
推
進
会
議

 

役
割
：
医
療
・
保
健
・
福
祉
等
に
係
る
主
要
な
施
策
の
進
捗
状
況
な
ど
を
把
握
、

協
議
し
、
施
策
の
推
進
を
図
る

 

構
成
員
：
知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
関
係
部
課
長
、
関
係
出
先
機
関
長
な
ど

 

開
催
回
数
：
年
４
回

 

障
害
福
祉
担
当
課
（
関
係
課
）

 

障
害
福
祉
計
画
の
進
捗
状
況
を
調
査
、
分
析
、
課
題
の
整
理
を
行
い
、
施
策
推
進
協
議
会
の

意
見
等
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
事
業
を
検
討
す
る
。

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
の
進
捗
状
況
等
を

報
告
、
事
業
化
の
検
討
な
ど
を
行
う

 

障
害
福
祉
計
画
や
事
業
の
進
捗
状

況
等
を
報
告
、
意
見
集
約
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５
月
～
６
月

 
進
捗
状
況
調
査

 

事
業
所
等
を
対
象
に
地
域
移
行
や
一
般
就
労
へ
の
移
行
等
に
つ
い
て
調
査
、
分
析

 

⇒
 
課
題
の
整
理
、
報
告
資
料
の
作
成

 

６
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

 

６
月
～
７
月

 
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

 

進
捗
状
況
調
査
の
結
果
等
を
報
告
、
意
見
集
約

 

 

８
月
～
９
月

 
進
捗
状
況
や
意
見
を
踏
ま
え
、
事
業
化
の
方
針
を
検
討

 

  

９
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

事
業
化
の
方
針
案
を
報
告
、
検
討

 

1
0
月
～

1
1
月

 
事
業
化
の
検
討
（
次
年
度
予
算
へ
の
反
映
）

 

  

1
2
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

新
規
事
業
案
の
報
告
等

 

２
月

 
庁
内
推
進
会
議

 

具
体
的
な
事
業
（
施
策
）
に
つ
い
て
進
捗
状
況
等
を
報
告

 

新
規
事
業
等
の
確
認

 

２
月
～
３
月

 
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会

 

次
年
度
の
取
組
（
新
規
事
業
な
ど
）
を
報
告
、
意
見
集
約

 

 ③
計
画
実
施
状
況
の
評
価
等
に
基
づ
く
事
業
見
直
し
、
新
規
事
業
化
等

 

○
 
計
画
の
評
価
等
に
よ
り
、圏

域
に
よ
っ
て
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
大
き
な
差
が
見
ら

れ
た
た
め
、
中
山
間
地
域
で
の
事
業
所
立
ち
上
げ
に
対
す
る
補
助
事
業
を
創
設
す
る
な

ど
の
取
組
み
を
行
っ
た
。

 

     

 
 

 

3
2
 

 Ⅲ
．
資
料
編
 

（
参
考
１
）

 

 

障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
と

 

P
D

C
A
サ
イ
ク
ル
の
実
施
状
況
に
関
す
る
調
査

 
結
果
概
要

 

   Ⅰ
．
調
査
概
要

 

◆
平
成

2
5
年

7
月

2
5
日
～

8
月

1
3
日
を
調
査
期
間
と
し
、
全
国
自
治
体
（
一
部
被
災
自
治
体
を
除
く
）
に

対
し
、
第

3
期
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
に
お
け
る
障
害
者
等
の
実
態
把
握
の
状
況
、
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
実

施
の
状
況
を
調
査
。

 

◆
対
象

1
,7

8
1
自
治
体
に
照
会
し
、

9
5

7
自
治
体
よ
り
回
答
（
回
収
率

5
3

.7
％
）

 

◆
そ
の
う
ち
、
記
載
漏
れ
な
ど
不
備
事
項
の
あ
る
回
答
を
除
き
、

7
2

8
サ
ン
プ
ル
を
有
効
回
答
と
し
て
集
計

に
利
用
。

 

◆
有
効
回
答

7
2

8
サ
ン
プ
ル
の
内
訳
は
、
都
道
府
県

2
8
、
市
区
町
村

7
0

0
。
ま
た
、
市
区
町
村
の
内
訳
は
、

政
令
市
・
中
核
市
・
特
別
区
が
計

5
0
、
そ
の
他
の
市
が

3
4

1
、
町
村
が

3
0

9
。

 

  Ⅱ
．
調
査
結
果

 

（
１
）
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
形
態

 

◆
第

3
期
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
形
態
は
、
単
独
の
計
画
と
し
て
策
定
し
て
い
る
場
合
と
、
障
害
者
基
本
計

画
等
と
一
体
的
な
計
画
と
し
て
策
定
し
て
い
る
場
合
が
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

  
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8

2
8

7
0
0

5
0

3
4
1

3
0
9

3
8
2

1
8

3
6
4

2
9

1
8
3

1
5
2

5
2
.5

%
6
4
.3

%
5
2
.0

%
5
8
.0

%
5
3
.7

%
4
9
.2

%

3
4
6

1
0

3
3
6

2
1

1
5
8

1
5
7

4
7
.5

%
3
5
.7

%
4
8
.0

%
4
2
.0

%
4
6
.3

%
5
0
.8

%

都
道

府
県

全
体

市
区

町
村

障
害
福
祉
計
画
単
独
で
策
定

障
害
者
基
本
計
画
（
障
害
者
基
本
法
に
基
づ
く
計
画
）
と

の
一
体
的
な
計
画
と
し
て
策
定
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  （
２
）
「
障
害
者
の
実
態
把
握
」
に
関
す
る
事
項

 

 問
１

 
「
実
態
把
握
調
査
」
の
実
施
状
況

 

◆
4
割
以
上
の
自
治
体
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
各
種
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
自
治
体

は
約

3
割
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

  問
２

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
概
要

 

◆
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
障
害
福
祉
計
画
以
外
も
想
定
し
て
実
施
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  
      

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8

2
8

7
0
0

5
0

3
4
1

3
0
9

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

4
3
.7

%
1
0
.7

%
4
5
.0

%
6
0
.0

%
5
3
.1

%
3
3
.7

%

9
3

3
9
0

3
6
2

2
5

1
2
.8

%
1
0
.7

%
1
2
.9

%
6
.0

%
1
8
.2

%
8
.1

%

2
4
5

1
4

2
3
1

2
4

1
5
5

5
2

3
3
.7

%
5
0
.0

%
3
3
.0

%
4
8
.0

%
4
5
.5

%
1
6
.8

%

1
7
7

6
1
7
1

1
8

1
1
9

3
4

2
4
.3

%
2
1
.4

%
2
4
.4

%
3
6
.0

%
3
4
.9

%
1
1
.0

%

9
9

7
9
2

1
3

5
1

2
8

1
3
.6

%
2
5
.0

%
1
3
.1

%
2
6
.0

%
1
5
.0

%
9
.1

%

2
1
6

7
2
0
9

7
6
4

1
3
8

2
9
.7

%
2
5
.0

%
2
9
.9

%
1
4
.0

%
1
8
.8

%
4
4
.7

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

障
害
者
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

特
に
実
施
し
て
い
な
い

そ
の
他

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
へ
の
調
査
（
ア
ン
ケ
ー

ト
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
）
を
実
施

障
害
者
団
体
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
説
明
会
、
意
見
交
換

会
な
ど
を
実
施

障
害
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
（
障
害
者
本
人

の
ほ
か
、
家
族
等
へ
の
調
査
も
含
む
）

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

1
2
1

0
1
2
1

1
3

6
8

4
0

3
8
.1

%
0
.0

%
3
8
.4

%
4
3
.3

%
3
7
.6

%
3
8
.5

%

1
7
9

3
1
7
6

1
3

1
0
7

5
6

5
6
.3

%
1
0
0
.0

%
5
5
.9

%
4
3
.3

%
5
9
.1

%
5
3
.8

%

1
8

0
1
8

4
6

8

5
.7

%
0
.0

%
5
.7

%
1
3
.3

%
3
.3

%
7
.7

%

都
道

府
県

市
区

町
村

全
体

障
害
福
祉
計
画
、
障
害
者
基
本
計
画
以
外
の
計
画
策
定

や
事
業
検
討
な
ど
の
資
料
を
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
実
施

障
害
福
祉
計
画
の
ほ
か
、
障
害
者
基
本
計
画
策
定
の
た

め
の
資
料
を
得
る
こ
と
も
想
定
し
て
実
施

障
害
福
祉
計
画
の
策
定
の
み
を
目
的
と
し
て
実
施

 

3
4
 

  問
３

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
調
査
対
象

 

◆
3
障
害
の
手
帳
所
持
者
に
つ
い
て
は

9
割
以
上
が
対
象
と
し
て
い
る
。「
上
記
以
外
の
対
象
者
」
と
し
て
は
、

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
を
対
象
と
し
た
調
査
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

 ◆
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
対
象
で
、
調
査
を
行
っ
た
サ
ン
プ
ル
数
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

の
場
合
で
は
約

1
/
3
が

1
,0

0
0
サ
ン
プ
ル
以
上
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
対
象
で
は

1
0

0
～

5
0

0
程
度
の

サ
ン
プ
ル
数
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

9
4
.0

%
1
0
0
.0

%
9
4
.0

%
8
3
.3

%
9
3
.9

%
9
7
.1

%

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

9
4
.0

%
1
0
0
.0

%
9
4
.0

%
8
3
.3

%
9
3
.9

%
9
7
.1

%

2
8
7

3
2
8
4

2
2

1
6
8

9
4

9
0
.3

%
1
0
0
.0

%
9
0
.2

%
7
3
.3

%
9
2
.8

%
9
0
.4

%

5
1

1
5
0

3
2
3

2
4

1
6
.0

%
3
3
.3

%
1
5
.9

%
1
0
.0

%
1
2
.7

%
2
3
.1

%

7
0

7
2

4
1

2
.2

%
0
.0

%
2
.2

%
6
.7

%
2
.2

%
1
.0

%

1
8

1
1
7

3
1
3

1

5
.7

%
3
3
.3

%
5
.4

%
1
0
.0

%
7
.2

%
1
.0

%

1
0
4

1
1
0
3

1
7

6
5

2
1

3
2
.7

%
3
3
.3

%
3
2
.7

%
5
6
.7

%
3
5
.9

%
2
0
.2

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

上
記
以
外
の
対
象
者

障
害
者
団
体
等
を
経
由
し
て
実
施

特
定
疾
患
医
療
受
給
者

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

自
立
支
援
医
療
受
給
者

療
育
手
帳
所
持
者

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

1
3

0
1
3

0
4

9
4
.3

%
0
.0

%
4
.4

%
0
.0

%
2
.4

%
8
.9

%
7
2

0
7
2

4
2
7

4
1

2
4
.1

%
0
.0

%
2
4
.3

%
1
6
.0

%
1
5
.9

%
4
0
.6

%
7
8

1
7
7

3
4
9

2
5

2
6
.1

%
3
3
.3

%
2
6
.0

%
1
2
.0

%
2
8
.8

%
2
4
.8

%
6
4

0
6
4

5
5
0

9
2
1
.4

%
0
.0

%
2
1
.6

%
2
0
.0

%
2
9
.4

%
8
.9

%
3
6

1
3
5

1
3

2
2

0
1
2
.0

%
3
3
.3

%
1
1
.8

%
5
2
.0

%
1
2
.9

%
0
.0

%
3
6

1
3
5

0
1
8

1
7

1
2
.0

%
3
3
.3

%
1
1
.8

%
0
.0

%
1
0
.6

%
1
6
.8

%

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
ル
数
不
明

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上
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政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

2
9
9

3
2
9
6

2
5

1
7
0

1
0
1

6
2

0
6
2

0
2
0

4
2

2
0
.7

%
0
.0

%
2
0
.9

%
0
.0

%
1
1
.8

%
4
1
.6

%
1
3
9

0
1
3
9

7
9
9

3
3

4
6
.5

%
0
.0

%
4
7
.0

%
2
8
.0

%
5
8
.2

%
3
2
.7

%
3
0

1
2
9

1
0

1
9

0
1
0
.0

%
3
3
.3

%
9
.8

%
4
0
.0

%
1
1
.2

%
0
.0

%
7

0
7

5
1

1
2
.3

%
0
.0

%
2
.4

%
2
0
.0

%
0
.6

%
1
.0

%
3

1
2

2
0

0
1
.0

%
3
3
.3

%
0
.7

%
8
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
5
8

1
5
7

1
3
1

2
5

1
9
.4

%
3
3
.3

%
1
9
.3

%
4
.0

%
1
8
.2

%
2
4
.8

%
2
8
7

3
2
8
4

2
2

1
6
8

9
4

9
6

0
9
6

0
4
1

5
5

3
3
.4

%
0
.0

%
3
3
.8

%
0
.0

%
2
4
.4

%
5
8
.5

%
1
1
1

1
1
1
0

1
0

8
6

1
4

3
8
.7

%
3
3
.3

%
3
8
.7

%
4
5
.5

%
5
1
.2

%
1
4
.9

%
2
2

1
2
1

8
1
3

0
7
.7

%
3
3
.3

%
7
.4

%
3
6
.4

%
7
.7

%
0
.0

%
5

0
5

3
1

1
1
.7

%
0
.0

%
1
.8

%
1
3
.6

%
0
.6

%
1
.1

%
1

0
1

1
0

0
0
.3

%
0
.0

%
0
.4

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
5
2

1
5
1

0
2
7

2
4

1
8
.1

%
3
3
.3

%
1
8
.0

%
0
.0

%
1
6
.1

%
2
5
.5

%
5
1

1
5
0

3
2
3

2
4

1
3

0
1
3

0
2

1
1

2
5
.5

%
0
.0

%
2
6
.0

%
0
.0

%
8
.7

%
4
5
.8

%
1
6

0
1
6

0
9

7
3
1
.4

%
0
.0

%
3
2
.0

%
0
.0

%
3
9
.1

%
2
9
.2

%
4

1
3

0
3

0
7
.8

%
1
0
0
.0

%
6
.0

%
0
.0

%
1
3
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
8

0
1
8

3
9
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5
.3
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0
.0

%
3
6
.0

%
1
0
0
.0

%
3
9
.1

%
2
5
.0

%
7

0
7

2
4

1
2

0
2

0
1

1
2
8
.6

%
-

2
8
.6

%
0
.0

%
2
5
.0

%
1
0
0
.0

%
4

0
4

1
3

0
5
7
.1

%
-

5
7
.1

%
5
0
.0

%
7
5
.0

%
0
.0

%
1

0
1

1
0

0
1
4
.3

%
-

1
4
.3

%
5
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
-

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

サ
ン
プ
ル
数
不
明

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

自
立
支
援
医
療
受
給
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

療
育
手
帳
所
持
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

特
定
疾
患
医
療
受
給
者

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

 

3
6
 

 

 

   問
４
－
①

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
構
成

 

◆
調
査
票
の
構
成
は
、
障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
同
一
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
約

6
割
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

     

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

1
8

1
1
7

3
1
3

1
5

0
5

0
4

1
2
7
.8

%
0
.0

%
2
9
.4

%
0
.0

%
3
0
.8

%
1
0
0
.0

%
5

0
5

3
2

0
2
7
.8

%
0
.0

%
2
9
.4

%
1
0
0
.0

%
1
5
.4

%
0
.0

%
4

1
3

0
3

0
2
2
.2

%
1
0
0
.0

%
1
7
.6

%
0
.0

%
2
3
.1

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0

0
0

0
0

0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4

0
4

0
4

0
2
2
.2

%
0
.0

%
2
3
.5

%
0
.0

%
3
0
.8

%
0
.0

%
1
0
4

1
1
0
3

1
7

6
5

2
1

2
8

1
2
7

1
1
8

8
2
6
.9

%
1
0
0
.0

%
2
6
.2

%
5
.9

%
2
7
.7

%
3
8
.1

%
3
6

0
3
6

6
2
2

8
3
4
.6

%
0
.0

%
3
5
.0

%
3
5
.3

%
3
3
.8

%
3
8
.1

%
1
4

0
1
4

6
6

2
1
3
.5

%
0
.0

%
1
3
.6

%
3
5
.3

%
9
.2

%
9
.5

%
1
1

0
1
1

2
8

1
1
0
.6

%
0
.0

%
1
0
.7

%
1
1
.8

%
1
2
.3

%
4
.8

%
5

0
5

1
4

0
4
.8

%
0
.0

%
4
.9

%
5
.9

%
6
.2

%
0
.0

%
1
0

0
1
0

1
7

2
9
.6

%
0
.0

%
9
.7

%
5
.9

%
1
0
.8

%
9
.5

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

上
記
以
外

2
,0
0
0
サ
ン
プ
ル
以
上

サ
ン
プ
ル
数
不
明

1
0
0
サ
ン
プ
ル
未
満

1
0
0
～
4
9
9
サ
ン
プ
ル

5
0
0
～
9
9
9
サ
ン
プ
ル

障
害
者
団
体
等
を
経
由
し
て
実
施

1
,0
0
0
～
1
,9
9
9
サ
ン
プ
ル

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

9
4

1
9
3

1
4

5
7

2
2

2
9
.6

%
3
3
.3

%
2
9
.5

%
4
6
.7

%
3
1
.5

%
2
1
.2

%

2
0
4

2
2
0
2

1
0

1
1
4

7
8

6
4
.2

%
6
6
.7

%
6
4
.1

%
3
3
.3

%
6
3
.0

%
7
5
.0

%

2
0

0
2
0

6
1
0

4

6
.3

%
0
.0

%
6
.3

%
2
0
.0

%
5
.5

%
3
.8

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

障
害
種
別
に
関
わ
ら
ず
、
同
一
の
調
査
票
と
し
た

障
害
種
別
で
複
数
の
調
査
票
を
作
成
し
た
（
身
体
障
害
者

用
、
知
的
障
害
者
用
、
障
害
児
用
な
ど
）
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3
7
 

  問
４
－
②

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
の
作
成
方
法

 

◆
調
査
票
は
、
各
自
治
体
で
独
自
に
作
成
し
て
い
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

  
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

9
1

0
9
1

1
2

5
0

2
9

2
8
.6

%
0
.0

%
2
8
.9

%
4
0
.0

%
2
7
.6

%
2
7
.9

%
2
0
7

3
2
0
4

1
5

1
2
0

6
9

6
5
.1

%
1
0
0
.0

%
6
4
.8

%
5
0
.0

%
6
6
.3

%
6
6
.3

%
1
0

-
1
0

1
6

3
3
.1

%
-

3
.2

%
3
.3

%
3
.3

%
2
.9

%
1
0

0
1
0

2
5

3
3
.1

%
0
.0

%
3
.2

%
6
.7

%
2
.8

%
2
.9

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

都
道
府
県
な
ど
か
ら
提
供
さ
れ
た
調
査
票
の
ひ
な
型
を
利

用独
自
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
調
査
票
を
作
成
（
委
託
等
に
よ
る

作
成
も
含
む
）

過
去
に
実
施
し
た
調
査
の
調
査
票
を
そ
の
ま
ま
（
若
干
の

手
直
し
含
む
）
利
用

 

3
8
 

  問
４
－
③

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
項
目

 

◆
調
査
目
的
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ほ
か
、
生
活
に
関
す
る

こ
と
や
、
日
中
活
動
、
就
労
状
況
な
ど
を
聞
い
て
い
る
場
合
が
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

 

 

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

3
1
0

3
3
0
7

3
0

1
7
5

1
0
2

9
7
.5

%
1
0
0
.0

%
9
7
.5

%
1
0
0
.0

%
9
6
.7

%
9
8
.1

%
3
0
6

3
3
0
3

3
0

1
7
2

1
0
1

9
6
.2

%
1
0
0
.0

%
9
6
.2

%
1
0
0
.0

%
9
5
.0

%
9
7
.1

%
2
9
7

3
2
9
4

2
9

1
6
7

9
8

9
3
.4

%
1
0
0
.0

%
9
3
.3

%
9
6
.7

%
9
2
.3

%
9
4
.2

%
1
4
5

1
1
4
4

1
3

8
6

4
5

4
5
.6

%
3
3
.3

%
4
5
.7

%
4
3
.3

%
4
7
.5

%
4
3
.3

%
2
2
7

2
2
2
5

2
3

1
2
7

7
5

7
1
.4

%
6
6
.7

%
7
1
.4

%
7
6
.7

%
7
0
.2

%
7
2
.1

%
3
3

2
3
1

2
1
5

1
4

1
0
.4

%
6
6
.7

%
9
.8

%
6
.7

%
8
.3

%
1
3
.5

%
3
0
1

3
2
9
8

3
0

1
7
0

9
8

9
4
.7

%
1
0
0
.0

%
9
4
.6

%
1
0
0
.0

%
9
3
.9

%
9
4
.2

%
3
0
0

3
2
9
7

3
0

1
7
0

9
7

9
4
.3

%
1
0
0
.0

%
9
4
.3

%
1
0
0
.0

%
9
3
.9

%
9
3
.3

%
8
8

1
8
7

8
5
1

2
8

2
7
.7

%
3
3
.3

%
2
7
.6

%
2
6
.7

%
2
8
.2

%
2
6
.9

%
7
7

1
7
6

1
1

4
7

1
8

2
4
.2

%
3
3
.3

%
2
4
.1

%
3
6
.7

%
2
6
.0

%
1
7
.3

%
7
6

1
7
5

1
0

4
0

2
5

2
3
.9

%
3
3
.3

%
2
3
.8

%
3
3
.3

%
2
2
.1

%
2
4
.0

%
2
0
9

3
2
0
6

2
1

1
1
8

6
7

6
5
.7

%
1
0
0
.0

%
6
5
.4

%
7
0
.0

%
6
5
.2

%
6
4
.4

%
1
3
2

1
1
3
1

1
2

6
8

5
1

4
1
.5

%
3
3
.3

%
4
1
.6

%
4
0
.0

%
3
7
.6

%
4
9
.0

%
1
0
1

2
9
9

1
1

5
3

3
5

3
1
.8

%
6
6
.7

%
3
1
.4

%
3
6
.7

%
2
9
.3

%
3
3
.7

%
1
6
8

0
1
6
8

1
8

9
4

5
6

5
2
.8

%
0
.0

%
5
3
.3

%
6
0
.0

%
5
1
.9

%
5
3
.8

%
9
8

0
9
8

1
1

5
7

3
0

3
0
.8

%
0
.0

%
3
1
.1

%
3
6
.7

%
3
1
.5

%
2
8
.8

%
1
4

0
1
4

2
1
0

2
4
.4

%
0
.0

%
4
.4

%
6
.7

%
5
.5

%
1
.9

%
1
7
4

3
1
7
1

1
4

1
0
0

5
7

5
4
.7

%
1
0
0
.0

%
5
4
.3

%
4
6
.7

%
5
5
.2

%
5
4
.8

%
4
9

1
4
8

5
2
2

2
1

1
5
.4

%
3
3
.3

%
1
5
.2

%
1
6
.7

%
1
2
.2

%
2
0
.2

%
1
2
1

2
1
1
9

9
6
6

4
4

3
8
.1

%
6
6
.7

%
3
7
.8

%
3
0
.0

%
3
6
.5

%
4
2
.3

%
2
8

0
2
8

3
1
8

7
8
.8

%
0
.0

%
8
.9

%
1
0
.0

%
9
.9

%
6
.7

%
1
0
9

1
1
0
8

6
7
0

3
2

3
4
.3

%
3
3
.3

%
3
4
.3

%
2
0
.0

%
3
8
.7

%
3
0
.8

%
2
4

1
2
3

4
1
2

7
7
.5

%
3
3
.3

%
7
.3

%
1
3
.3

%
6
.6

%
6
.7

%

性
別

年
齢

そ
の
他

医
療
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

主
治
医
の
状
況

通
院
状
況

必
要
と
す
る
医
療
ケ
ア
の
状
況

そ
の
他

金
銭
管
理
等
の
介
助

生
活
動
作
の
介
助

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況

身
体
状
況
･健
康
状
態

障
害
の
診
断

障
害
種
別
･等
級

そ
の
他

世
帯
構
成

居
住
地

回
答
者
の
属
性

回
答
者
の
障
害
の
状
況

回
答
者
の
健
康
状
態
、
Ａ
Ｄ
Ｌ
、
ＩＡ
Ｄ
Ｌ

医
療
に
関
す
る
こ
と

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

手
帳
外
の
障
害
の
状
況
（
発
達
、
難
病
、
高
次
脳
等
)
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（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

 

 
 

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

3
1
8

3
3
1
5

3
0

1
8
1

1
0
4

2
7
1

3
2
6
8

2
7

1
5
9

8
2

8
5
.2

%
1
0
0
.0

%
8
5
.1

%
9
0
.0

%
8
7
.8

%
7
8
.8

%
2
3
3

2
2
3
1

2
4

1
3
3

7
4

7
3
.3

%
6
6
.7

%
7
3
.3

%
8
0
.0

%
7
3
.5

%
7
1
.2

%
6
2

2
6
0

6
3
5

1
9

1
9
.5

%
6
6
.7

%
1
9
.0

%
2
0
.0

%
1
9
.3

%
1
8
.3

%
1
1
8

1
1
1
7

5
6
7

4
5

3
7
.1

%
3
3
.3

%
3
7
.1

%
1
6
.7

%
3
7
.0

%
4
3
.3

%
1
3
3

1
1
3
2

8
9
1

3
3

4
1
.8

%
3
3
.3

%
4
1
.9

%
2
6
.7

%
5
0
.3

%
3
1
.7

%
1
7

1
1
6

2
9

5
5
.3

%
3
3
.3

%
5
.1

%
6
.7

%
5
.0

%
4
.8

%
2
8
7

3
2
8
4

2
8

1
6
0

9
6

9
0
.3

%
1
0
0
.0

%
9
0
.2

%
9
3
.3

%
8
8
.4

%
9
2
.3

%
1
0
9

0
1
0
9

1
2

5
7

4
0

3
4
.3

%
0
.0

%
3
4
.6

%
4
0
.0

%
3
1
.5

%
3
8
.5

%
1
7
5

3
1
7
2

1
9

1
0
9

4
4

5
5
.0

%
1
0
0
.0

%
5
4
.6

%
6
3
.3

%
6
0
.2

%
4
2
.3

%
1
9
6

1
1
9
5

2
0

1
0
7

6
8

6
1
.6

%
3
3
.3

%
6
1
.9

%
6
6
.7

%
5
9
.1

%
6
5
.4

%
1
7
2

2
1
7
0

1
5

9
3

6
2

5
4
.1

%
6
6
.7

%
5
4
.0

%
5
0
.0

%
5
1
.4

%
5
9
.6

%
2
9

1
2
8

4
1
3

1
1

9
.1

%
3
3
.3

%
8
.9

%
1
3
.3

%
7
.2

%
1
0
.6

%
2
6
2

3
2
5
9

2
4

1
5
2

8
3

8
2
.4

%
1
0
0
.0

%
8
2
.2

%
8
0
.0

%
8
4
.0

%
7
9
.8

%
2
4
8

3
2
4
5

2
3

1
4
2

8
0

7
8
.0

%
1
0
0
.0

%
7
7
.8

%
7
6
.7

%
7
8
.5

%
7
6
.9

%
9
0

2
8
8

8
5
3
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在
宅
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日
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で
不
安
を
感
じ
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と
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入
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経
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向
き
の
意
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関
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ー
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要
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関
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ー
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ー
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感
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入
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の
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に
関
す
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こ
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生
活
に
関
す
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相
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に
関
す
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こ
と

情
報
入
手
に
関
す
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こ
と
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全
体
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県

市
区

町
村

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況

そ
の
他

療
育
、
特
別
支
援
教
育
等
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

就
学
、
進
学
、
進
路
等
の
希
望

通
園
･通
学
状
況

そ
の
他

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
た
め
の
基
盤
整
備
等
に
関
す
る
ニ
ー

ズ
・
要
望

成
年
後
見
制
度
な
ど
支
援
制
度
の
利
用
意
向

成
年
後
見
制
度
な
ど
支
援
制
度
の
認
知
状
況

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
意
向

そ
の
他

日
中
活
動
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

日
中
の
居
場
所

外
出
の
状
況

そ
の
他

就
労
支
援
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

就
労
意
向

就
労
経
験

就
労
に
関
す
る
こ
と

日
中
活
動
に
関
す
る
こ
と

教
育
に
関
す
る
こ
と

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
関
す
る
こ
と
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そ
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解
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に
関
す
る
ニ
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ズ
・
要
望

差
別
や
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な
思
い
を
し
た
経
験

そ
の
他

介
護
者
支
援
の
ニ
ー
ズ
・
要
望

介
護
の
負
担
感
、
不
安

介
護
者
の
健
康
状
態

介
護
者
の
続
柄
、
年
齢
・
性
別
等

そ
の
他

防
災
･防
犯
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
・
要
望

防
災
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防
犯
で
不
安
を
感
じ
る
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護
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の
備
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に
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す
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  問
５

 
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
の
計
画
へ
の
反
映
状
況

 

◆
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
何
ら
か
の
課
題
が
把
握
で
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
施
策
検
討
に
活

用
し
た
自
治
体
が
ほ
ぼ
半
数
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
の
推
計
に
活
用
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
も

半
数
あ
る
。
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  問
７

 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
実
施
し
た
理
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◆
ア
ン
ケ
ー
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で
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握
が
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し
い
生
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実
態
等
を
聞
き
取
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
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ン
ケ
ー
ト
の
補
完

と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
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ス
見
込
量
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そ
の
他

障
害
者
団
体
等
か
ら
、
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
は
実
施
せ
ず
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
実
態
把
握
等
を

行
う
こ
と
に
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
把
握
が
難
し
い
生
活
実
態
、
ニ
ー
ズ
な
ど

を
聞
き
取
る
た
め
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4
3
 

  問
８

 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
対
象
者
の
選
定
方
法

 

◆
半
数
が
、
障
害
者
団
体
等
に
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
そ
の
他
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

  問
９

 
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
結
果
の
計
画
へ
の
反
映
状
況

 

◆
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
か
ら
何
ら
か
の
課
題
が
把
握
で
き
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
施
策
検
討
に
活

用
し
た
自
治
体
が
半
数
以
上
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

  

    
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

9
3

3
9
0

3
6
2

2
5

3
0

3
0

0
3

3
.2

%
0
.0

%
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
1
2
.0

%

1
1

0
0

0
0

1
.1

%
3
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%

4
8

0
4
8

2
3
7

9

5
1
.6

%
0
.0

%
5
3
.3

%
6
6
.7

%
5
9
.7

%
3
6
.0

%

3
9

2
3
7

1
2
3

1
3

4
1
.9

%
6
6
.7

%
4
1
.1

%
3
3
.3

%
3
7
.1

%
5
2
.0

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

障
害
者
手
帳
所
持
者
等
か
ら
無
作
為
抽
出
し
、
個
別
に

依
頼

そ
の
他

障
害
者
団
体
等
に
対
象
者
選
定
を
依
頼

公
募
を
行
い
、
応
募
者
か
ら
選
定

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

9
3

3
9
0

3
6
2

2
5

5
2

2
5
0

1
4
0

9

5
5
.9

%
6
6
.7

%
5
5
.6

%
3
3
.3

%
6
4
.5

%
3
6
.0

%

3
4

0
3
4

1
2
0

1
3

3
6
.6

%
0
.0

%
3
7
.8

%
3
3
.3

%
3
2
.3

%
5
2
.0

%

2
0

2
0

0
2

2
.2

%
0
.0

%
2
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.0

%

5
1

4
0

4
0

5
.4

%
3
3
.3

%
4
.4

%
0
.0

%
6
.5

%
0
.0

%

3
0

3
0

2
1

3
.2

%
0
.0

%
3
.3

%
0
.0

%
3
.2

%
4
.0

%

都
道

府
県

市
区

町
村

全
体

分
析
が
難
し
く
、
政
策
上
の
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
が
困

難
だ
っ
た

そ
の
他

現
在
の
施
策
等
に
課
題
は
み
ら
れ
ず
、
今
後
も
継
続
し
て

続
け
て
い
く
べ
き
こ
と
が
確
認
で
き
た

施
策
上
の
課
題
が
得
ら
れ
た
が
、
施
策
等
に
十
分
に
反

映
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

施
策
上
の
課
題
が
得
ら
れ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
新
規
施
策

の
検
討
や
既
存
施
策
の
見
直
し
･拡
充
な
ど
を
行
っ
た

 

4
4
 

  （
３
）
障
害
福
祉
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
関
す
る
事
項

 

 問
1

2
 
行
政
計
画
全
般
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
実
施
状
況

 

◆
行
政
計
画
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
、
自
治
体
全
体
と
し
て
の
方
針
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
全
体
的
な
方
針
等

が
あ
る
と
こ
ろ
が
約

1
割
、
方
針
等
は
な
い
が
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
行
っ
て
い
る
計
画
が
多
い
と
い
う
と
こ
ろ
が

約
3
割
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
行
っ
て
い
る
計
画
は
少
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
ほ
ぼ
半
数
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

  問
1

3
 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
実
施
状
況

 

◆
障
害
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

4
割
、
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が

6
割

と
い
う
状
況
で
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  
 

 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8
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8

7
0
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.9

%
6
6
.7

%

4
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1
9

1
6

6
.5

%
1
4
.3

%
6
.1

%
1
6
.0

%
5
.6

%
5
.2

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

自
治
体
と
し
て
行
政
計
画
の
P
D
C
A
を
行
う
た
め
の
方
針
･

指
針
等
は
な
く
、
P
D
C
A
を
行
っ
て
い
る
計
画
は
少
な
い

自
治
体
と
し
て
行
政
計
画
の
P
D
C
A
を
行
う
た
め
の
方
針
･

指
針
等
は
な
い
が
、
P
D
C
A
を
行
っ
て
い
る
計
画
が
多
い

自
治
体
と
し
て
行
政
計
画
の
P
D
C
A
を
行
う
た
め
の
方
針
･

指
針
等
を
定
め
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
各
計
画
の

P
D
C
A
を
行
っ
て
い
る

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

7
2
8

2
8

7
0
0

5
0

3
4
1

3
0
9

2
9
0

2
2

2
6
8

3
2

1
6
0

7
6

3
9
.8

%
7
8
.6

%
3
8
.3

%
6
4
.0

%
4
6
.9

%
2
4
.6

%

4
3
8

6
4
3
2

1
8

1
8
1

2
3
3

6
0
.2

%
2
1
.4

%
6
1
.7

%
3
6
.0

%
5
3
.1

%
7
5
.4

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

実
施
し
て
い
な
い

実
施
し
て
い
る
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4
5
 

  問
1

4
 
障
害
福
祉
計
画
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
記
載

 

◆
計
画
へ
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
半
数
が
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
記
載
を
し
て
い
る
。
一
方
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

を
行
っ
て
い
て
も
計
画
に
記
載
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も

3
割
あ
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

 問
1

5
 障

害
福
祉
計
画
に
お
け
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
体
制

 

◆
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
か
か
る
体
制
と
し
て
は
、
会
議
体
な
ど
を
組
織
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
約

8
割
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
関
係
部
署
に
照
会
す
る
な
ど
の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は

3
割
弱
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
結
果

を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

1
割
未
満
と
わ
ず
か
で
あ
る
。

 （
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合

 
*
複
数
回
答
）

 

 

  

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

2
9
0
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1
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%
4
.5

%
1
.5

%
0
.0

%
1
.9

%
1
.3

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

特
に
何
も
記
載
し
て
い
な
い

P
D
C
A
を
行
う
こ
と
を
記
載
し
て
い
る

P
D
C
A
の
体
制
や
具
体
的
な
方
法
を
記
載
し
て
い
る

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

2
9
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2
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8
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1
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%
2
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%
1
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%
1
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1
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%
1
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%

7
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7
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%
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%

2
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%
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%
9
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%
1
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%

都
道

府
県

市
区

町
村

全
体

そ
の
他

P
D
C
A
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
、
公
表
し
て
い
る

障
害
者
等
に
対
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
、
ニ
ー
ズ
等
を

聞
く
た
め
に
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
行
っ
て
い
る

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
定
期
的
に
照
会
し
、
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
数
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
状
況
の
動
向
な
ど
の
情
報
収

集
を
行
っ
て
い
る

関
係
部
署
に
定
期
的
に
照
会
し
、
計
画
の
P
D
C
A
の
た
め

の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る

障
害
当
事
者
や
支
援
者
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
を
含
む

会
議
体
で
、
計
画
の
P
D
C
A
を
行
っ
て
い
る

庁
内
に
、
計
画
の
P
D
C
A
を
行
う
た
め
の
会
議
体
を
設
置
し

て
い
る

 

4
6
 

  問
1

6
 Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
障
害
福
祉
計
画
の
見
直
し
等
の
状
況

 

◆
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
、
計
画
の
見
直
し
等
を
行
っ
た
と
こ
ろ
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
り
改
善
点

な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
見
直
し
ま
で
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
約

3
割
。
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
り

改
善
事
項
等
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
約

6
割
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
上
段
：
回
答
数
、
下
段
：
割
合
）

  

    
 

政
令
市
・

中
核
市
・

特
別
区

そ
の
他

市
町
村

N
=

2
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0
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1
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%

1
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8
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2
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8
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5
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5
7
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%
5
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%
7
1
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%
5
4
.4

%
6
5
.8

%

1
9

4
1
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3
1
1

1

6
.6

%
1
8
.2

%
5
.6

%
9
.4

%
6
.9

%
1
.3

%

全
体

都
道

府
県

市
区

町
村

そ
の
他

P
D
C
A
の
結
果
か
ら
計
画
の
進
捗
に
大
き
な
問
題
は
な

く
、
見
直
し
の
必
要
は
生
じ
て
い
な
い

P
D
C
A
の
結
果
に
よ
り
改
善
等
を
す
べ
き
事
項
が
明
ら
か

に
な
っ
た
が
、
見
直
し
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い

計
画
の
見
直
し
は
し
て
い
な
い
が
、
P
D
C
A
の
結
果
に
よ
り

個
別
事
業
な
ど
の
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る

P
D
C
A
の
結
果
に
基
づ
き
、
計
画
の
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と

が
あ
る
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4
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 （
参
考
２
）

 

 

 

 

4
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4
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5
0
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5
1
 

 （
参
考
３
）

 

 

福
祉

ふ
く

し

に
関か
ん

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

あ
ん

け
ー

と

調
査

ち
ょ
う
さ

へ
の
ご
協
力

ご
き
ょ
う
り
ょ
く

の
お
願ね
が

い
 

  
 
日
頃

ひ
ご

ろ

よ
り
●
●
市し

の
福
祉

ふ
く

し

行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

に
ご
理り

解か
い

・
ご
協き
ょ
う

力り
ょ
く

を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

 

 
 
●
●
市し

で
は
現
在

げ
ん
ざ
い

、
平
成

へ
い
せ
い

●
年
度

ね
ん

ど

を
初
年
度

し
ょ

ね
ん

ど

と
す
る
第だ
い

●
期き

障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ
く

し

計
画

け
い
か
く

の
策
定

さ
く
て
い

に
向む

け
た

取と

り
組く

み
を
進す
す

め
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
民

し
み

ん

の
皆み
な

さ
ま
の
福
祉

ふ
く

し

サ
ー
ビ
ス

さ
ー

び
す

の
利
用

り
よ

う

実
態

じ
っ
た
い

や

福
祉

ふ
く

し

に
関か
ん

す
る
意
識

い
し

き

、
意
向

い
こ

う

な
ど
を
把
握

は
あ

く

し
、
計
画

け
い
か
く

策
定

さ
く
て
い

や
施
策

し
さ

く

推
進

す
い
し
ん

に
役
立

や
く

だ

て
る
た
め
の

ア
ン
ケ
ー
ト

あ
ん

け
ー

と

調
査

ち
ょ
う
さ

を
実
施

じ
っ

し

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

 
 
調
査

ち
ょ
う
さ

の
対
象
者

た
い
し
ょ
う
し
ゃ

は
、
●
●
か
ら
選え
ら

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

 
 
こ
の
調
査

ち
ょ
う
さ

は
、
無
記
名

む
き

め
い

で
ご
回か
い

答と
う

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
回
答

か
い
と
う

さ
れ
た
方か
た

が
特
定

と
く
て
い

さ
れ
た
り
、

個
人

こ
じ

ん

の
回
答

か
い
と
う

内
容

な
い
よ
う

が
明あ
き

ら
か
に
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
票

ち
ょ
う
さ
ひ
ょ
う

は
●
●
市し

個
人

こ
じ

ん

情
報

じ
ょ
う
ほ
う

保
護

ほ
ご

条
例

じ
ょ
う
れ
い

に
し
た
が
い
、
適
切

て
き
せ
つ

な
管
理

か
ん

り

を
い
た
し
ま
す
。

 

 
 
ま
た
、
ご
回か
い

答と
う

い
た
だ
い
た
内
容

な
い
よ
う

は
、
統
計
的

と
う
け
い
て
き

な
処
理

し
ょ

り

を
行お
こ
な

い
、
計
画

け
い
か
く

策
定

さ
く
て
い

お
よ
び
施
策

し
さ

く

推
進

す
い
し
ん

の
た
め
の
基
礎

き
そ

資
料

し
り
ょ
う

と
し
て
の
み
使
用

し
よ

う

し
、
そ
の
他た

の
目
的

も
く
て
き

で
使つ
か

わ
れ
る
こ
と
は
一
切

い
っ
さ
い

あ
り
ま
せ

ん
。
調
査

ち
ょ
う
さ

の
趣
旨

し
ゅ

し

を
ご
理り

解か
い

い
た
だ
き
、
ご
協き
ょ
う

力り
ょ
く

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願ね
が

い
い
た
し
ま
す
。

 

 

平
成

へ
い
せ
い

●
年ね
ん

●
月が
つ

 
●
●
市し

 

 

＜
記
入

き
に
ゅ
う

要
領

よ
う
り
ょ
う

＞
 

・
宛
名

あ
て

な

の
ご
本ほ
ん

人に
ん

が
直
接

ち
ょ
く
せ
つ

回
答

か
い
と
う

い
た
だ
く
こ
と
が
難む
ず
か

し
い
場
合

ば
あ

い

に
は
、
家
族

か
ぞ

く

や
介
護
者

か
い

ご
し

ゃ

の
方か
た

な
ど

が
、
ご
本ほ
ん

人に
ん

の
意
向

い
こ

う

を
尊
重

そ
ん
ち
ょ
う

し
て
記
入

き
に
ゅ
う

し
て
く
だ
さ
い
。

 

・
質
問

し
つ
も
ん

へ
の
回
答

か
い
と
う

方
法

ほ
う
ほ
う

は
、
そ
れ
ぞ
れ
質
問

し
つ
も
ん

文ぶ
ん

に
記
載

き
さ

い

し
て
い
ま
す
の
で
、
質
問

し
つ
も
ん

文ぶ
ん

を
よ
く
読よ

ん
で

お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。

 

・
記
入

き
に
ゅ
う

が
終お

わ
り
ま
し
た
ら
、
●
月が
つ

●
日に
ち

ま
で
に
同
封

ど
う
ふ
う

の
返
信
用

へ
ん
し
ん
よ
う

封
筒

ふ
う
と
う

を
使つ
か

っ
て
ご
返
送

ご
へ

ん
そ

う

く
だ
さ
い
。 

・
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

あ
ん

け
ー

と

調
査

ち
ょ
う
さ

へ
の
ご
質し
つ

問も
ん

な
ど
は
、
下
記

か
き

ま
で
お
問と

い
合あ

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

 【
問と

い
合あ

わ
せ
先さ
き

】
 

    
 

 

 

5
2
 

 

福
祉

ふ
く

し

に
関か
ん

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

あ
ん

け
ー

と

調
査

ち
ょ
う
さ

 

調
査
票

ち
ょ
う
さ
ひ
ょ
う

 
  問と
い

１
 
お
答こ
た

え
い
た
だ
く
の
は
、
ど
な
た
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
本
人

ほ
ん
に
ん

（
こ
の
調
査
票

ち
ょ
う
さ
ひ
ょ
う

が
郵
送

ゆ
う
そ
う

さ
れ
た
宛
名

あ
て

な

の
方か
た

）
 

２
．
本
人

ほ
ん
に
ん

の
家
族

か
ぞ

く

 

３
．
家
族

か
ぞ

く

以
外

い
が

い

の
介
助
者

か
い
じ
ょ
し
ゃ

 

※
こ
れ
以
降

い
こ

う

、
こ
の
調
査
票

ち
ょ
う
さ
ひ
ょ
う

が
郵
送

ゆ
う
そ
う

さ
れ
た
宛
名

あ
て

な

の
方か
た

を
「
あ
な
た
」
と
お
呼よ

び
し
ま
す
の
で
、
ご
本
人

ほ
ん
に
ん （

こ

の
調
査
票

ち
ょ
う
さ
ひ
ょ
う

の
対
象
者

た
い
し
ょ
う
し
ゃ

：
障
し
ょ
う

が
い
の
あ
る
方か
た

）
の

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

な
ど
に
つ
い
て
、
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。

 

  あ
な
た
（
宛
名

あ
て

な

の
方か
た

）
の
性
別

せ
い
べ
つ

・
年
齢

ね
ん
れ
い

・
ご
家
族

か
ぞ

く

な
ど
に
つ
い
て

 

問と
い

２
 
あ
な
た
の
年
齢

ね
ん
れ
い

を
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。
（
平
成

へ
い
せ
い

○
年ね
ん

○
月が
つ

○
日に
ち

現
在

げ
ん
ざ
い

）
 

 

満ま
ん

 
 

歳さ
い

 

 問と
い

３
 
あ
な
た
の
性
別

せ
い
べ
つ

を
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
男
性

だ
ん
せ
い

 
２
．
女
性

じ
ょ
せ
い

 

 問と
い

４
 
あ
な
た
が
お
住す

ま
い
の
地
域

ち
い

き

は
ど
こ
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．

 

２
．

 

３
．

 

４
．

 

５
．

 

※
各
自
治
体
で
設
定

 

 問と
い

５
 
現
在

げ
ん
ざ
い

、
あ
な
た
が
一
緒

い
っ
し
ょ

に
暮く

ら
し
て
い
る
人
は
、
ど
な
た
で
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
も
の
す

べ
て
に
○
）

 

１
．
父
母

ふ
ぼ

・
祖
父
母

そ
ふ

ぼ

・
兄

弟
き
ょ
う
だ
い

 

２
．
配
偶
者

は
い
ぐ
う
し
ゃ

（
夫
お
っ
と

ま
た
は
妻つ
ま

）
 

３
．
子こ

ど
も

 
 

４
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

５
．
い
な
い
（
一
人

ひ
と

り

で
暮く

ら
し
て
い
る
）

 

※
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
福
祉

ふ
く

し

施
設

し
せ

つ

等と
う

を
利
用

り
よ

う

さ
れ
て
い
る
方か
た

は
「
５
．
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
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5
3
 

 問と
い

６
 
日
常

に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

で
、
次
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
ま
す
か
。
①
か
ら
⑩
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
答こ
た

く
だ
さ
い
。
（
①
か
ら
⑩
そ
れ
ぞ
れ
に
○
を
１
つ
）

 

項こ
う

 
 

 
目も
く

 
ひ
と
り
で

 

で
き
る

 

一
部

い
ち

ぶ

介
助

か
い
じ
ょ

が
 

必
要

ひ
つ
よ
う

 

全
部

ぜ
ん

ぶ

介
助

か
い
じ
ょ

が
 

必
要

ひ
つ
よ
う

 

①
 

食
事

し
ょ
く
じ

 
１

 
２

 
３

 

②
 

ト
イ
レ

 
１

 
２

 
３

 

③
 

入
浴

に
ゅ
う
よ
く

 
１

 
２

 
３

 

④
 

衣
服

い
ふ

く

の
着

脱
ち
ゃ
く
だ
つ

 
１

 
２

 
３

 

⑤
 

身み

だ
し
な
み

 
１

 
２

 
３

 

⑥
 

家い
え

の
中な
か

の
移
動

い
ど

う

 
１

 
２

 
３

 

⑦
 

外
出

が
い
し
ゅ
つ

 
１

 
２

 
３

 

⑧
 

家
族

か
ぞ

く

以
外

い
が

い

の
人ひ
と

と
の
意
思

い
し

疎
通

そ
つ

う

 
１

 
２

 
３

 

⑨
 

お
金か
ね

の
管
理

か
ん

り

 
１

 
２

 
３

 

⑩
 

薬く
す
り

の
管
理

か
ん

り

 
１

 
２

 
３

 

 （
問と
い

６
で
「
一
部

い
ち

ぶ

介
助

か
い
じ
ょ

が
必
要

ひ
つ
よ
う

」
又ま
た

は
「
全
部

ぜ
ん

ぶ

介
助

か
い
じ
ょ

が
必
要

ひ
つ
よ
う

」
と
答こ
た

え
た
方か
た

）
 

問と
い

７
 
あ
な
た
を
介
助

か
い
じ
ょ

し
て
く
れ
る
方か
た

は
主お
も

に
誰だ
れ

で
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
父
母

ふ
ぼ

・
祖
父
母

そ
ふ

ぼ

・
兄

弟
き
ょ
う
だ
い

 

２
．
配
偶
者

は
い
ぐ
う
し
ゃ

（
夫お
っ
と

ま
た
は
妻つ
ま

）
 

３
．
子こ

ど
も

  

５
．
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設

し
せ

つ

の
職

員
し
ょ
く
い
ん

 

６
．
そ
の
他た

の
人ひ
と

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等と
う

）
 

 （
問と
い

７
で
１
．
～
３
．
を
答こ
た

え
た
方か
た

）
 

問と
い

８
 
あ
な
た
を
介
助

か
い
じ
ょ

し
て
く
れ
る
家
族

か
ぞ

く

で
、
特と
く

に
中

心
ち
ゅ
う
し
ん

と
な
っ
て
い
る
方か
た

の
年
齢

ね
ん
れ
い

、
性
別

せ
い
べ
つ

、
健
康

け
ん
こ
う

状
態

じ
ょ
う
た
い

を
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。

 
 ①
年
齢

ね
ん
れ
い

（
平
成

へ
い
せ
い

○
年ね
ん

○
月が
つ

○
日に
ち

現
在

げ
ん
ざ
い

）
 

満ま
ん

 
 

歳さ
い

 

 ②
性
別

せ
い
べ
つ

（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
男
性

だ
ん
せ
い

 
２
．
女
性

じ
ょ
せ
い

 

 ③
健
康

け
ん
こ
う

状
態

じ
ょ
う
た
い

（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
よ
い

 
２
．
ふ
つ
う

 
３
．
よ
く
な
い

 

 

5
4
 

  あ
な
た
の

障
し
ょ
う

が
い
の

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

に
つ
い
て

 

問と
い

９
 
あ
な
た
は
身
体

し
ん
た
い

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

手
帳

て
ち
ょ
う

を
お
持も

ち
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．

1
級き
ゅ
う

 

２
．

2
級き
ゅ
う

 

３
．

3
級き
ゅ
う

 

４
．

4
級き
ゅ
う

 

５
．

5
級き
ゅ
う

 

６
．

6
級き
ゅ
う

 

７
．
持も

っ
て
い
な
い

 

 

 問と
い

1
0

 
身
体

し
ん
た
い

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

手
帳

て
ち
ょ
う

を
お
持

お
も

ち
の
場
合

ば
あ

い

、
主し
ゅ

た
る
障
害

し
ょ
う
が
い

を
お
答こ
た

く
だ
さ
い
。

 

（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
視
覚

し
か

く

障
害

し
ょ
う
が
い

 

２
．
聴

覚
ち
ょ
う
か
く

障
害

し
ょ
う
が
い

 

３
．
音
声

お
ん
せ
い

・
言
語

げ
ん

ご

・
そ
し
ゃ
く
機
能

き
の

う

障
害

し
ょ
う
が
い

 

４
．
肢
体

し
た

い

不
自
由

ふ
じ

ゆ
う

（
上
肢

じ
ょ
う
し

）
 

５
．
肢
体

し
た

い

不
自
由

ふ
じ

ゆ
う

（
下
肢

か
し

）
 

６
．
肢
体

し
た

い

不
自
由

ふ
じ

ゆ
う

（
体た
い

幹か
ん

）
 

７
．
内
部

な
い

ぶ

障
害

し
ょ
う
が
い

（
１
～
６
以
外

い
が

い

）
 

 問と
い

1
1

 
あ
な
た
は
療
育

り
ょ
う
い
く

手
帳

て
ち
ょ
う

を
お
持
ち
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
Ａ
判
定

は
ん
て
い

 
２
．
Ｂ
判
定

は
ん
て
い

 
３
．
Ｃ
判
定

は
ん
て
い

 
４
．
持も

っ
て
い
な
い

 

 問と
い

1
2

 
あ
な
た
は
精
神

せ
い
し
ん

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

保
健

ほ
け

ん

福
祉

ふ
く

し

手
帳

て
ち
ょ
う

を
お
持
ち
で
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．

1
級き
ゅ
う

 
２
．

2
級き
ゅ
う

 
３
．

3
級き
ゅ
う

 
４
．
持も

っ
て
い
な
い

 

 問と
い

1
3

 
あ
な
た
は
難

病
な
ん
び
ょ
う

（
特
定

と
く
て
い

疾
患

し
っ
か
ん

）
の
認
定

に
ん
て
い

を
受う

け
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

※
難

病
な
ん
び
ょ
う

（
特
定

と
く
て
い

疾
患

し
っ
か
ん

）
と
は
、
関
節

か
ん
せ
つ

リ
ウ
マ
チ
や
ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

し
ょ
う
こ
う
ぐ
ん

な
ど
の
治
療
法

ち
り
ょ
う
ほ
う

が

確
立

か
く
り
つ

し
て
い
な
い
疾
病

し
っ
ぺ
い

そ
の
他た

の
特
殊

と
く
し
ゅ

の
疾し
っ

病ぺ
い

を
い
い
ま
す
。

 

１
．
受う

け
て
い
る

 
２
．
受う

け
て
い
な
い

 

 

問と
い

1
4

 
あ
な
た
は
発
達

は
っ
た
つ

障
害

し
ょ
う
が
い

と
し
て
診
断

し
ん
だ
ん

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

※
発
達

は
っ
た
つ

障
害

し
ょ
う
が
い

と
は
、
自
閉
症

じ
へ
い
し
ょ
う

、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群

し
ょ
う
こ
う
ぐ
ん

そ
の
他た

の
広
汎
性

こ
う
は
ん
せ
い

発
達

は
っ
た
つ

障
害

し
ょ
う
が
い

、

学
習

が
く
し
ゅ
う

障
害

し
ょ
う
が
い

、
注
意
欠
陥
多
動

ち
ゅ
う
い
け
っ
か
ん
た
ど
う

性せ
い

障
害

し
ょ
う
が
い

な
ど
を
い
い
ま
す
。

 

１
．
受う

け
て
い
る

 
２
．
受う

け
て
い
な
い
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5
5
 

 問と
い

1
5

 
あ
な
た
は
高
次

こ
う

じ

脳の
う

機
能

き
の

う

障
害

し
ょ
う
が
い

と
し
て
診
断

し
ん
だ
ん

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

 

（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

※
高
次

こ
う

じ

脳の
う

機
能

き
の

う

障
害

し
ょ
う
が
い

と
は
、
一
般

い
っ
ぱ
ん

に
、
外
傷
性

が
い
し
ょ
う
せ
い

脳の
う

損
傷

そ
ん
し
ょ
う

、
脳の
う

血
管

け
っ
か
ん

障
害

し
ょ
う
が
い

等と
う

に
よ
り
脳の
う

に

損
傷

そ
ん
し
ょ
う

を
受う

け
そ
の
後
遺
症

こ
う
い
し
ょ
う

等な
ど

と
し
て

生し
ょ
う

じ
た
記
憶

き
お

く

障
害

し
ょ
う
が
い

、
注
意

ち
ゅ
う
い

障
害

し
ょ
う
が
い

、
社
会
的

し
ゃ
か
い
て
き

行
動

こ
う
ど
う

障
害

し
ょ
う
が
い

な
ど
の
認
知

に
ん

ち

障
害

し
ょ
う
が
い

等な
ど

を
指さ

す
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的

ぐ
た
い
て
き

に
は
「
会
話

か
い

わ

が
う
ま
く

か
み
合あ

わ
な
い
」
等と
う

の
症

状
し
ょ
う
じ
ょ
う

が
あ
り
ま
す
。

 

１
．
受う

け
て
い
る

 
２
．
受う

け
て
い
な
い

 

 問と
い

1
6

 
あ
な
た
が
現
在

げ
ん
ざ
い

受う

け
て
い
る
医
療

い
り
ょ
う

ケ
ア

け
あ

を
ご
回
答

ご
か

い
と

う

く
だ
さ
い
。

 

（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
気
管

き
か

ん

切
開

せ
っ
か
い

 

２
．
人
工

じ
ん
こ
う

呼
吸
器

こ
き

ゅ
う

き

（
レ
ス
ピ
レ
ー
タ
ー

れ
す

ぴ
れ

ー
た

ー

）
 

３
．
吸

入
き
ゅ
う
に
ゅ
う

 

４
．
吸
引

き
ゅ
う
い
ん

 

５
．
胃い

ろ
う
・
腸ち
ょ
う

ろ
う

 

６
．
鼻
腔

び
こ

う

経
管

け
い
か
ん

栄
養

え
い
よ
う

 

７
．
中
心

ち
ゅ
う
し
ん

静
脈

じ
ょ
う
み
ゃ
く

栄
養

え
い
よ
う

（
Ｉ
Ｖ
Ｈ
）

 

８
．
透
析

と
う
せ
き

 

９
．
カ
テ
ー
テ
ル

か
て

ー
て

る

留
置

り
ゅ
う
ち

 

１
０
．
ス
ト
マ

す
と

ま

（
人
工

じ
ん
こ
う

肛
門

こ
う
も
ん

・
人
工

じ
ん
こ
う

膀
胱

ぼ
う
こ
う

）
 

１
１
．
服
薬

ふ
く
や
く

管
理

か
ん

り

 

１
２
．
そ
の
他

そ
の

た

 

  住す

ま
い
や
暮く

ら
し
に
つ
い
て

 

問と
い

1
7

 
あ
な
た
は
現
在

げ
ん
ざ
い

ど
の
よ
う
に
暮く

ら
し
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
一
人

ひ
と

り

で
暮く

ら
し
て
い
る

 

２
．
家
族

か
ぞ

く

と
暮く

ら
し
て
い
る

 

３
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
暮く

ら
し
て
い
る

 

４
．
福
祉

ふ
く

し

施
設

し
せ

つ

（
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

支
援

し
え

ん

施
設

し
せ

つ

、
高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

支
援

し
え

ん

施
設

し
せ

つ

）
で
暮く

ら
し
て
い
る

 

５
．
病
院

び
ょ
う
い
ん

に
入

院
に
ゅ
う
い
ん

し
て
い
る

 

６
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 【
問と
い

1
8
及
び
問と
い

1
9
は
、
問と
い

1
7
で
４
．
又ま
た

は
５
．
を
選
択

せ
ん
た
く

し
た
場
合

ば
あ

い

に
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。
】

 

問と
い

1
8

 
あ
な
た
は
将
来

し
ょ
う
ら
い

、
地
域

ち
い

き

で
生
活

せ
い
か
つ

し
た
い
と
思お
も

い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
今い
ま

の
ま
ま
生
活

せ
い
か
つ

し
た
い

 

２
．
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

ぐ
る

ー
ぷ

ほ
ー

む

な
ど
を
利
用

り
よ

う

し
た
い

 

 

5
6
 

 ３
．
家
族

か
ぞ

く

と
一
緒

い
っ
し
ょ

に
生
活

せ
い
か
つ

し
た
い

 

４
．
一
般

い
っ
ぱ
ん

の
住
宅

じ
ゅ
う
た
く

で
独ひ
と

り
暮ぐ

ら
し
を
し
た
い

 

５
．
そ
の
他

そ
の

た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 問と
い

1
9

 
地
域

ち
い

き

で
生
活

せ
い
か
つ

す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
支
援

し
え

ん

が
あ
れ
ば
よ
い
と
思お
も

い
ま
す
か
。

 

（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
在
宅

ざ
い
た
く

で
医
療

い
り
ょ
う

ケ
ア

け
あ

な
ど
が
適
切

て
き
せ
つ

に
得え

ら
れ
る
こ
と

 

２
．
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

に
適て
き

し
た
住
居

じ
ゅ
う
き
ょ

の
確
保

か
く

ほ

 

３
．
必
要

ひ
つ
よ
う

な
在
宅

ざ
い
た
く

サ
ー
ビ
ス

さ
ー

び
す

が
適
切

て
き
せ
つ

に
利
用

り
よ

う

で
き
る
こ
と

 

４
．
生
活

せ
い
か
つ

訓
練

く
ん
れ
ん

等と
う

の
充
実

じ
ゅ
う
じ
つ

 

５
．
経
済
的

け
い
ざ
い
て
き

な
負
担

ふ
た

ん

の
軽
減

け
い
げ
ん

 

６
．
相
談

そ
う
だ
ん

対
応

た
い
お
う

等と
う

の
充
実

じ
ゅ
う
じ
つ

 

７
．
地
域

ち
い

き

住
民

じ
ゅ
う
み
ん

等と
う

の
理
解

り
か

い

 

８
．
そ
の
他

そ
の

た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

  日
中

に
っ
ち
ゅ
う

活
動

か
つ

ど
う

や
就
労

し
ゅ
う
ろ
う

に
つ
い
て
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。

 

問と
い

2
0

 
あ
な
た
は
、
１
週

間
し
ゅ
う
か
ん

に
ど
の
程
度

て
い

ど

外
出

が
い
し
ゅ
つ

し
ま
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
毎
日

ま
い
に
ち

外
出

が
い
し
ゅ
つ

す
る

 

２
．
１
週

間
し
ゅ
う
か
ん

に
数
回

す
う
か
い

外
出

が
い
し
ゅ
つ

す
る

 

３
．
め
っ
た
に
外

出
が
い
し
ゅ
つ

し
な
い

 

４
．
ま
っ
た
く
外

出
が
い
し
ゅ
つ

し
な
い

 

 【
問と
い

2
1
か
ら
問と
い

2
3
は
、
問と
い

2
0
で
、
４
．
以
外

い
が

い

を
選
択

せ
ん
た
く

し
た
場
合

ば
あ

い

に
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。
】

 

問と
い

2
1

 
あ
な
た
が
外

出
が
い
し
ゅ
つ

す
る
際さ
い

の
主お
も

な
同
伴
者

ど
う
は
ん
し
ゃ

は
誰だ
れ

で
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
父
母

ふ
ぼ

・
祖
父
母

そ
ふ

ぼ

・
兄

弟
き
ょ
う
だ
い

 

２
．
配
偶
者

は
い
ぐ
う
し
ゃ

（
夫
お
っ
と

ま
た
は
妻つ
ま

）
 

３
．
子こ

ど
も
（
単
身

た
ん
し
ん

で
家
族

か
ぞ

く

は
持も

っ
て
い
な
い
） 

４
．
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
施
設

し
せ

つ

の
職

員
し
ょ
く
い
ん

 

５
．
そ
の
他た

の
人ひ
と

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等と
う

）
 

６
．
一
人
で
外
出
す
る
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5
7
 

 問と
い

2
2

 
あ
な
た
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
外
出
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
か
。

 

（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
通
勤

つ
う
き
ん

・
通
学

つ
う
が
く

・
通
所

つ
う
し
ょ

 

２
．
訓
練

く
ん
れ
ん

や
リ
ハ
ビ
リ
に
行い

く
 

３
．
医
療

い
り
ょ
う

機
関

き
か

ん

へ
の
受
診

じ
ゅ
し
ん

 

４
．
買か

い
物も
の

に
行い

く
 

５
．
友
人

ゆ
う
じ
ん

・
知
人

ち
じ

ん

に
会
う

 

６
．
趣
味

し
ゅ

み

や
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

 

７
．
グ
ル
ー
プ
活
動

か
つ
ど
う

に
参
加

さ
ん

か

す
る

 

８
．
散
歩

さ
ん

ぽ

に
行い

く
 

９
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 

 問と
い

2
3

 
外

出
が
い
し
ゅ
つ

す
る
時と
き

に
困こ
ま

る
こ
と
は
何な
ん

で
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
公

共
こ
う
き
ょ
う

交
通

こ
う
つ
う

機
関

き
か

ん

が
少す
く

な
い
（
な
い
）

 

２
．
列
車

れ
っ
し
ゃ

や
バ
ス
の
乗の

り
降お

り
が
困
難

こ
ん
な
ん

 

３
．
道
路

ど
う

ろ

や
駅え
き

に
階
段

か
い
だ
ん

や
段
差

だ
ん

さ

が
多お
お

い
 

４
．
切
符

き
っ

ぷ

の
買か

い
方か
た

や
乗
換

の
り
か
え

え
の
方
法

ほ
う
ほ
う

が
わ
か
り
に
く
い

 

５
．
外
出
先

が
い
し
ゅ
つ
さ
き

の
建
物

た
て
も
の

の
設
備

せ
つ

び

が
不
便

ふ
べ

ん

（
通
路

つ
う

ろ

、
ト
イ
レ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
）

 

６
．
介
助
者

か
い
じ
ょ
し
ゃ

が
確
保

か
く

ほ

で
き
な
い

 

７
．
外

出
が
い
し
ゅ
つ

に
お
金か
ね

が
か
か
る

 

８
．
周
囲

し
ゅ
う
い

の
目め

が
気き

に
な
る

 

９
．
発
作

ほ
っ

さ

な
ど
突
然

と
つ
ぜ
ん

の
身
体

し
ん
た
い

の
変
化

へ
ん

か

が
心
配

し
ん
ぱ
い

 

１
０
．
困こ
ま

っ
た
時じ

に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
心
配

し
ん
ぱ
い

 

１
１
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 問と
い

2
4

 
あ
な
た
は
、
平
日

へ
い
じ
つ

の
日
中

に
っ
ち
ゅ
う

を
主
に
ど
の
よ
う
に
過す

ご
し
て
い
ま
す
か
。（

○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
会
社

か
い
し
ゃ

勤つ
と

め
や
、
自
営
業

じ
え
い
ぎ
ょ
う

、
家
業

か
ぎ
ょ
う

な
ど
で
収

入
し
ゅ
う
に
ゅ
う

を
得え

て
仕
事

し
ご

と

を
し
て
い
る

 

２
．
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ぼ
ら

ん
て

ぃ
あ

な
ど
、
収

入
し
ゅ
う
に
ゅ
う

を
得え

な
い
仕
事

し
ご

と

を
し
て
い
る

 

３
．
専
業

せ
ん
ぎ
ょ
う

主
婦

し
ゅ

ふ

（
主
夫

し
ゅ

ふ

）
を
し
て
い
る

 

４
．
福
祉

ふ
く

し

施
設

し
せ

つ

、
作
業
所

さ
ぎ
ょ
う
し
ょ

等と
う

に
通か
よ

っ
て
い
る
（
就
労

し
ゅ
う
ろ
う

継
続

け
い
ぞ
く

支
援

し
え

ん

Ａ
型

Ａ
が

た

も
含ふ
く

む
）

 

５
．
病
院

び
ょ
う
い
ん

な
ど
の
デ
イ
ケ
ア

で
い

け
あ

に
通か
よ

っ
て
い
る

 

６
．
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

り
は

び
り

て
ー

し
ょ

ん

を
受う

け
て
い
る

 

７
．
自
宅

じ
た

く

で
過す

ご
し
て
い
る

 

８
．
入
所

に
ゅ
う
し
ょ

し
て
い
る
施
設

し
せ

つ

や
病
院

び
ょ
う
い
ん

等と
う

で
過す

ご
し
て
い
る

 

 

5
8
 

 ９
．
大
学

だ
い
が
く

、
専
門

せ
ん
も
ん

学
校

が
っ
こ
う

、
職

業
し
ょ
く
ぎ
ょ
う

訓
練
校

く
ん
れ
ん
こ
う

な
ど
に
通か
よ

っ
て
い
る

 

１
０
．
特
別

と
く
べ
つ

支
援

し
え

ん

学
校

が
っ
こ
う

（
小
中
高

し
ょ
う
ち
ゅ
う
こ
う

等
部

と
う

ぶ

）
に
通か
よ

っ
て
い
る

 

１
１
．
一
般

い
っ
ぱ
ん

の
高
校

こ
う
こ
う

、
小
中
学
校

し
ょ
う
ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

に
通か
よ

っ
て
い
る

 

１
２
．
幼
稚
園

よ
う

ち
え

ん

、
保
育
所

ほ
い

く
じ

ょ

、
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

通
園

つ
う
え
ん

施
設

し
せ

つ

な
ど
に
通か
よ

っ
て
い
る

 

１
３
．
そ
の
他

そ
の

た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 【
問と
い

2
4
で
、
１
．
を
選
択

せ
ん
た
く

し
た
場
合

ば
あ

い

に
お
答こ
た

え
く
だ
さ
い
。
】

 

問と
い

2
5

 
ど
の
よ
う
な
勤
務

き
ん

む

形
態

け
い
た
い

で
働
は
た
ら

い
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
正
職
員

せ
い
し
ょ
く
い
ん

で
他た

の
職
員

し
ょ
く
い
ん

と
勤
務

き
ん

む

条
件

じ
ょ
う
け
ん

等と
う

に
違ち
が

い
は
な
い

 

２
．
正
職
員

せ
い
し
ょ
く
い
ん

で
短
時
間

た
ん

じ
か

ん

勤
務

き
ん

む

な
ど
の
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

配
慮

は
い
り
ょ

が
あ
る

 

３
．
パ
ー
ト

ぱ
ー

と

・
ア
ル
バ
イ
ト

あ
る

ば
い

と

等と
う

の
非
常
勤

ひ
じ
ょ
う
き
ん

職
員

し
ょ
く
い
ん

、
派
遣

は
け

ん

職
員

し
ょ
く
い
ん

 

４
．
自
営
業

じ
え
い
ぎ
ょ
う

、
農
林

の
う
り
ん

水
産
業

す
い
さ
ん
ぎ
ょ
う

な
ど

 

５
．
そ
の
他

そ
の

た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 【
問と
い

2
4
で
、
１
．
以
外
を
選
択

せ
ん
た
く

し
た

1
8
～

6
4
歳さ
い

の
方か
た

に
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。
】

 

問と
い

2
6

 
あ
な
た
は
今
後

こ
ん

ご

、
収

入
し
ゅ
う
に
ゅ
う

を
得え

る
仕
事

し
ご

と

を
し
た
い
と
思お
も

い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
仕
事

し
ご

と

を
し
た
い

 

２
．
仕
事

し
ご

と

は
し
た
く
な
い
、
で
き
な
い

 

 問と
い

2
7

 
収

入
し
ゅ
う
に
ゅ
う

を
得え

る
仕
事

し
ご

と

を
得え

る
た
め
に
、

職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

訓
練

く
ん
れ
ん

な
ど
を
受う

け
た
い
と
思お
も

い
ま
す
か
。

（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
す
で
に

職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

訓
練

く
ん
れ
ん

を
受う

け
て
い
る

 

２
．

職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

訓
練

く
ん
れ
ん

を
受う

け
た
い

 

２
．

職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

訓
練

く
ん
れ
ん

を
受う

け
た
く
な
い
、
受う

け
る
必ひ
つ

要よ
う

は
な
い

 

 問と
い

2
8

 
あ
な
た
は
、
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

の
就
労

し
ゅ
う
ろ
う

支
援

し
え

ん

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要

ひ
つ
よ
う

だ
と
思お
も

い
ま
す
か
。
 

（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
通
勤

つ
う
き
ん

手
段

し
ゅ
だ
ん

の
確
保

か
く

ほ

 

２
．
勤
務

き
ん

む

場
所

ば
し

ょ

に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー

ば
り

あ
ふ

り
ー

等と
う

の
配
慮

は
い
り
ょ

 

３
．
短
時
間

た
ん

じ
か

ん

勤
務

き
ん

む

や
勤
務

き
ん

む

日
数

に
っ
す
う

等と
う

の
配
慮

は
い
り
ょ
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 ４
．
在
宅

ざ
い
た
く

勤
務

き
ん

む

の
拡
充

か
く
じ
ゅ
う

 

５
．
職
場

し
ょ
く
ば

の
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

理
解

り
か

い

 

６
．
職
場

し
ょ
く
ば

の
上
司

じ
ょ
う
し

や
同
僚

ど
う
り
ょ
う

に
障
害

し
ょ
う
が
い

の
理
解

り
か

い

が
あ
る
こ
と

 

７
．
職
場

し
ょ
く
ば

で
介
助

か
い
じ
ょ

や
援
助

え
ん
じ
ょ

等と
う

が
受う

け
ら
れ
る
こ
と

 

８
．
就
労
後

し
ゅ
う
ろ
う
ご

の
フ
ォ
ロ
ー

ふ
ぉ

ろ
ー

な
ど
職
場

し
ょ
く
ば

と
支
援

し
え

ん

機
関

き
か

ん

の
連
携

れ
ん
け
い

 

９
．
企
業

き
ぎ
ょ
う

ニ
ー
ズ

に
ー

ず

に
合あ

っ
た
就
労

し
ゅ
う
ろ
う

訓
練

く
ん
れ
ん

 

１
０
．
仕
事

し
ご

と

に
つ
い
て
の
職
場
外

し
ょ
く
ば
が
い

で
の
相
談

そ
う
だ
ん

対
応

た
い
お
う

、
支
援

し
え

ん

 

１
１
．
そ
の
他

そ
の

た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

  障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ
く

し

サ
ー
ビ
ス

さ
ー

び
す

等と
う

の
利
用

り
よ

う

に
つ
い
て
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。

 

問と
い

2
9

 
あ
な
た
は
障

害
し
ょ
う
が
い

程
度

て
い

ど

区
分

く
ぶ

ん

の
認
定

に
ん
て
い

を
受う

け
て
い
ま
す
か
。
（
○
は
１
つ
だ
け
）

 

１
．
区
分

く
ぶ

ん

１
 

２
．
区
分

く
ぶ

ん

２
 

３
．
区
分

く
ぶ

ん

3
 

４
．
区
分

く
ぶ

ん

4
 

５
．
区
分

く
ぶ

ん

5
 

６
．
区
分

く
ぶ

ん

6
 

７
．
受
け
て
い
な
い

 

 

 問と
い

3
0

 
あ
な
た
は
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
今
後
利
用
し
た
い
と
考
え
ま

す
か
。
（
①
か
ら
⑳
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
「
現
在
利
用
し
て
い
る
か
」
と
「
今
後
利
用
し
た

い
か
」
の
両
方
を
回
答
（
番
号
に
○
）
し
て
く
だ
さ
い
）

 

 

現 在

げ ん ざ い

利 用

り よ う

 

し て い る

か  

今 後

こ ん ご

利 用

り よ う

 

し た い か  

利 用

り よ う

し て い る  

利 用

り よ う

し て い な

い  

利 用

り よ う

し た い  

利 用

り よ う

し な い  

①
居
宅

き
ょ
た
く

介
護

か
い

ご

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）

 

自
宅

じ
た

く

で
入

浴
に
ゅ
う
よ
く

や
排は
い

せ
つ
、
食
事

し
ょ
く
じ

な
ど
の
介
助

か
い
じ
ょ

を

行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

②
重
度

じ
ゅ
う
ど

訪
問

ほ
う
も
ん

介
護

か
い

ご

 

重
度

じ
ゅ
う
ど

の
障

害
し
ょ
う
が
い

が
あ
り
常つ
ね

に
介
護

か
い

ご

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
方か
た

に
、
自
宅

じ
た

く

で
入

浴
に
ゅ
う
よ
く

や
排は
い

せ
つ
食
事

し
ょ
く
じ

な
ど
の
介
助

か
い
じ
ょ

や
外

出
が
い
し
ゅ
つ

時じ

の
移
動

い
ど

う

の
補
助

ほ
じ

ょ

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

 

6
0
 

 ③
同
行

ど
う
こ
う

援
護

え
ん

ご

 

視
覚

し
か

く

障
害

し
ょ
う
が
い

に
よ
り
移
動

い
ど

う

が
著

い
ち
じ
る

し
く
困
難

こ
ん
な
ん

な
方か
た

に
、
外

出
が
い
し
ゅ
つ

に
必
要

ひ
つ
よ
う

な
情

報
じ
ょ
う
ほ
う

の
提

供
て
い
き
ょ
う

や
移
動

い
ど

う

の

援
護

え
ん

ご

な
ど
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

④
行
動

こ
う
ど
う

援
護

え
ん

ご

 

知
的

ち
て

き

障
害

し
ょ
う
が
い

や
精
神

せ
い
し
ん

障
害

し
ょ
う
が
い

に
よ
り
行
動

こ
う
ど
う

が
困
難

こ
ん
な
ん

で
常つ
ね

に
介
護

か
い

ご

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
方か
た

に
、
行
動

こ
う
ど
う

す
る
と
き

必
要

ひ
つ
よ
う

な
介
助

か
い
じ
ょ

や
外

出
が
い
し
ゅ
つ

時じ

の
移
動

い
ど

う

の
補
助

ほ
じ

ょ

な
ど
を

行
お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑤
重
度

じ
ゅ
う
ど

障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

等と
う

包
括

ほ
う
か
つ

支
援

し
え

ん

 

常つ
ね

に
介
護

か
い

ご

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
方か
た

で
、
介
護

か
い

ご

の
必
要

ひ
つ
よ
う

の
程
度

て
い

ど

が
著

い
ち
じ
る

し
く
高た
か

い
方か
た

に
、
居
宅

き
ょ
た
く

介
護

か
い

ご

な
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
包
括
的

ほ
う
か
つ
て
き

に
提て
い

供き
ょ
う

す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑥
生
活

せ
い
か
つ

介
護

か
い

ご

 

常つ
ね

に
介
護

か
い

ご

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
方か
た

に
、
施
設

し
せ

つ

で
入

浴
に
ゅ
う
よ
く

や
排は
い

せ
つ
、
食
事

し
ょ
く
じ

の
介
護

か
い

ご

や
創
作
的

そ
う
さ
く
て
き

活
動

か
つ
ど
う

な
ど
の
機
会

き
か

い

を
提て
い

供き
ょ
う

す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑦
自
立

じ
り

つ

訓
練

く
ん
れ
ん

（
機
能

き
の

う

訓
練

く
ん
れ
ん

、
生
活

せ
い
か
つ

訓
練

く
ん
れ
ん

）
 

自
立

じ
り

つ

し
た
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

や
社
会

し
ゃ
か
い

生
活

せ
い
か
つ

が
で
き
る
よ

う
、
一
定

い
っ
て
い

の
期
間

き
か

ん

に
お
け
る
身
体

し
ん
た
い

機
能

き
の

う

や
生
活

せ
い
か
つ

能
力

の
う
り
ょ
く

向
上

こ
う
じ
ょ
う

の
た
め
に
必
要

ひ
つ
よ
う

な
訓
練

く
ん
れ
ん

を
行お
こ

な
う

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑧
就

労
し
ゅ
う
ろ
う

移
行

い
こ

う

支
援

し
え

ん

 

通
常

つ
う
じ
ょ
う

の
事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

で
働
は
た
ら

き
た
い
方か
た

に
、
一
定

い
っ
て
い

の

期
間

き
か

ん

、
就

労
し
ゅ
う
ろ
う

に
必
要

ひ
つ
よ
う

な
知
識

ち
し

き

及お
よ

び
能

力
の
う
り
ょ
く

の

向
上

こ
う
じ
ょ
う

の
た
め
の
訓
練

く
ん
れ
ん

を
行
お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

  

１
 

２
 

１
 

２
 

⑨
就

労
し
ゅ
う
ろ
う

継
続

け
い
ぞ
く

支
援

し
え

ん

（
Ａ
型が
た

、
Ｂ
型が
た

）
 

通
常

つ
う
じ
ょ
う

の
事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

で
働
は
た
ら

く
こ
と
が
困
難

こ
ん
な
ん

な
方か
た

に
、

就
労

し
ゅ
う
ろ
う

の
機
会

き
か

い

の
提

供
て
い
き
ょ
う

や
生
産

せ
い
さ
ん

活
動

か
つ
ど
う

そ
の
他た

の

活
動

か
つ
ど
う

の
機
会

き
か

い

の
提

供
て
い
き
ょ
う

、
知
識

ち
し

き

や
能

力
の
う
り
ょ
く

の
向

上
こ
う
じ
ょ
う

の
た
め
の
訓
練

く
ん
れ
ん

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑩
療

養
り
ょ
う
よ
う

介
護

か
い

ご

 

医
療

い
り
ょ
う

が
必
要

ひ
つ
よ
う

な
方か
た

で
、
常つ
ね

に
介
護

か
い

ご

を
必
要

ひ
つ
よ
う

と
す
る

方ほ
う

に
、
主お
も

に
昼
間

ひ
る

ま

に
病

院
び
ょ
う
い
ん

等と
う

に
お
い
て
機
能

き
の

う

１
 

２
 

１
 

２
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 訓
練

く
ん
れ
ん

、
療

養
上

り
ょ
う
よ
う
じ
ょ
う

の
管
理

か
ん

り

、
看
護

か
ん

ご

な
ど
を
提

供
て
い
き
ょ
う

す

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

⑪
短
期

た
ん

き

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

 

在
宅

ざ
い
た
く

の
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ （

児じ

）
を
介
護

か
い

ご

す
る
方か
た

が
病
気

び
ょ
う
き

の

場ば

合
な
ど
に
、
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

が
施
設

し
せ

つ

に
短
期
間

た
ん
き
か
ん

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

し
、
入

浴
に
ゅ
う
よ
く

、
排は
い

せ
つ
、
食
事

し
ょ
く
じ

の
介
護

か
い

ご

な
ど
を

行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

  

１
 

２
 

１
 

２
 

⑫
共

同
き
ょ
う
ど
う

生
活

せ
い
か
つ

援
助

え
ん
じ
ょ

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

 

夜
間

や
か

ん

や
休

日
き
ゅ
う
じ
つ

、
共

同
き
ょ
う
ど
う

生
活

せ
い
か
つ

を
行お
こ
な

う
住

居
じ
ゅ
う
き
ょ

で
、

相
談

そ
う
だ
ん

や
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活
上

せ
い
か
つ
じ
ょ
う

の
援
助

え
ん
じ
ょ

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

  

１
 

２
 

１
 

２
 

⑬
施
設

し
せ

つ

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

支
援

し
え

ん

 

主し
ゅ

と
し
て
夜
間

や
か

ん

、
施
設

し
せ

つ

に
入

所
に
ゅ
う
し
ょ

す
る
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

（
児じ

）
に
対た
い

し
、
入

浴
に
ゅ
う
よ
く

、
排は
い

せ
つ
、
食
事

し
ょ
く
じ

の
介
護

か
い

ご

な
ど
の
支
援

し
え

ん

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

  

１
 

２
 

１
 

２
 

⑭
相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し
え

ん

 

福
祉

ふ
く

し

に
関か
ん

す
る
問
題

も
ん
だ
い

や
介
護
者

か
い
ご
し
ゃ

か
ら
の
相
談

そ
う
だ
ん

に

応お
う

じ
て
、
必
要

ひ
つ
よ
う

な
情

報
じ
ょ
う
ほ
う

の
提

供
て
い
き
ょ
う

や
助
言

じ
ょ
げ
ん

な
ど
を

行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑮
児
童

じ
ど

う

発
達

は
っ
た
つ

支
援

し
え

ん

 

日
常

に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

に
お
け
る
基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
動
作

ど
う

さ

の
指
導

し
ど

う

、

知
識

ち
し

き

技
能

ぎ
の

う

の
付
与

ふ
よ

、
集

団
し
ゅ
う
だ
ん

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
適
応

て
き
お
う

訓
練

く
ん
れ
ん

な

ど
の
支
援

し
え

ん

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑯
放
課
後

ほ
う

か
ご

等と
う

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

 

学
校

が
っ
こ
う

の
授

業
じ
ゅ
ぎ
ょ
う

終
了
後

し
ゅ
う
り
ょ
う
ご

や
学
校

が
っ
こ
う

の
休

校
き
ゅ
う
こ
う

日び

に
、

児
童

じ
ど

う

発
達

は
っ
た
つ

支
援

し
え

ん

セ
ン
タ
ー
等と
う

の
施
設

し
せ

つ

に
通か
よ

い
、
生
活

せ
い
か
つ

能
力

の
う
り
ょ
く

向
上

こ
う
じ
ょ
う

の
た
め
に
必
要

ひ
つ
よ
う

な
訓
練

く
ん
れ
ん

や
、
社
会

し
ゃ
か
い

と
の

交
流

こ
う
り
ゅ
う

の
促
進

そ
く
し
ん

な
ど
の
支
援

し
え

ん

を
行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で

す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑰
保
育
所

ほ
い
く
し
ょ

等と
う

訪
問

ほ
う
も
ん

支
援

し
え

ん

 

保
育
所

ほ
い
く
し
ょ

等と
う

を
訪
問

ほ
う
も
ん

し
、
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

に
対た
い

し
て
、
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

以
外

い
が

い

の
児
童

じ
ど

う

と
の
集

団
し
ゅ
う
だ
ん

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
適
応

て
き
お
う

の
た
め
の

専
門
的

せ
ん
も
ん
て
き

な
支
援

し
え

ん

な
ど
を

行お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

 

6
2
 

 ⑱
医
療
型

い
り
ょ
う
が
た

児
童

じ
ど

う

発
達

は
っ
た
つ

支
援

し
え

ん

 

日
常

に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

に
お
け
る
基
本
的

き
ほ
ん
て
き

な
動
作

ど
う

さ

の
指
導

し
ど

う

、

知
識

ち
し

き

技
能

ぎ
の

う

の
付
与

ふ
よ

、
集

団
し
ゅ
う
だ
ん

生
活

せ
い
か
つ

へ
の
適
応

て
き
お
う

訓
練

く
ん
れ
ん

な

ど
の
支
援

し
え

ん

と
治
療

ち
り
ょ
う

を
行
お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑲
福
祉
型

ふ
く
し
が
た

児
童

じ
ど

う

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

支
援

し
え

ん

 

障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

施
設

し
せ

つ

に
入

所
に
ゅ
う
し
ょ

す
る
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

に
対た
い

し

て
、
保
護

ほ
ご

・
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

の
指
導

し
ど

う

や
知
識

ち
し

き

技
能

ぎ
の

う

の
付
与

ふ
よ

を
行
お
こ
な

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

⑳
医
療
型

い
り
ょ
う
が
た

児
童

じ
ど

う

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

支
援

し
え

ん

 

障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

入
所

に
ゅ
う
し
ょ

施
設

し
せ

つ

や
指
定

し
て

い

医
療

い
り
ょ
う

機
関

き
か

ん

に
入

所
に
ゅ
う
し
ょ

等と
う

を
す
る
障
害
児

し
ょ
う
が
い
じ

に
対た
い

し
て
、
保
護

ほ
ご

・
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

の

指
導

し
ど

う

や
知
識

ち
し

き

技
能

ぎ
の

う

の
付
与

ふ
よ

や
治
療

ち
り
ょ
う

を
行
お
こ
な

う
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

 

１
 

２
 

１
 

２
 

  相
談

そ
う
だ
ん

相
手

あ
い

て

に
つ
い
て
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。

 

問と
い

3
1

 
あ
な
た
は
、
普
段

ふ
だ

ん

、
悩な
や

み
や
困こ
ま

っ
た
こ
と
を
ど
な
た
に
相
談

そ
う
だ
ん

し
ま
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る

も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
家
族

か
ぞ

く

や
親し
ん

せ
き

 

２
．
友
人

ゆ
う
じ
ん

・
知
人

ち
じ

ん

 

３
．
近
所

き
ん
じ
ょ

の
人ひ
と

 

４
．
職
場

し
ょ
く
ば

の
上
司

じ
ょ
う
し

や
同

僚
ど
う
り
ょ
う

 

５
．
施
設

し
せ

つ

の
指
導
員

し
ど
う
い
ん

な
ど

 

６
．
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

の
人ひ
と

 

７
．
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

団
体

だ
ん
た
い

や
家
族
会

か
ぞ
く
か
い

 

８
．
か
か
り
つ
け
の
医
師

い
し

や
看
護
師

か
ん

ご
し

 

９
．
病

院
び
ょ
う
い
ん

の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
介
護

か
い

ご

保
険

ほ
け

ん

の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

 

１
０
．
民
生

み
ん
せ
い

委
員

い
い

ん

・
児
童

じ
ど

う

委
員

い
い

ん

 

１
１
．
通
園

つ
う
え
ん

施
設

し
せ

つ

や
保
育
所

ほ
い
く
じ
ょ

、
幼
稚
園

よ
う
ち
え
ん

、
学
校

が
っ
こ
う

の
先
生

せ
ん
せ
い

 

１
２
．
相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し
え

ん

事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

な
ど
の
民
間

み
ん
か
ん

の
相
談

そ
う
だ
ん

窓
口

ま
ど
ぐ
ち

 

１
３
．
行

政
ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き
か

ん

の
相
談

そ
う
だ
ん

窓
口

ま
ど
ぐ
ち

 

１
４
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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6
3
 

  問と
い

3
2

 
あ
な
た
は
障

害
し
ょ
う
が
い

の
こ
と
や
福
祉

ふ
く

し

サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
関か
ん

す
る
情

報
じ
ょ
う
ほ
う

を
、
ど
こ
か
ら
知し

る
こ

と
が
多お
お

い
で
す
か
。
（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
本ほ
ん

や
新
聞

し
ん
ぶ
ん

、
雑
誌

ざ
っ

し

の
記
事

き
じ

、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス

 

２
．
行

政
ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き
か

ん

の
広
報
誌

こ
う
ほ
う
し

 

３
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

 

４
．
家
族

か
ぞ

く

や
親し
ん

せ
き
、
友
人

ゆ
う
じ
ん

・
知
人

ち
じ

ん

 

５
．
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

の
人
や
施
設

し
せ

つ

職
員

し
ょ
く
い
ん

 

６
．
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

団
体

だ
ん
た
い

や
家
族
会

か
ぞ
く
か
い

（
団
体
の
機
関
誌
な
ど
）

 

７
．
か
か
り
つ
け
の
医
師

い
し

や
看
護
師

か
ん

ご
し

 

８
．
病

院
び
ょ
う
い
ん

の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
介
護

か
い

ご

保
険

ほ
け

ん

の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

 

９
．
民
生

み
ん
せ
い

委
員

い
い

ん

・
児
童

じ
ど

う

委
員

い
い

ん

 

１
０
．
通
園

つ
う
え
ん

施
設

し
せ

つ

や
保
育
所

ほ
い
く
じ
ょ

、
幼
稚
園

よ
う
ち
え
ん

、
学
校

が
っ
こ
う

の
先
生

せ
ん
せ
い

 

１
１
．
相
談

そ
う
だ
ん

支
援

し
え

ん

事
業
所

じ
ぎ
ょ
う
し
ょ

な
ど
の
民
間

み
ん
か
ん

の
相
談

そ
う
だ
ん

窓
口

ま
ど
ぐ
ち

 

１
２
．
行

政
ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き
か

ん

の
相
談

そ
う
だ
ん

窓
口

ま
ど
ぐ
ち

 

１
３
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

  権
利

け
ん

り

擁
護

よ
う

ご

に
つ
い
て
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。

 

問と
い

3
3

 
あ
な
た
は
、
障

害
し
ょ
う
が
い

が
あ
る
こ
と
で
差
別

さ
べ

つ

や
嫌い
や

な
思お
も

い
を
す
る
（
し
た
）
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
あ
る

 
２
．
少す
こ

し
あ
る

 
３
．
な
い

 

 【
問と
い

3
3
で
、
１
．
又ま
た

は
２
．
と
回
答

か
い
と
う

さ
れ
た
方か
た

に
お
聞き

き
し
ま
す
。
】

 

問と
い

3
4

 
ど
の
よ
う
な
場
所

ば
し

ょ

で
差
別

さ
べ

つ

や
嫌い
や

な
思お
も

い
を
し
ま
し
た
か
。

 

（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
学
校

が
っ
こ
う

・
仕
事
場

し
ご

と
ば

 

２
．
仕
事

し
ご

と

を
探
す
と
き

 

３
．
外
出
先

が
い
し
ゅ
つ
さ
き

 

４
．
余
暇

よ
か

を
楽た
の

し
む
と
き

 

５
．
病

院
び
ょ
う
い
ん

な
ど
の
医
療

い
り
ょ
う

機
関

き
か

ん

 

６
．
住す

ん
で
い
る
地
域

ち
い

き

 

７
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
） 
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4
 

 問と
い

3
5

 
成
年

せ
い
ね
ん

後
見

こ
う
け
ん

制
度

せ
い

ど

に
つ
い
て
ご
存ぞ
ん

じ
で
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
名
前

な
ま

え

も
内
容

な
い
よ
う

も
知し

っ
て
い
る

 

２
．
名
前

な
ま

え

を
聞き

い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
内
容

な
い
よ
う

は
知し

ら
な
い

 

３
．
名
前

な
ま

え

も
内
容

な
い
よ
う

も
知し

ら
な
い

 

  災
害

さ
い
が
い

時じ

の
避
難

ひ
な

ん

等と
う

に
つ
い
て
お
聞

お
き

き
し
ま
す
。

 

問と
い

3
6

 
あ
な
た
は
、
火
事

か
じ

や
地
震

じ
し

ん

等と
う

の
災
害

さ
い
が
い

時じ

に
一
人

ひ
と

り

で
避
難

ひ
な

ん

で
き
ま
す
か
。（

○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
で
き
る

 
２
．
で
き
な
い

 
３
．
わ
か
ら
な
い

 

 問と
い

3
7

 
家
族

か
ぞ

く

が
不
在

ふ
ざ

い

の
場
合

ば
あ

い

や
一
人
暮

ひ
と

り
ぐ

ら
し
の
場
合

ば
あ

い

、
近
所

き
ん
じ
ょ

に
あ
な
た
を
助た
す

け
て
く
れ
る
人ひ
と

は
い

ま
す
か
。
（
○
は
一
つ
だ
け
）

 

１
．
い
る

 
２
．
い
な
い

 
３
．
わ
か
ら
な
い

 

 問と
い

3
8

 
火
事

か
じ

や
地
震

じ
し

ん

等と
う

の
災
害

さ
い
が
い

時じ

に
困こ
ま

る
こ
と
は
何な
ん

で
す
か
。（
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に
○
）

 

１
．
投
薬

と
う
や
く

や
治
療

ち
り
ょ
う

が
受う

け
ら
れ
な
い

 

２
．
補ほ

装
具

そ
う

ぐ

の
使
用

し
よ

う

が
困
難

こ
ん
な
ん

に
な
る

 

３
．
補ほ

装
具

そ
う

ぐ

や
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

用
具

よ
う

ぐ

の
入

手
に
ゅ
う
し
ゅ

が
で
き
な
く
な
る

 

４
．
救

助
き
ゅ
う
じ
ょ

を
求も
と

め
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

５
．
安
全

あ
ん
ぜ
ん

な
と
こ
ろ
ま
で
、
迅
速

じ
ん
そ
く

に
避
難

ひ
な

ん

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

６
．
被
害

ひ
が

い

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

、
避
難

ひ
な

ん

場
所

ば
し

ょ

な
ど
の
情

報
じ
ょ
う
ほ
う

が
入

手
に
ゅ
う
し
ゅ

で
き
な
い

 

７
．
周
囲

し
ゅ
う
い

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い

 

８
．
避
難

ひ
な

ん

場
所

ば
し

ょ

の
設
備

せ
つ

び

（
ト
イ
レ
等な
ど

）
や
生
活

せ
い
か
つ

環
境

か
ん
き
ょ
う

が
不
安

ふ
あ

ん

 

９
．
そ
の
他た

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

１
０
．
特と
く

に
な
い
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5
 

  

あ
な
た
ご
本
人

ほ
ん
に
ん

へ
の
質
問

し
つ
も
ん

は
以
上

い
じ
ょ
う

で
す
。
最
後

さ
い

ご

に
、
障

害
し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ
く

し

サ
ー
ビ
ス
や
行

政
ぎ
ょ
う
せ
い

の
取
組

と
り
く
み

に

つ
い
て
、
何な
に

か
ご
意
見

い
け

ん

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
自
由

じ
ゆ

う

に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

   

ご
協

力
き
ょ
う
り
ょ
く

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 
 

 

6
6
 

 （
参
考
４
）

 
 

福
祉

ふ
く

し

に
関か
ん

す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

ち
ょ
う
さ

へ
の
ご
協
力

ご
き
ょ
う
り
ょ
く

の
お
願ね
が

い
 

  
 
日
頃

ひ
ご

ろ

よ
り
●
●
市し

の
福
祉

ふ
く

し

行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

に
ご
理り

解か
い

・
ご
協き
ょ
う

力り
ょ
く

を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

 

 
 
●
●
市し

で
は
現
在

げ
ん
ざ
い

、
平
成

へ
い
せ
い

●
年
度

ね
ん

ど

を
初
年
度

し
ょ

ね
ん

ど

と
す
る
第だ
い

●
期き

障
害

し
ょ
う
が
い

福
祉

ふ
く

し

計
画

け
い
か
く

の
策
定

さ
く
て
い

に
向む

け
た

取と

り
組く

み
を
進す
す

め
て
い
ま
す
。
そ
の
一
環

い
っ
か
ん

と
し
て
、
障
害
者

し
ょ
う
が
い
し
ゃ

ご
本
人

ほ
ん
に
ん

の
ご
意
見

い
け

ん

を
お
聞き

き
す
る

た
め
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

ち
ょ
う
さ

を
実
施

じ
っ

し

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

 

（
【
団
体
に
お
願
い
す
る
場
合
】
つ
き
ま
し
て
は
、
調
査

ち
ょ
う
さ

の
実
施

じ
っ

し

に
あ
た
り
、
貴き

団
体

だ
ん
た
い

に
お
い

て
、
ご

協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

い
た
だ
け
る
方か
た

の
ご
紹

介
し
ょ
う
か
い

に
つ
き
ま
し
て
、
ご

協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

を
お
願ね
が

い
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と

考か
ん
が

え
て
お
り
ま
す
。

/【
個
人
に
お
願
い
す
る
場
合
】
ぜ
ひ
と
も
、
忌
憚

き
た

ん

の
な
い
ご

意
見

い
け

ん

な
ど
を
お
聞き

か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思お
も

い
ま
す
の
で
、
ご

協
力

き
ょ
う
り
ょ
く

の
ほ
ど
、
お
願ね
が

い
い
た
し

ま
す
。
）

 

な
お
、
調
査

ち
ょ
う
さ

で
お
聞
き
し
た
個
人

こ
じ

ん

情
報

じ
ょ
う
ほ
う

に
関か
ん

す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
公

表
こ
う
ひ
ょ
う

等な
ど

は
一
切

い
っ
さ
い

い
た
し
ま
せ
ん
。

 
 

平
成

へ
い
せ
い

●
年ね
ん

●
月が
つ

 
●
●
市し

 
 

＜
調
査

ち
ょ
う
さ

方
法

ほ
う
ほ
う

や
調
査

ち
ょ
う
さ

の
内
容

な
い
よ
う

な
ど
＞

 

・
調
査

ち
ょ
う
さ

は
、
（
個
別

こ
べ

つ

ヒ
ア
リ
ン
グ

/
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
と
い
う
方
法

ほ
う
ほ
う

に
よ
り

行
お
こ
な

い
ま
す
。

（
個
別

こ
べ

つ

ヒ
ア
リ
ン
グ

/
グ
ル
ー
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
で
は
、
（
個
別

こ
べ

つ

に
/数

名
す
う
め
い

の
方
に
同
時
に
）
ご

意
見

い
け

ん

を
お

伺
う
か
が

い
い
た
し
ま
す
。

 

・
調
査

ち
ょ
う
さ

の
時
間

じ
か

ん

と
し
ま
し
て
は
、
お
よ
そ
●
時
間

じ
か

ん

を
考
か
ん
が

え
て
い
ま
す
。

 

・
調
査

ち
ょ
う
さ

の
場
所

ば
し

ょ

は
、
●
●
で
す
。

 

・
調
査

ち
ょ
う
さ

で
お

伺
う
か
が

い
し
た
い
項
目

こ
う
も
く

は
、
次つ
ぎ

の
①
か
ら
⑤
を

考
か
ん
が

え
て
い
ま
す
。

 

 
①
日

常
に
ち
じ
ょ
う

生
活

せ
い
か
つ

や
就

労
し
ゅ
う
ろ
う

な
ど
の

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

、
生
活

せ
い
か
つ

で
困こ
ま

っ
て
い
る
こ
と
、
困こ
ま

っ
た
と
き
の
相
談
先

そ
う
だ
ん
さ
き

 

 
②
福
祉

ふ
く

し

サ
ー
ビ
ス
の
利
用

り
よ

う

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

と
改
善

か
い
ぜ
ん

し
て
欲ほ

し
い
内
容

な
い
よ
う

 

 
③
医
療

い
り
ょ
う

ケ
ア
の

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

 

 
④
地
域

ち
い

き

で
の
暮く

ら
し
の

状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

 

 
⑤
行

政
ぎ
ょ
う
せ
い

へ
の
意
見

い
け

ん

 
 【
問と

い
合あ

わ
せ
先さ
き

】
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 （
参
考
５
）

 

第
●
期
障
害
福
祉
計
画
の
目
標
等
の
管
理
シ
ー
ト
（
案
）

 
 

担
当
部
局
（
課
室
）

 
 

 

基
本
指
針
の
目
標

 
目
標
Ａ

 
 

計 画 （ Ｐ ） → 実 施 （ Ｄ ）  

目
標
値

 


 
平
成

2
9
年
度
末
ま
で
の
目
標
Ａ
の
人
数

 ●
人
（
●
％
）

 

（
平
成

2
5
年
度
末
の
●
人
の
●
％
以
上
）

 

【
目
標
設
定
の
考
え
方
等
】

 

 
●
●
を
基
に
設
定
。
現
状
、
●
●
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
目
標
の
達
成
に
向
け
て
●

●
等
を
実
施
。

 

 
H

2
7

 
H

2
8

 
H

2
9

 

目
標
①

 
人

 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 

人
 

（
％
）

 

 

 

 
【
参
考
】
第
３
期
計
画
で
の
実
績
（
見
込
）

 
累
計
目
標
人
数
●
人

 

 
H

2
4

 
H

2
5

 
H

2
6

 

目
標
②

 
●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 

●
人

 

（
●
％
）

 
 

主
な
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９ 特別児童扶養手当等について  

 

（１）手当額について 

   特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当

については、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」（昭和 39 年法律

第 134 号）、「国民年金法等の一部を改正する法律」（昭和 60 年法律第 34

号）附則（経過的福祉手当）及び「児童扶養手当法による児童扶養手当の額

等の改定の特例に関する法律」（平成 17 年法律第９号）に基づき、毎年度、

物価の変動に応じて手当額を改定してきたところである。 

   平成 26 年度の手当額については、平成 25 年全国消費者物価指数の実績値

（対前年比０．４％）となったことから、特例水準の段階的な解消（平 26

年４月以降は▲０．７％）とあわせて、０．３％引き下げられる。（政令改

正予定） 

   ※  平成１２年度以降、物価下落時に据置き措置が採られた経緯から生じている特例水

準（１．７％）については、年金と同様に、平成２５年度から平成２７年度までの３

年間で解消することとしている。これにより、平成２６年度分の手当額は、０．７％

引き下がることになる。（解消のスケジュールは、平成２５年１０月から▲０．７％、

平成２６年度▲０．７％、平成２７年度▲０．３％）  

   各都道府県におかれては、管内の市区町村及び関係機関に対し周知徹底を

お願いするとともに、受給者に対する周知についても特段の配慮をお願いし

たい。 

 

平成 26 年度の手当額  

 平成 25 年 10 月～  

26 年 3 月（月額）  

平成 26 年度  

（月額）  

特別児童扶養手当１級  

〃    ２級  

５０，０５０円  

３３，３３０円  

４９，９００円  

３３，２３０円  

障害児福祉手当  １４，１８０円  １４，１４０円  

特別障害者手当  ２６，０８０円  ２６，０００円  

経過的福祉手当  １４，１８０円  １４，１４０円  

 

（２）所得制限限度額 

   特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当

の所得制限限度額については、障害基礎年金等の公的年金と同様に据え置く

予定である。 

   本    人 

    特別児童扶養手当（４人世帯・年収）  770.7 万円 → 据え置き 

    そ の 他（本人・年収）   518.0 万円 → 据え置き 

   扶養義務者等（６人世帯・年収）    954.2 万円 → 据え置き 
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（３）特別児童扶養手当事務取扱交付金について  

   特別児童扶養手当事務取扱交付金については、「特別児童扶養手当等の支

給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政

令」（昭和 40 年政令第 270 号）に基づき交付されているところであるが、

平成２５年度実績報告に係る都道府県と市町村の事務費単価については、以

下のとおり改定する予定である。（３月中旬を目途に一部改正政令を公布予

定） 

                        平成 24 年度  平成 25 年度 

 ・ 政令第 1 条第 1 号に規定する額（都道府県分） 2,352 円  →   2,245 円 

・  政令第 2 条に規定する額（市町村分）     1,452 円   →  1,389 円 

                                                                                                                                                 

 

（４）特別児童扶養手当等の認定基準の一部改正について  

   障害者等の手当の認定については、各々の障害認定基準の規定に基づき、

実施されているところであるが、今般、近年の医学的知見を踏まえ、特別児

童扶養手当については、「眼の障害（視野障害について、新たに中心視野の

８方向の角度の合計値を算出する判断基準を設けるとともに、測定不能の場

合の取扱い等を規定）」及び「精神の障害（高次脳機能障害の疾患の特性や

主な症状を明記し、認定対象であることを明確化）」の認定基準及び診断書

の見直しを行うとともに、特別障害者手当等については、「精神の障害（高

次脳機能障害の疾患の特性や主な症状を明記し、認定対象であることを明確

化）」の認定基準及び診断書の見直しを行い、以下の通知を発出しておりま

すので、管内市区町村及び関係機関への周知徹底をお願いしたい。 

・「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第３における障害

の認定要領の一部改正について」（平成 25 年５月 10 日付障発０５１０

第２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

・「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正に

ついて」（平成 25 年５月 10 日付障発０５１０第３号厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長通知） 

 

（５）特別障害者手当等給付費国庫負担金の事務執行の適正化について  

   平成２４年度会計検査院の実地検査において、特別障害者手当等給付費国

庫負担金事業実績報告について、寄附金その他の収入額の算定にあたり、過

年度に過誤払いした特別障害者手当等にかかる調定額を寄附金その他の収

入額に計上すべきところ、これを計上していなかったため、国庫負担金が過

大に交付されていると指摘を受けたところである。 

   債権が発生した場合の実績報告及び確定の事務処理については、下記のと

おりとなるので、各都道府県におかれては、管内市区町村への周知及び指導

を徹底し、適正な事務の執行に努めるよう特段の配慮をお願いする。 

   ・過年度分の債権額（過誤払い分）については、当該金額を「寄附金その  
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他の収入（B）」欄に計上する。 

  ・現年度分の債権額(過払い分)については、当該金額を「支出済額（ A）」 

欄にマイナス計上する。 

・上記債権額は、過年度分、現年度分いずれも未回収であっても計上する。 

・過年度分、現年度分とも債権を発生させた年度の実績報告書に計上する。 

（「特別障害者手当等給付費国庫負担金の事務執行の適正化について」平  

成 25 年 11 月 18 日事務連絡を参照） 

    

 

10 特別児童扶養手当の受給資格の認定に係る指定都市への権限移譲について  

 

  平成 25 年６月の地方制度調査会答申等を踏まえ、「事務・権限の移譲等に

関する見直し方針について」（平成 25 年 12 月 20 日閣議決定）において、都

道府県が行っている特別児童扶養手当の受給資格の認定等に係る事務のうち、

受給資格者が指定都市の区域内に居住する場合の事務について、指定都市に移

譲することとされた。（平成 27 年４月１日施行予定）権限移譲にあたり、指

定都市においては、認定システムの整備、障害の状態を審査する医師の配置、

受給者データの移行等環境整備が必要となることから、関係都道府県等と十分

連携のうえ円滑な事務引き継ぎ等を行うようお願いする。 

  また、関係都道府県におかれては、認定システムの整備、医師の配置につい

ては、システム仕様書の提供や現在委嘱している認定医の活用等、積極的に指

定都市と連携を図るよう特段の配慮をお願いしたい。 

   

 

11 特別障害給付金制度の周知について  

 

  国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受

給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特

別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金」を給付する措置が

平成 17 年４月１日から施行されているところであるが、制度の一層の周知を

図るため、引き続き各都道府県及び市区町村を通じた制度の周知・広報につい

て、ご協力をお願いしたい。 

  本制度では、経過的福祉手当の受給者が特別障害給付金の支給を受けた場

合、経過的福祉手当の受給資格を喪失し、再び受けることができなくなるので、

ご留意願いたい。 

  また、特別障害給付金制度の更なる周知を図るために、福祉関係施設や事業

者、医療関係者、民生委員、障害者団体等、日頃障害者と接する機会の多い方々

を通じた周知についてもご協力をお願いしたい。（制度の概要については、日

本年金機構のホームページを参照願いたい。）  

  なお、平成 26 年度の額は、平成 25 年全国消費者物価指数の実績値（対前年
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比０．４％）となったことから、下記のとおりの額となるので、管内市区町村

及び関係機関への周知をお願いしたい。  

 

                   （平成 25 年度）  （平成 26 年度） 

  障害基礎年金１級相当に該当する方 ４９，５００円 → ４９，７００円 

                            （2 級の 1.25 倍） 

  障害基礎年金２級相当に該当する方 ３９，６００円 → ３９，７６０円 
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12 障害者自立支援給付支払等システム事業について 

 

 

平成 25 年度補正予算に計上された障害者自立支援給付支払等システム事業

について、事業内容は、 

（１）給付実績データの集計・分析機能を付加するためのシステム改修等  

（２）制度改正等に伴うシステム改修  

であるが、（１）について、国保連から市区町村に提供される給付実績デー

タは、通常は事業所単位での利用実績のみしか把握できないが、利用者単位で

の集計・分析機能を行う機能を付加することによって、例えば障害福祉サービ

スの利用に係る利用者単位の情報を指定特定相談支援所に提供するなど、サー

ビス等利用計画の内容の向上等に寄与することが可能となる。  

ついては、集計・分析機能を付加するためのシステム改修等を行う市区町村

においては、これを有効に活用して計画相談支援の推進に努められたい。  

また、本事業の執行期間は大変短いものとなるため、自治体においても、適

切な進捗管理を行い、早期の実施を図ることをお願いするとともに、繰越等の

手続きに関しても、柔軟な対応をお願いしたい。 

なお、制度改正等に伴うシステム対応内容については、平成 26 年３月 20 日

に開催予定の都道府県・国保連合会合同担当者説明会において周知を図ること

としているので、関係職員の出席についてご配慮願いたい。 

 

（参考）今後のスケジュール予定 

 

        〔歳出事務等〕   〔繰越等手続き〕 

３月中旬 ： 交付決定      繰越（翌債）の承認申請の提出 

概算払       （原則３月末までに各財務局へ） 

                  ○提出書類 

                   ・繰越計算書（翌債承認要求書） 

                     ・箇所別調書及び理由書 

                    ・審査表 

 

 

－113－





 

 

 

 

 

企画課監査指導室 

 





１ 平成２６年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について  

 

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

都道府県においては、障害者総合支援法等の関係法令・通知等を参照の上、

引き続き指定障害福祉サービス事業所等に対する適切な監査の実施をお願

いしたい。  

また、指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査の実施に当たって

は、法令・基準の遵守と適切なサービス提供などに重点を置いた指導を実

地に行うとともに、管内市区町村に対しては、適切な支給決定に重点を置

いた指導をお願いしたい。さらに、近年、指定障害福祉サービス事業者等

（以下「事業者」という。）の不正受給等による指定取消等や障害者に対

する虐待に係る事件が報道されているが、これらの事案は制度の根幹を揺

るがすとともに、人権に関わる問題であることから、関連する情報が寄せ

られた場合には、関係機関等との連携のもと機動的かつ適切に対応するよ

うお願いしたい。 

なお、厚生労働省においても、平成２５年度に都道府県に対する実地指導

を実施し、併せて管内の市町村に対する実地指導の検証を行ったところで

あるが、その結果、是正又は改善を図る必要があるとした主な指摘事項に

ついては、以下のとおりとなっているので、これらを踏まえて適切に対応

するようお願いしたい。 

（主な指摘事項） 

・指定障害福祉サービス事業者等に対する実地指導が低調  

・指定自立支援医療機関に対する実地指導が未実施  

・自立支援医療費の支払いに係る審査点検が未実施又は不十分  

・指定自立支援医療機関の指定日を遡及していた 

 

（２）障害福祉サービス事業者等の業務管理体制に関する監督について 

平成２４年４月１日より、新たに障害福祉サービス事業者等（以下「事業

者」という。）に業務管理体制の整備及び届出が義務付けされ、国、都道府

県及び市町村に事業者の本社等への立ち入り権限が付与されたところであ

る。   

ア 事業者に対する業務管理体制整備に関する届出の周知徹底  

新規参入事業者の届出や届出済事業者の届出事項変更に伴う変更届に

ついては、遅滞なく行うこととされており、都道府県においては、届出

未済防止の観点から、新規指定申請・指定更新時や集団指導時など、事

業者と接する機会を捉えて、制度の周知・届出の確認を行う等引き続き

届出受理業務に遺漏のないようお願いしたい。  
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イ 業務管理体制に係る一般検査 

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその

運用実態の報告を求め、当該事業者の規模・組織形態等を勘案した上で

有効に機能する仕組みとなっているか確認し、必要に応じ改善に向け事

業者が自主的に取組むよう助言を行うものである。都道府県においては、

全ての事業者を対象としつつ地域の実情に応じ計画的に検査を実施され

るようお願いしたい。 

 

ウ 業務管理体制に係る特別検査 

特別検査は、指定の取消事由に該当した事業者による不正行為の確認

のため、当該事業者の本社等への立入検査を行い、業務管理体制の整備

についての取組の状況やその組織的関与の有無等を検証するものである。   

都道府県においては、事業者に対して指定取消処分を行う場合、当該

事業者の本社等に対する特別検査を実施されるようお願いしたい。 

また、指定取消相当の処分を行う事業者の指定権者が指定都市並びに

中核市である場合においては、当該指定都市並びに中核市と緊密に連携

の上、特別検査を実施されるようお願いしたい。 

 

エ その他 

事業者に係る管理体制の確認並びに検査の指針について、年度内を目

途に示す予定としているので、都道府県においては、当該指針を参考に、

業務管理体制の検査を計画的に実施されたい。  

 

（３）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査について 

都道府県においては、「特別児童扶養手当市町村事務取扱準則」（平成

23 年 4 月 1 日障発第 0401 号の 5 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知）及び「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領」

（昭和 48 年 10 月 31 日児企第 48 号厚生省児童家庭局企画課長通知）を踏

まえて、当該手当の支給事務に係る指導監査を実施するとともに、「特別

児童扶養手当等支給事務指導監査の実施について」（平成 12 年 6 月 21 日

障第 488 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知）の別紙「特別児童扶養

手当等支給事務監査要綱」を参考として、引き続き、適正な指導監査の実

施をお願いしたい。 

また、地方事務所等に指導監査を委任等している都道府県にあっては、

監査マニュアルの作成及びこれらに関する研修を行うこと等により、監査

担当職員の資質の向上、統一的な指導監査の実施をお願いしたい。  

なお、厚生労働省において都道府県に対し実施した指導監査の結果、是

正又は改善を図る必要があると指摘した主な項目は以下のとおりとなって

いるので、今後、これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。  
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ア 特別児童扶養手当について 

（ア）適正な障害程度の認定  

障害程度の認定について、平成 14 年 3 月 28 日障発第 0328009 号厚

生省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙「特別児童扶養手当等

の支給に関する法律施行令別表第三における障害の認定要領」に基づ

く的確な認定をお願いしたい。  

なお、医学的総合的判断により認定する場合には、具体的かつ明確

な判断理由の記録をお願いしたい。 

（イ）適正な請求書受理事務  

認定請求書の受理事務について、診断書、身体障害者手帳又は療育

手帳の写の添付及び住民票の写・戸籍謄本等の確認、関係機関への照

会、公的年金受給権の確認の徹底をお願いしたい。 

（ウ）支給要件等の審査の徹底  

支給要件の審査に当たり、生計維持（同一）関係については、戸籍

及び住民票により確認し、所得状況については課税台帳等により確認

することとし、障害程度の変動による手当額の改定に当たっては、診

断書等の資料に基づく適正な処理をお願いしたい。  

 

イ 特別障害者手当等について  

（ア）適正な障害程度の認定  

障害程度の認定状況をみると、医学的・専門的判断が必要であるに

もかかわらず、嘱託医等の意見を求めずに認定が行われている等の事

例が認められるので、昭和 60 年 12 月 28 日社更第 162 号厚生省社会局

長通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準につ

いて」に基づく適正な認定をお願いしたい。  

また、医学的総合的判断により認定する場合には、具体的かつ明確

な判断理由の記録をお願いしたい。 

なお、有期認定にあたり、診断書の「将来再認定の要」欄の記載に

基づき、画一的に認定されている事例があるが、治療等により障害の

程度が変化すると見込まれる事例については、実態に即した期間で認

定されるようお願いしたい。  

（イ）適正な所得審査 

所得額の把握について、税務担当部署との緊密な連携等により適正

な所得審査をお願いしたい。 

（ウ）現況調査等の徹底  

受給資格について、社会福祉施設等への入所の有無、３か月を超え

る入院の状況、死亡等を的確に把握するため、市町村、福祉事務所等

の関係機関と連絡を密にして、十分な調査確認が行われるよう指導す

るとともに、受給資格者の資格喪失に係る届出義務について一層の周

知徹底をお願いしたい。 
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（４）精神科病院に対する実地指導について 

都道府県及び指定都市においては、毎年度、管内の精神科病院に対する

実地指導等を計画的に実施することにより、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律（以下「精神保健福祉法」という。）の適正な運用の推進を

お願いしたい。  

厚生労働省においても、都道府県等に対し精神保健福祉法に関する行政

事務指導監査を実施し、併せて都道府県等の精神科病院に対する実地指導

の検証を行ったところであるが、その結果、是正又は改善を図る必要があ

るとした主な指摘事例については以下のとおりとなっているので、今後、

これらを踏まえて適切に対応するようお願いしたい。 

  （主な指摘事項） 

・ 精神科病院の月別病床利用率が１００％を超過 

・ 精神科病院における医療従事者（常勤指定医を含む。）の不足  

・ 精神科病院に対する実地指導（指摘等）が不十分  

・ 新規措置入院患者の入院３か月後の実地審査が未実施・不十分  

・ 定期病状報告書の遅延等  

・ 法第３３条第４項及び第３３条の２の規定に基づく医療保護入退院届

の遅延  

・ レセプト等の審査点検が不十分  

なお、これらに適切に対応するため、福祉及び医療の各関係部局が連携

した対応を図るとともに、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」

（平成 10 年 3 月 3 日障第 113 号、健政発第 232 号、医薬発第 176 号、社援

第 491 号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長、

社会・援護局長通知）等に基づく、適正かつ効果的な実地指導を実施し、人

権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院者の適切な処遇の確保を図ら

れるようお願いしたい。 
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２   平成２６年度厚生労働省障害保健福祉行政事務指導監査実施計画等について  

 

 

（１）障害者総合支援法等に基づく指導監査について 

厚生労働省における障害者自立支援業務実地指導については、障害者総合

支援法等に基づく障害福祉サービスの給付事務等の状況、都道府県等が行う

障害福祉サービス事業者等の指定事務及び指導監査並びに市町村に対する

助言等の状況を対象として、別紙の計画（案）により実施することとしてい

るので、特段のご協力をお願いしたい。  

また、平成２４年度より指定障害福祉サービス事業者等（以下「事業者」

という。）の指定事務等が都道府県から指定都市及び中核市に移譲されたこ

とを踏まえ、指定都市及び中核市に対しても、都道府県と同様の指導を行う

こととしているのでよろしくお願いしたい。  

なお、平成２６年度以降の指導監査業務の円滑実施に資するため各地域に

おける指導監査の状況等について聴取することとしており、併せてご協力を

お願いしたい。 

（実地指導の主な項目） 

○ 都道府県 

ア 都道府県における指導体制及び指導実施状況  

イ 市（区）町村に対する指導状況等 

ウ 事業者に対する指導監査状況等 

エ 事業者の指定事務等 

オ 自立支援給付支給事務等の事務処理状況  等 

○ 市（区）町村 

ア 自立支援給付支給事務等の事務処理状況  

イ 事業者に対する指導監査状況 等 

 

（２）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に関する指導監査につい

て 

      厚生労働省における特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に

関する指導監査については、特別児童扶養手当支給事務の実施状況、特別

児童扶養手当提出事務に係る市（区）町村への指導監査の実施状況及び特

別障害者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査実施状況を対象

として実施するほか、管内の市（区）において、特別児童扶養手当提出事

務及び特別障害者手当支給事務に係る実地検証を行うこととしており、別

紙の計画（案）により実施することとしているので、特段のご協力をお願

いしたい。 

 

 

 

－118－



（指導監査の項目） 

     ○ 都道府県 

        ア 特別児童扶養手当支給事務実施状況 

        イ 特別児童扶養手当提出事務に係る市（区）町村への指導監査実施状況 

ウ 特別障害者手当等支給事務に係る管内実施機関への指導監査実施

状況 

○ 市（区） 

        ア 特別児童扶養手当提出事務の処理状況 

イ 特別障害者手当等認定支給事務の処理状況  

 

（３）精神保健福祉法関係行政事務指導監査について 

ア 指導監査の実施について 

厚生労働省における精神保健福祉法関係行政事務指導監査については、

都道府県・指定都市を対象に公衆衛生関係行政事務指導監査として別紙の

計画（案）により実施することとしているので、特段のご協力をお願いし

たい。 

また、平成２６年度においても当該指導監査の際に、精神科病院入院者

の人権確保、適正な医療及び保護の観点から、精神科病院に対する実地指

導の実地検証を併せて行う場合があるので、対象とされた精神科病院にお

ける指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮をお願いしたい。  

 

  イ 提出資料の作成等について 

指導監査の実施に当たっては、毎年度、都道府県等における事業の実施

状況について事前に資料の提出をお願いしているところであり、提出資料

の作成に当たっては、期限（指導監査実施時期の６０日前）までに提出さ

れるようお願いしたい。 

精神科病院の実地検証を行う都道府県等にあっては、事前資料を確認し

実地検証を行う病院を決定するので、検証病院の資料については指導監査

実施時期の３０日前までには提出されるよう併せてお願いする。  

なお、「厚生労働行政総合情報システム」 （http://www.wish.mhlw.go.jp/）

に平成２６年度の提出資料の様式を掲載することとしているので活用さ

れたい。 

 

ウ 指導監査重点事項について 

平成２６年度の指導監査においては、以下の事項を重点事項として実施

することとしている。 

   （ア）精神科病院の状況 

（指定病院の指定基準の遵守状況、病床の利用状況、医療従事者の充

足状況） 

   （イ）精神科病院の実施指導及び実地審査状況  
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（実地指導・実地審査要綱等の整備状況、実地体制及び実施状況、結

果の処理状況、措置入院者・医療保護入院者に対する実施状況、医療

監視部局との連携状況） 

   （ウ）措置入院及び医療保護入院に係る事務処理状況  

（通報等に対する調査・診察等の状況、移送手続きの状況、要措置者

の入院先の選定状況、定期病状報告の状況、緊急措置入院の状況、費

用徴収の状況、医療保護入退院届出の状況、応急入院の状況、特例措

置の状況） 

   （エ）精神医療審査会の状況 

     （審査会の開催・運営状況、退院請求・処遇改善請求等の処理状況） 

   （オ）精神医療費の公費負担事務処理状況  

     （連名簿・診療報酬明細書の審査点検状況） 

   （カ）精神科病院に対する実地指導等の実地検証  

 

（４）業務管理体制の一般検査について（国所管分）  

平成２５年１０月より、厚生労働省において、国所管分の事業者に対す

る業務管理体制の一般検査を実施しており、平成２５年度の実施状況につ

いては、以下のとおりとなっている。 

なお、当該検査に併せ、道府県庁、市役所等において、業務管理体制の

検査並びに事業者に対する指導監査についての意見聴取を実施していると

ころである。 

・ 北海道 3 法人（札幌市） 

・ 宮城県 2 法人（仙台市、名取市） 

・ 大阪府 3 法人（大阪市） 

・ 兵庫県 1 法人（神戸市） 

・ 愛知県 3 法人（名古屋市） 

・ 広島県 3 法人（広島市 2 法人、福山市 1 法人） 

計 15 法人 

平成２６年度においても、業務管理体制の一般検査を行うこととしてお

り、併せて検査先の関係都道府県等の担当職員からの意見聴取を実施する

予定であるので、引き続きご配慮をお願いしたい。 

－120－



                               （別 紙） 

 

障害者自立支援業務実地指導実施計画（案）  

実  施  期  間 自  治  体  名 備    考 

別途通知する。 （都道府県）           ［１５] 

北海道 岩手県 宮城県 福島県 埼玉県 

千葉県 富山県 長野県 静岡県 滋賀県 

京都府 岡山県 高知県 熊本県 鹿児島県 

（指定都市）            [８] 

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 

静岡市 京都市 岡山市 熊本市  

（中核市）             [７] 

盛岡市 郡山市 富山市 長野市 大津市 

高知市 鹿児島市 

 

 

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務指導監査実施計画 (案 )  

実  施  期  間 自  治  体  名 備    考 

別途通知する。 （都道府県）           ［１８] 

北海道 青森県 岩手県 秋田県 福島県 

山梨県 長野県 三重県 兵庫県 和歌山県 

鳥取県 岡山県 徳島県 佐賀県 熊本県 

大分県 宮崎県 沖縄県 

 (注) 

市（区）の選

定 に つ い て

は、後日通知

する。 

 

公衆衛生関係行政事務指導監査実施計画（案）  

（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係）  

実  施  期  間 自  治  体  名 備    考 

別途通知する。 （都道府県）           ［２１] 

北海道 岩手県 千葉県 東京都 新潟県 

富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 

静岡県 滋賀県 奈良県 和歌山県 岡山県 

広島県 徳島県 香川県 愛媛県 佐賀県 

大分県 

（指定都市）           ［１０］ 

札幌市 仙台市 さいたま市 新潟市 

名古屋市 大阪市 神戸市 岡山市 広島市 

福岡市 

（注） 

精神科病院

の実地検証を

併せて実施す

る自治体につ

いては、追っ

て連絡する。 
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